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シンポジウム 

 

地方で目指す 夜間で学ぶ 
－法科大学院の成果と展望－ 

 

 

 

企 画 : 夜間・地方法科大学院シンポジウム実行委員会 

共 催 : 香川大学=愛媛大学連合法科大学院 

鹿児島大学法科大学院 

熊本大学法科大学院 

島根大学法科大学院 

成蹊大学法科大学院 

桐蔭法科大学院 

新潟大学法科大学院 

静岡大学法科大学院 

協 賛 ： 琉球大学法科大学院 

弁護士法人筑波アカデミア法律事務所 
 

  

日 時：１月２０日（日） １２時３０分～ 
場 所：筑波大学東京キャンパス 文京校舎 

丸ノ内線茗荷谷駅下車「出口１」徒歩２分程度 

http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html 

１３４号教室 
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プ ロ グ ラ ム 
 

司 会  安 隆之 弁護士 （成蹊ＬＳ） 

 

■ 第１部                            12:30-14:15 

（１） 開会挨拶 

渡邉 知行 教授 （成蹊大学大学院法務研究科長） 

（２） 会場校挨拶 

吉武 博通 教授 （筑波大学教授・大学研究センター長（元理事・副学長）） 

（３） メッセージ 

小島 武司 学長 （桐蔭横浜大学） （メッセージ紹介） 

（４） 報告１ 「地方・夜間法科大学院の現状と課題」  

アンケート集計結果の分析   関理秀弁護士（成蹊ＬＳ出身） 

（５） 報告２ 「地方法科大学院に学んで」 

廣澤 努 弁護士（島根ＬＳ出身） （ビデオ録画） 

（６） 報告３ 「夜間コースの設置・運営上の課題」 

廣部 和也 成蹊大学名誉教授 （聞き手：関 理秀 弁護士） 

 

■  基 調 講 演： 

川村 明 弁護士・国際法曹協会（ＩＢＡ）会長 

「司法試験合格率の呪縛から自立したロースクールをめざして」 
 

休   憩                        14：15-14：30 
 

■  第２部 パネル・ディスカッション              14：30-16：50 

「地方・夜間法科大学院の成果と展望」 

＜パネリスト＞ 

越後 純子 弁護士 （金沢大学准教授・医師・桐蔭ＬＳ夜間） 

小林 正和 弁護士 （筑波ＬＳ） 

河合 隆晴 静岡県法務文書課主査 （静岡ＬＳ・Ｈ23 司法試験合格） 

本田 貴志 弁護士 （鹿児島ＬＳ） 

内山 宙  弁護士 （成蹊ＬＳ夜間） 

＜コーディネータ/パネリスト＞ 

米田 憲市 教授 （鹿児島大学大学院司法政策研究科・研究科長） 

菊間 千乃 弁護士 （大宮ＬＳ夜間） 

＜コメンテーター＞ 

川村 明 弁護士 （ＩＢＡ会長） 

椛嶋 裕之 弁護士 （日弁連法科大学院センター副委員長） 

 

■  閉会挨拶 

新井 信之 教授（香川大学・愛媛大学連合法務研究科研究科長）16：50-17：00 

 

■  懇親会 茗溪会館（茗荷谷）                               18：00- 
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四国ロースクールへようこそ 
香川大学大学院 香川大学・愛媛大学連合法務研究科 

2013.1.14 
 

ごあいさつと序言にかえて 

四国は、司法権の独立を守った児島惟謙をはじめとする多くの著名な法律家を輩出している歴

史と伝統のある法曹の地であります。また、現在わが国に８つある高等裁判所のひとつである高

松高等裁判所が所在しています。そして、わが四国ロースクールは、香川大学と愛媛大学が連合

で設置し、四国弁護士会連合会をはじめ多くの地域団体に支えられて法曹養成教育を実践する専

門職大学院であり、かつ、この四国に存在する唯一の法科大学院であります。いってみれば、オ

ール四国で生み育てている法科大学院といえます。 

四国ロースクールの教育の基本理念は、「親身に地域住民の生活を支える法曹の養成」であり、

この四国の地で少数精鋭の教育環境をフルに活用して、法曹を志す意欲のある学生たち全員と切

磋琢磨し、優秀な人材を数多く法曹界に輩出することを目標にしてきました。 

これまで四国ロースクールを修了して法務博士の学位を授与された学生は 200 名近くになり、

そのうち 23 名の方が司法試験に合格しました。そして、1年間の司法修習が終了した人は、ほぼ

全員が法曹となり、多くの方が地元の四国で活躍されています。法曹となられた方は、その真価

が問われ社会でその力量を存分に発揮されることになるのですが、四国ロースクールで学ばれた

ことを活かして社会正義の実現と人権擁護に向けた豊かな感性を持つ立派な法曹となられること

を期待しています。四国ロースクールは、地元の法曹の出身母体としてこれからも卒業生を支え

てまいります。 

四国唯一の法科大学院である四国ロースクール（香川大学大学院 香川大学・愛媛大学連合法

務研究科）は、これまで四国弁護士会連合会をはじめとする地元の多くの関係機関・団体の方々

に支えられて法曹養成教育を行ってまいりました。法科大学院制度の見直しや統廃合に向けて昨

今の法科大学院を取り巻く状況は厳しいものがありますが、適正配置と地域貢献という地方の国

立大学小規模法科大学院の使命（ミッション）を自覚し、以下のように、これからもかわらず教

育力の向上にむけて謙虚に取り組んでいく覚悟でおりますので、各位におかれましては、今後と

もよろしくご支援・ご指導いただきますようお願い申し上げます。 

 

１．四国ロースクールの教育の理念及び目標 

（１）親身に地域住民の生活を支える法曹の養成 

 四国ロースクールでは、法曹に求められる資質は、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門

的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的

法分野や外国法の知見、国際的視野等であると考えています。法科大学院は、このような資質を

備えた法曹を養成することを基本理念として、司法試験・司法修習と有機的に連携させて理論と

実務を架橋する教育を行う機関であります。その教育においては、公平性・開放性・多様性を旨

とし、専門的な法知識に関する批判的創造的視点と幅広い視野を身につけることが特に求められ

ていると考えられます。 

 四国ロースクールは、このような法曹養成の基本理念のもとに、豊かな人間性、幅広い教養と

専門的知識、柔軟な思考力等を基礎に、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指し、十分な職

業倫理を身につけ、「親身に地域住民の生活を支える法曹」を養成することを、教育の理念とし目

標としているのです。 
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 四国ロースクールは、香川大学及び愛媛大学が連合して設置した四国で唯一の法科大学院であ

り、両大学の人的、物的資源を背景にした法曹養成を行っています。弁護士の数が少ない四国で

は、住民の裁判を受ける権利の実質的な保障が十分とはいえない。四国及び全国の隅々まで、国

民の裁判を受ける権利が実質的に保障されるために、その問題を抱え強く認識できる四国におい

てこそ、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指し、十分な職業倫理を身につけ、親身になっ

て地域住民の生活を支える法曹を養成することが必要であると考えています。 

 そのために、互いに気心を知り合うことのできる少人数の学生を、地域の住民・関係機関と連

携して、手厚く丁寧な指導によって教育し、地域に親しみ活躍する法曹を数多く養成することを

意識して教育にあたっています。 

 

（２）地域経済活動を支え又は環境保全を推進する法曹の養成 

 四国ロースクールでは、さらに、地域経済活動を支え又は環境保全を推進する法曹を目指す学

生に対して、その要望に積極的に応えられる教育を提供しています。 

 経済のグローバル化が進み、経済活動に法律の根拠が強く求められる中、地域経済活動を支え

るためには、四国でもビジネスローに精通した法曹が活躍することが必要であると考えます。四

国ロースクールの所在地である高松市は、四国経済の中心であり、ビジネスローの教育に好適な

素材を有しています。この素材と香川大学および愛媛大学の人的資源を活用して、地域経済活動

を支える法曹を養成するものです。 

 四国ロースクールは、多島景観美を有した瀬戸内海に面して立地しています。瀬戸内海におい

ては汚濁と景観破壊が進行し環境保全の行動が求められているため、環境保全を推進する法曹の

養成もわれわれの重要な使命であると考えています。香川大学では豊島産業廃棄物処理問題等の

環境法教育の素材を有し、愛媛大学では瀬戸内海の環境保全に関する学際的な研究を行う沿岸環

境科学研究センターを背景にして、環境法の教育を効果的に行うことができるのです。われわれ

は、香川大学と愛媛大学の教育研究の実績を生かして、環境保全活動を推進する法曹を養成する

ことを目指しています。 

 

２．香川大学と愛媛大学との連合形態のメリット 

四国ロースクールは、香川大学と愛媛大学との連合という組織形態を採っていることにより、

法曹養成教育の人的資源および物的資源を広く両大学から確保することができます。両大学にお

いて授業を実施するだけでなく、愛媛大学にアイアイ法律相談所を設置し、別個に高松市におい

ても無料法律相談を実施しており、これらにより地域に貢献し、学生に法曹として「親身に地域

住民の生活を支える」意義を学ばせています。また、毎年、愛媛大学法文学部教員と共同のＦＤ

研究会を開催し、両大学における法曹養成教育の主体の充実を図っています。 
さらに、本法科大学院が香川大学と愛媛大学との連合組織であることにより、四国全域に係る

四国弁護士会連合会や四国ロースクール後援会の強力な支援を得ており、四国内の弁護士、企業、

地方自治体、大学関係者等の協力を得ることが容易になっています。その協力による実務家教員

の授業、四国各地での法律相談会の開催、エクスターンシップの実施、弁護士の学修支援、弁護

士と学生との交流会等によって、学生は四国の各地域の法的事情の理解を深め、地域住民の生活

を支える意欲を強めてきました。 

弁護士になった修了生が主に四国において活動しているのは、その成果でもあるといえます。 

両大学の連合という組織形態は、このようにして両大学及び四国地域を基盤にして、教育の理念

及び目標である「親身に地域住民の生活を支える法曹の養成」の達成のために、積極的な役割を

果たしているのです。 
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３．教育の理念及び目標についての現在の達成状況 

四国ロースクールは、多数の高い資質の入学生を確保することについて構造的に不利な状況に

ある地方小規模法科大学院であるので、特段に効果的な教育をする努力を重ねてきたにもかかわ

らず本法科大学院の司法試験の合格結果がなかなか期待される状況にないことについては、大変

遺憾に思っています。それとともに、四国地域を基盤にした教育によって主に四国地域の法曹を

輩出することが、教育の理念及び目標である「親身に地域住民の生活を支える法曹の養成」の達

成にとって必要なことであり、そのために、本法科大学院としては、全国平均を下回る合格率で

あっても持続して司法試験合格者を輩出することが重要であると考えています。弁護士になった

修了生のほとんどが四国において開業している実績は、本法科大学院の存在意義を明らかにして

います。 
四国ロースクールでは、入試方法及び教育内容・方法等のさらなる改善によって、高い資質の

入学生の確保と教育成果の向上を実現することは可能であると考えており（実際に平成 22 年度は

司法試験合格率が高かった。）、司法試験合格率が向上するよう、次のように現在の課題を分析し、

改革・改善の取り組みをおこなっています。（以下、太字および下線で強調する点を表記します。） 

 
４．現在の課題と改善の取り組みについて 

≪新司法試験の合格状況について≫ 

（１）現状の取り組みと課題の分析 

① 新司法試験の合格者数・・・・・・新司法試験の合格者数は、平成 18 年度修了者 7 名、

平成 19 年度修了者 5 名、平成 20 年度修了者 4 名、平成 21 年度修了者 6 名、平成 22 年

度修了者 1 名の計 23 名である。 

② 合格者数の低迷の原因・・・・・平成 22 年度の合格率は 19.2%と向上したが、平成 23

年度は 4.55%、平成 24 年度はやや持ち直して 5.13％となった。合格者数低迷の原因の一

つは、地方に位置する小規模ロースクールのため、司法試験に関して競争意識が薄く、受

験に向けた取り組みが遅い傾向にあるためと考えている。それとともに、本法科大学院は

法学未修者がほとんどで、短期間に法的能力を高めるために大きな努力が必要とされる学

生が多いため、良好な合格率を回復し維持するべく積極的な対策が必要と考えている。 

③ 起案応力向上の指導の必要性・・・・・平成 23 年度および平成 24 年度においては、新卒

者の合格者がいなかったが、平成 24 年度は、短答式には新卒者の受験者全員が合格し、

基礎学力は着実につけていると思われるが、新卒者の最終合格者は 0 人であった。起案能

力の向上のための対策が必要であると考えている。 

（２）今後の改善策について 

① 教育改善の基本方針・・・・・着実に司法試験合格者を輩出するために、小規模法科大学

院としての本研究科の優位性を活かし、修了生及び在学生へのキャッチボール指導ともい

えるきめ細やかな個別指導の強化が必要とされる。そのために、他の法科大学院および外

部の機関・団体とのＦＤ活動や内部での教育情報の共有化を通じて絶えず教育の内容・方

法を検討し、継続して必要な改善を推進する。 

② 全体ＦＤ研究会および専門分野系ＦＤ会議の推進・・・・・遠隔会議も視野に入れた教育

情報の共有化の確立を推進する。積極的なＦＤ活動推進の成果を、個々の教員のみならず

本法科大学院全体としての教育力の向上や適正かつ厳格な成績評価等に具体的かつ継続

的に繋いでいくこととする。授業科目間で授業内容の相互調整を行うことと、複数の教員

が関与する基礎演習、総合演習等の授業の内容について担当教員間で緊密な協議調整を行

うことを、引き続き常にＦＤ活動の重要課題として取り上げ、周到に実施していく。 

③ 学生アカデミックカルテの活用・・・・・・学生１人につき教員２人を担任として割り振
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る指導教員制を導入しており、指導教員は、履修・学習相談を含む各種の相談に対応し、

学生ごとに作成された学生カルテも利用して、必要な指導・助言を行う。平成 24 年度新

入生（6 人）からは、学年主任制を採用し、当該学年の学生全員に共通する主任１人と副

主任３人をあて、主任と副主任１人とがペアになり３組がそれぞれ新入生２人ずつを担当

しており、平成 25 年度以降も本制度を継続していくことにしている。 

④ 若手弁護士・修了生チューター制度の活用の強化・・・・・・これまで、四国弁護士会連

合会の支援を得て、地元の若手弁護士がチューターになり学習支援を行ってきた。弁護士

チューターは、法律基本科目等の授業について、教員のみでは対応しきれない学生からの

個別の質問や相談に応じ、若手弁護士にしかできないであろう助言を行っている。また、

本法科大学院の修了生で短答式試験に合格した者が、論文式試験合格までの間チューター

になり、自らも授業に参加したうえ後輩学生の質問に応じたりしているが、これらのチュ

ーター制度によって得られた個々の学生の教育情報について、全体ＦＤ研究会等を通じて

授業担当者へのフィードバックをより確かなものにしていく。 

⑤ 他の法科大学院および外部の機関・団体との教育情報共有化の推進・・・・・島根大学法

学研究院・四国弁護士会連合会・愛媛大学法文学部・香川大学法学部他のこれまで実施し

てきた共同ＦＤ活動のほかにも他の法科大学院や機関・団体との意見交換を強化・推進し、

教育情報の収集に積極的に努めていく。とくに専門分野系の各科目について、教育成果を

上げている法科大学院の授業内容・方法との比較検討を行う。例えば、授業のレベル、問

題作成のレベル（知識確認型かと思考力確認型か）、双方向授業の内容（学生の消化能力

を高めているか等）、分かり易い授業にするための教員の工夫例等を比較検討する。さら

に、学生からみて魅力ある授業内容となっているか、自学自習と授業との連携の程度、自

学自習の方法についての教員の関与等も検討し、全体としての教育の質の向上を図ってい

く。 

⑥ 修了生への学習支援の強化・・・・・着実に司法試験合格者を輩出するためには、法科大

学院の修了後 5 年以内に 3 回受験が可能な現行の司法試験制度を鑑みると、小規模法科大

学院としての本法科大学院の優位性を活かした修了生への継続した学習支援の強化が必

要となっているものと分析している。本法科大学院では、法務研修生制度を活用し、自習

室を提供して法律図書（ＴＫＣの利用サービス等を含む。）や教員との距離が近い学習環

境の下自学自習の便宜を図ってきた。しかし、近年、経済的要因もありロースクール修了

後自宅に戻る修了生が増えている。そこで、修了後も大学構内に戻り、優れた学習環境下

で学習を継続するために、大学に修了生を呼び戻す方策を強化する必要がある。修了生間

の希薄なつながりの中、自主ゼミを結成する手助けをしたり、教員などの指導者が指導す

る体制の構築も必要である。大学内において、司法試験合格に直結すると思われる魅力あ

る企画の実施も強化しなければならない。そして、これらを周知するため修了生へのＨＰ

等を利用した情報提供を徹底する。 

 

≪入学者の選抜について≫ 

（１）現状の取り組みと課題の分析 

① 入学者選抜の基本方針・・・・・本研究科の入学志願者・受験者数は減少の傾向にあり、

入学者数も定員を割り込む状況となっている。この原因は、進学希望者が大都市部の法科

大学院に集中するという全体的な傾向とともに、本法科大学院修了生の司法試験合格者

数・合格率が全体と比較すれば低い水準にあることから、進学希望者に対する訴求力が低

下していることにあると考えられる。もっとも、本法科大学院は、毎年コンスタントに司
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法試験合格者を輩出しており、また、大規模校では困難と思われる親身な少人数教育の実

践や学習環境の充実といった点は、本法科大学院の自負するところである。特に、四国に

唯一の法科大学院という特徴を生かした、四国弁護士会連合会・地元法曹等との協力関係

のもとでの教育面での充実、司法修習修了後の高い就職率は、本法科大学院あるいは四国

の地で学ぶことの大きな魅力である。そこで、今後このような本法科大学院の特色・魅力

を伝えるべく広報活動を充実するとともに、一人でも多くの志願者が得られるように、受

験機会の拡大、より受験しやすい入試制度の構築等に取り組み、これにより、現状の改善

を図ることとしている。 

② 入学試験の実施回数・・・・・入試の実施回数は、平成 20 年度までは１回であったが、

21 年度以降は２回実施している。近隣の大学の実施日とできるだけ重ならない日に設定し

た。加えて、平成 23 年度以降の入試は前期試験も新たに実施し、前期・後期の入試会場

を東京及び関西にも設けている。平成 24 年度入試から、学外検査場を愛媛大学にも設け

ている。平成 24 年度入試から２年コース生を内部振り分けではなく、別個の試験で選抜し

ている。 

③ 志願者倍率の動向・・・・・平成 17 年度以降志願倍率は５倍前後から低下傾向にあり、

平成 21 年度と 22 年度は２倍強となった。23 年度は 2.35 倍となっている。競争倍率は、

平成 17 年度以降２倍前後で推移していたが、平成 22 年度は 1.08 倍となったが、平成 23

年度は再び 2 倍を回復し、2.05 倍となった。平成 24 年度の入学試験の受験者数は 43 人、

合格者数は 17 人であり、競争倍率は 2.53 倍となっている。 

④ 入学定員の削減・・・・・平成 21 年度入学試験の志願者が減少した状況も踏まえ、法曹

養成教育を受けるに適した質の高い入学者の確保につながる入学試験の競争性を確保する

ために、平成 22 年度以降の入学定員を、従来の 30 人から削減して 20 人としている。        

⑤ 入学者の質の確保・・・・・平成 21 年度入学試験からの合否判定において、最低合格基

準を設定して厳しく判定するなど、質の高い入学者を確保する措置をとっており、今年度

以降も引き続き最低合格基準を設けることによって、学力が一定レベル以下と判断される

学生は不合格としている。 

（２）今後の改善策について 

① 今後の改善策の基本方針・・・・・志願者数の量および質の確保を図りながら、志願倍

率および競争倍率をさらに向上させることを旨とする。質の高い入学者を確保するために、

入学試験のあり方を再検討し、教育内容・方法等をいっそう魅力あるものに改善し、本法

科大学院の魅力をアピールする広報体制を強化するなど、格段の工夫と努力が必要である

と考えている。 

② 広報体制の強化・・・・・競争倍率２倍以上の確保を目指して、本法科大学院の志願者

及び受験者を増加させる。そのために教育指導体制を強化し、教育内容・方法等をいっそ

う魅力あるものに改善して、新司法試験の合格状況を改善するとともに、広報体制につい

て次の強化策を講じる。 

（ⅰ）合同入試説明会などにおいて、参加数を増加させ、かつ、本法科大学院の教育内容・方

法の魅力等に関する説明内容を充実させる。 

（ⅱ）web サイトにより情報収集する志願者が増えている傾向にあることを考慮し、web サイ

トによる教育内容や入試などに関する情報の発信を強化・充実させる。              

③ 複数受験会場の確保・・・・・前期・後期試験の入学試験体制を維持するとともに、県

外における複数の入学試験の実施会場及び愛媛大学の試験会場を維持し、受験者数を増加

させ競争性の確保を実現する。実施会場については、平成 25 年度入試から、関西を中止
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し、前期・後期日程共に、香川大学以外では東京会場と愛媛大学で実施しているが、関西

会場の復活とともに、その他の地域でも実施するべく検討する。 

 

≪入学者定員の充足について≫ 

（１）現状の取り組みと課題の分析 

① 定員充足率低下の原因・・・・・平成 24 年度入学者選抜において定員充足率が 5 割を割

った理由としては、本法科大学院の司法試験合格者の数が少ないこともあるが、全国的に

受験者数が減少し、また、司法試験合格者数の多い大都市所在の大規模校への入学指向に

変化がないため、本法科大学院への受験者数が伸びないからと考えている。さらに競争倍

率２倍の確保を重視し、合格者数を厳しく制限したために、残留率の低下とも相まって定

員充足率が 5 割を割ったものと現状を分析している。 

② 入学者減少の影響・・・・・入学者が減少したことによる双方向的・多方向的な授業への

影響、選択科目の開講への影響は特になく、また、入学者数が減少したことによる教育方

法（授業方式）についても特に変化はない。むしろ少人数で、講義形式でもじっくり質疑

応答することがしやすくなったと考えている。ただし、学生の絶対数が少なく、学生が多

数の任意のグループを作る基盤が小さいため、自律的な自学自習が弱体化することが懸念

される。 

（２）今後の改善策について 

① 今後の改善の基本方針・・・・・本法科大学院の特色・活動を積極的にアピールする広報

活動・説明会の強化、学生の経済的負担の軽減、複数回数・会場での入試実施、入試合格

者への公開プレスクールによる事前教育、平成 22 年度入学試験についてから創設し設け

た特別授業料免除制度等を引き続き継続し、四国を中心としつつ全国から多数の優秀な受

験者及び入学者を獲得して現在の入学定員の充足を図る。 

② 今後の具体的な改善策として、以下のような改善策を入試・広報委員会を中心として検討

しており、平成 25 年度から早期に導入・実施したいと考えている。 

（ⅰ）募集形態の変更・・・・・現行の前期・後期・二次募集という形態では、二次募集の告

示が後期入試合格発表後となってしまうこと、また、ここ数年の状況からして二次募集

はほぼ確実に実施する必要があることから、募集形態の変更（Ａ・Ｂ・Ｃ日程など）を

検討している。 

（ⅱ）適性試験第４部の利用・・・・・二次募集も併せれば都合４回の入試を行うことが基本

となることから、入試日程の一部において、適性試験第４部の利用を検討している。こ

の場合、独自の小論文試験が省かれるため、受験者の増加も見込める。 

（ⅲ）転入学制度の導入・・・・・なんらかの事情で、現在在学する法科大学院での修学が困

難となっている者にたいして勉学継続の機会を提供するという趣旨で転入学制度の導

入を図る。これにより、本法科大学院における学生定員の充足率の向上が期待される。

なお、単位認定については教務・設備委員会とともに検討を進める。 

（ⅳ）長期履修制度の導入・・・・・主に経済的事情により、標準修了年限では課程修了が困

難な者に進学及び司法試験受験の機会を与える趣旨で、長期履修制度の導入を図る。長

期履修者についてのカリキュラム編成については教務・設備委員会とともに検討を進め

る。 

③ 四国の各大学との連携強化・・・・・現在実施している、四国の各大学（香川大学・愛媛

大学・高知大学・徳島大学・松山大学等）において法学系教員の協力のもとで実施してい

る、実務家教員による公開法律講座を含めた説明会の開催を維持継続し、内容を発展させ
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る。さらに、四国の各大学との連携を強化し、説明会と学部の講義との関連性を強め、法

曹教育の魅力をアピールし、各大学からの受験者が増加する体制を構築する。入学試験実

施時期に合わせて、入試説明会の回数、時期を再検討する。とくに、香川大学法学部及び

愛媛大学法文学部の教員との共同 FD 開催（愛媛大学法文学部教員との共同 FD を平成 22

年度から実施し、香川大学法学部教員との共同 FD を平成 23 年度から実施している。）等

を通して協力関係を強化して、学部主催の進学説明会に積極的に参画することによりし、

学部学生の法科大学院進学を促進し本法科大学院研究科への受験者数を増加させ、多数の

優秀な入学者を確保する。 

④ 入学定員の見直し・・・・・これまでの入学者選抜の状況を踏まえても、平成 25 年度入学

定員の見直しは行わなかった。平成 26 年度以降についても入学定員の見直しの予定はない。

本法科大学院では、学生が切磋琢磨して勉学に励み能力を高めるためには、少なくとも 20

人程度の質の高い入学者を確保することが望ましいと考えているが、現実的に入学定員の

充足率を勘案するならば、教育に影響のない範囲で定員の削減について検討する余地はあ

ると考えている。 

 

５．平成 28 年度以降の第３期中期目標期間における教育体制の在り方等についての改善に向け

た改革構想アジェンダ 

（１）四国唯一の法科大学院としてのミッションの再確認 

① 四国における法曹養成教育（ミッション）の位置づけ・・・・・本法科大学院は、司法改

革の一環として設けられた法曹養成の中枢機関である法科大学院制度の趣旨に従い、四国

各界の支援を背景にして、香川大学と愛媛大学とが連合して設置した法科大学院である。

本法科大学院の設置は、司法改革の理念に沿った法曹の養成とともに法科大学院の適正な

配置が必要であるという考えに基づくものである。地域におけるリーガル・サービスの需

要に応じ、四国地域住民の法曹教育を受ける機会を広げ、地域に根ざし地域で活躍する法

曹を養成することが必要であり、また、四国地域の法曹に法学研修の機会を提供すること

も必要であるからである。四国は、弁護士の数が少ない。全体としても、四国の住民は法

的紛争の解決についてリーガル・サービスを受ける機会が少なく、裁判を受ける権利の実

質的保障が十分とはいえない。四国に設置された法科大学院において法曹養成教育が行わ

れてこそ、地域に根ざした弁護士が増え、四国及び全国の弁護士過疎の問題が解消され、

住民の生活が法的に支えられる保障が高まると考え設置された法科大学院である。 

② 香川大学と愛媛大学の連合法科大学院・・・・・本法科大学院は、上記のミッションに基

づき香川大学と愛媛大学が連合で設置し、四国弁護士会連合会をはじめ多くの地域団体に

支えられて法曹養成教育を実践する専門職大学院であり、かつ、この四国に存在する唯一

の法科大学院であり、すなわち四国全体で生み育てている法科大学院といえるものである。 

③ 法曹養成教育の基本理念と目標・・・・・四国ロースクールの教育の基本理念は、「親身に

地域住民の生活を支える法曹の養成」であり、この四国の地で少数精鋭の教育環境をフル

に活用して、法曹を志す意欲のある学生たち全員と切磋琢磨し、優秀な人材を数多く法曹

界に輩出することを目標として法曹養成教育を行っている。 

④ 法曹養成教育の質の確保・・・・・司法試験の合格率については、平成 22 年度はともかく

としても、現在のところ伸び悩んでいるのは事実である。だが、そのことはわが国の全体

としての法科大学院制度そのものが大きく揺らいでいることと無関係ではなく、とくに地

方の小規模法科大学院においては、入学志望者が大都市部の法科大学院に集中するため入

学定員を確保することが困難な状況にあることが大きく影響しているものであり、本法科
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大学院の教育力そのものが劣っているとは考えていない。そもそも本法科大学院の設置目

的からも、本法科大学院を修了し、司法試験に合格して法曹資格を取得した者だけでなく

法務博士号を取得した者についても、地域において各方面で活躍しており、その教育成果

を発揮している。 

⑤ 四国における法曹養成教育課程の潜在的ニーズ・・・・・法の支配をあまねく実現するた

めには、各地方の様々な階層から法曹を生み出すことが重要であり、そのために法科大学

院を全国に適正配置し、地方在住者がその地域で教育を受けて法曹になる機会を実質的に

保障することは、日本国憲法 26 条の趣旨はもとより、司法制度改革の目的に直結する重要

な理念である。四国においても、本法科大学院の存在が地元志望者の経済的負担の軽減や

家庭的事情への便宜のみならず、地域司法の充実・発展に貢献し、さらには、地方自治・

地方分権を支える人材を育成するという観点からも重要な役割を担っている。本法科大学

院へは、現実にそのような意識を有する者が入学を志望し、県外から四国へＵターンする

ことが多いのが特徴であり、その潜在的なニーズは高いといえる。 

⑥ 法曹養成制度全体を取り巻く厳しい環境・・・・・しかしながら、本法科大学院を取り巻

く状況は大変厳しいものがあると認識している。そこで、適正配置と地域貢献を使命とす

る地方国立大学である本法科大学院としては、ひきつづき積極的に自己点検評価を実施し、

内部の組織的ＦＤ活動および外部の教育機関・団体等とのＦＤ活動（法科大学院共同ＦＤ

プロジェクト）を強化し、質の高い法曹養成教育を実践して、常に教育力を向上させるこ

とはもとより、とくに地域における法曹志望者を確保することを改善の目標として第 1 に

考えていく。そのために本法科大学院は、四国地域の潜在的な教育・人材養成能力を背景

に、香川大学と愛媛大学が連合し、四国における唯一の法科大学院のミッションを認識し、

これらの利点を最大限に活かして改善に取り組んでいくことを旨としている。 

 

（２）具体的な改善・改革構想の内容・・・・・平成 24 年度から本法科大学院の改善・改革構

想をまとめその指針としている「四国ロースクール改革構想アジェンダ」により四国の各

大学との法学教育コンソーシアムを立ち上げて教育連携による入学者の確保をはかると

ともに、本法科大学院に附設する法律事務所ないしは司法教育センターを立ち上げ、質の

高い法曹養成教育の機会提供を維持しつつ、実務家教員を含めた法科大学院担当教員が学

部を含めた大学全体としての法学教育の質の向上に制度上積極的にかかわり、四国弁護士

会連合会と連携し新人弁護士への実務研修や地域へのリーガル・サービスを強化すること

によって、その存在を積極的に内外にアピールし、四国外へ流出している優秀な法曹志望

者を確保し、小規模でありながらも質の高い地方の法曹養成教育の責任を引き続き果たし

ていくことを抜本的な組織見直しの骨子と考えている。それとともに、香川大学の改革プ

ランに呼応したサテライトオフィス事業の一環として無料法律相談等の地域貢献を積極

的に実施していくことを念頭に置いて、第 3 期中期目標期間における教育体制の在り方等

を策定していく。具体的な検討課題として次のような新たな組織改革とその実施を構想し

ている。 

①「四国における法学教育発展のための戦略的コンソーシアム」の設立・・・・・全国的に

法科大学院が苦戦している影響で法学系学部も入学者確保に苦戦している現状がある

ため四国在住の大学における法学系教員の連携・ネットワークを構築し各大学における

学生確保・リクルートの連携を図るニーズが存する。四国においては、香川大学・愛媛

大学・松山大学・徳島大学・高知大学・高知県立大学等の諸大学で法学・社会科学系の

学部・学科・コースが存在するが、それらの入学者確保のための広報、単位互換制度の
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設置、夏季集中講義の共同実施、法学系学生の交流等に協力するとともに法科大学院進

学者向けのプログラムを設置するよう四国地方の各大学に特別教育プログラム等の共

同事業の策定を働きかけ、本法科大学院がその実施に協力する。それにより、本法科大

学院への進学の動機を高めるとともに、幅広く入学者の入学料免除などの制度等を採用

し、入学者の確保を図る。 

②大学附設の法律事務所ないし司法教育センター設置等による法曹養成教育および地域

貢献の推進・・・・・司法試験に合格しても全国的に弁護士の就職が困難になっている

社会状況を踏まえて、大学附設の法律事務所ないし司法教育センターの設置等について

検討する。本センターは、本法科大学院の法曹養成教育の支援を行うとともに、司法試

験に合格し、司法修習が終了すれば、四国ロースクール出身者ならば１００％弁護士と

して稼働できるという展望を開き、香川大学および愛媛大学の地域貢献および学内ガバ

ナンスに貢献することを目的とする。これは、従来の法曹養成教育に軸をおいた教育と

ともに、本法科大学院に入学し、修了してからも実務家として活躍できるようになるま

での継続的な法曹養成教育を行うことにより社会に有為な法曹人を育成することが出

来、それが本来的な法科大学院の使命（ミッション）と考えるからである。具体的な内

容としては、本法科大学院出身の弁護士が設置した法律事務所ないし司法教育センター

を香川大学および愛媛大学のキャンパス内におき（仮称；弁護士研修センター）、弁護

士資格を取得した本研究科修了生を対象に原則 2年間の実務研修を積ませたのち弁護士

として独立させることや、企業・自治体などに「組織内弁護士」としての就職を促す組

織として機能させることを考えている。このことによって、四国のみならず全国からの

本法科大学院への入学志願者の増加を強く期待することができる。その他の活動内容と

しては、これまでの無料法律相談サービスとともに、地元の法曹への法律情報の提供や

四国弁連所属の新人弁護士へのリーガル・クリニック（研修指導）を実施することも念

頭におく。これらは本法科大学院の法曹養成教育の専門性を活かした地域貢献の一環と

して、実務家教員スタッフを中心として運営をおこなうことを予定している。 

③香川大学法学部および愛媛大学法文学部との協働による法学教育推進のための組織的

連携の強化・・・・・香川大学においては、連合法務研究科と法学部教員が所属する法

学研究院という組織が存在し機能してきたが、平成 25 年度以降はこれが解消されそれ

ぞれ独立した部局へと戻ることが予定されている。だが、法学部と共同のＦＤ研究会等

を開催して各教員の教育力の向上を図るとともに、香川大学の全体としての法学教育の

質の向上のために組織的な連携を強め、法科大学院の専門職大学院としての法曹養成教

育の力を還元していくことを図っていく。それにより香川大学の法学部学生が法曹養成

課程（法科大学院）への進学を容易にするための指導を実施するとともに、結果として、

それが本法科大学院への入学者の確保に資するものとする。また、本法科大学院に優秀

な専任教員を確保できるように、引き続き柔軟な雇用条件を確保できるように措置する

とともに、法学部との間での教育連携とともに教員配置を柔軟に行うようにし、優秀な

教員を確保する方策を検討する。運営活動、評価活動等についても、作業の絶対量の軽

減、事務職員の配置の工夫・参画拡大などを共同で行うことにより、教員が教育・研究

に打ち込める環境を整備する。このことは、同様に愛媛大学法文学部へも働きかけてい

く。 

 

以上 
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「地域に学び 地域に貢献する」法曹養成に向けて 
 

鹿児島大学大学院司法政策研究科 

 
 地域適正配置に関わる地方の法科大学院は，地域に根ざした，特色のある取組を数多く行

っており，地元の実務家の協力の下，日頃から実務家との接点をもった学修が可能です。 

 

■法科大学院の地域適正配置の意義と臨床法学教育 
（１）法曹への道が，国民に開かれた，公平な機会を提供する制度であるために「地域適正

配置」は必要です。 

 地域適正配置が必要であることの理由を考えるとき，東京や大阪だけで法曹養成をする

ことを考えれば，その意義は明らかです。そうなれば，法曹になりたくても，地方にいて

で経済的事情や家族の事情をかかえている人は，法曹の道を断念しなければなりません。 

 現在の地方の法科大学院では，そうした事情をかかえた学生が多く学んでいます。事実

として，鹿児島大学法科大学院をはじめとする地方の法科大学院では，その地域出身の学

生を多くかかえ，同時に在学する４分の１から３分の１の学生が経済的事情に基づく授業

料減免の対象となっており，他の学部や研究科に比べて，極めて高率になっています。法

科大学院があって，経済的な配慮を受けることができるからこそ，法曹の道を目指すこと

ができる。地方の法科大学院は地勢的、情報的、経済的弱者に「法曹への機会」を提供す

る。つまり，国民に公平な機会を提供するために，地域適正配置が必要なのです。 

（２）法曹が，社会の多様なニーズに応えるための「地域適正配置」と臨床法学教育 

 法曹は，専門職集団全体として，社会の多様なニーズに応えなければなりません。その

ニーズの基盤の一つは「地域ごとの特性」です。21 世紀は地方主権の時代であり，我が

国の各地域が主体性と活力を持って発展するために，法曹の力を必要としています。 

各地域は，歴史的に固有の背景をかかえていたり，有人島嶼をかかえていたり，極端な

少子高齢化の進む地域をかかえています。その地域ニーズに応えるには「地域についての

豊かな感受性」と「深い地域理解」の上で，法曹として自らの専門的な能力を発揮するこ

とが求められます。 

今後，法曹の職域の多様化はますます進行します。地方においても法律専門家の社会的

ニーズが拡大することは間違いありません。すでに行政や企業でのニーズが顕在化しつつ

あります。 

現在，地方の法科大学院は，その地域の法曹が教員として加わっており，その地域事情

を踏まえた法曹の在り方を教育しています。地方の法科大学院は，リーガルクリニックな

どの臨床法学教育科目を，地域事情を意識して展開しています。また，地域の弁護士の職

能開発の取組みをしている法科大学院もあります。 

現在，大都市圏の法科大学院出身の弁護士が修習地であったことを縁として地方単位会

に採用されているので各単位会の会員数が増えていますが，その地域で育った法曹とそう

した他の地域の生活を経験した法曹とのダイバーシティを確保することが，これからの日

本を支える上で望ましい環境であると考えられます。 

地方の法科大学院を経て法曹になった人は，その地域で弁護士として活動する「定着率」

も高くなっています。地域を支える人材は，地域で養成することが原則です。そのために，

地域適正配置とそれを担う法科大学院としてさらに充実を図る努力が必要なのです。 
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■地域に立脚する法科大学院としての取組例 
―――鹿児島大学法科大学院の場合 

  
地方の法科大学院は，地域事情に合わせ様々な取組を行って，地域に貢献する法曹の養成

に取り組んでいます。 

 たとえば，鹿児島大学法科大学院では，上記「地域適正配置」の意義に沿う取組として，

次のような法曹志願者への経済的支援や学修上の配慮，臨床法学教育を踏まえた地域貢献の

取組を行っています。 

（１）経済的事情や生活上の事情をかかえた法曹志願者への経済的支援・学修上の配慮 

①経済的支援：授業料減免制度と奨学金制度 

地方には，優秀でありながら，経済的事情をかかえているために法曹への道をあきらめ

る人がいます。鹿児島大学法科大学院では，経済的な事情をかかえながら法曹を目指す人

に手厚い支援を行っています。大学全体としての家計基準による授業料減免制度があり，

これに加えて，成績優秀者のための法科大学院独自の授業料免除制度と奨学金制度を導入

しています。 
※例えば，大学全体の制度で経済的事情から授業料全額免除を受けることができ，入学時ま

たは前年度の法科大学院での成績が上位 3 位以内であれば，年間授業料全額の免除に加
え授業料の半額の 40 万 2 千円の奨学金を受けることができます。（上述の大学全体の制
度の経済的事情による授業料減免に相当する学生は主として家計基準で決定されるので，
成績にかかわらず支援の対象になります。このほか，成績上位 3 位以内であれば経済的
事情にかかわらず最大授業料全額免除相当の奨学支援を受けることができます。） 

②学修上の配慮と経済的支援：長期履修制度の導入 

 鹿児島大学法科大学院では，地域に根ざした法曹養成を推進するため，仕事や育児，介

護などの事情を持つ法曹志願者を対象に，長期履修制度を導入しています。認められれば，

標準年限を超えた履修計画で法曹を目指すことができ，授業料は標準年限分ですみます。 
 ※例えば 3 年標準コースで 5 年間在籍する計画であっても，授業料は 3 年分となります。 

（２）地域貢献 

 鹿児島大学法科大学院は，「地域に学ぶ」授業科目の展開や先端の研究手法を導入したセミ

ナーの実施により，特色ある地域貢献活動を行っています。 

①地元法曹界への貢献：法曹の職能開発/向上への貢献 

 鹿児島大学法科大学院は，司法試験後の法曹の職能開発・向上に貢献する活動を行ってい

ます。 

・「ロイヤリング実践セミナー」：司法修習・若手法曹のキャリア開発への貢献 

 鹿児島大学法科大学院では，平成 20 年より地元の弁護士会で修習する修習生と若手弁

護士を対象として，法律相談と交渉実践についてのセミナー（ロイヤリング実践セミナー）

を開催しています。平成 24 年度のセミナーには，若手弁護士 1 名と修習生 7 名（鹿児島

修習は 20 名）が参加しました。このセミナーは，参加者自身が実施した法律相談や交渉

場面のビデオ録画とその場面を文字に起こした資料を基に，「会話分析」「ビデオ分析」と

呼ばれる社会学の先端的な分析技法を用いて検討するワークショップです。社会学，医学，

看護学，臨床倫理学，法律学，英語教育学，都市工学といった，それぞれ高度専門職業人

養成に関わる研究者との共同で行われている点にも特色があります。 
※修習生は，司法修習の自己開拓プログラムの一部として公式の申請を行って，司法修習の

一部としてこのプログラムに参加します。鹿児島大学法科大学院は，法科大学院で司法修

習の一部を担うことを認められた最初の法科大学院です。 

・「労務マネジメント実務法研究会」：労務マネジメント実務への貢献 
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 鹿児島大学法科大学院では，平成 23 年度より，労働法担当教員と実務家教員が共同し，

年 2～3 回程度の計画で，労務マネジメント実務に関わる事例研究を行う「労務マネジメ

ント実務法研究会」を開催しています。この研究会は弁護士のほか，社会保険労務士など

関係士業，近隣大学の労働法研究者も参加しており，士業間のネットワーク形成にも貢献

しています。 

②地域社会への貢献：無料法律相談・法教育 

 鹿児島大学法科大学院は，南九州地域が有人島嶼や極端な少子高齢化が進んだ地域をか

かえることや，地域社会のニーズ対応，中学校・高等学校のキャリア教育のニーズに対応

し，下記のような地域貢献をしています。 

・離島等司法過疎地における法律相談実習：司法過疎地への貢献と若手の研鑽の場の提供 

 鹿児島大学法科大学院では，「離島等司法過疎地における法律相談実習」を必修科目と

しています。平成 16 年度のパイロット・プログラム以来，屋久島・種子島・徳之島での

法律相談を実施し，これまでの対応件数は 400 件ほどになります。 

現在，このプログラムには，若手弁護士や参加可能な司法修習生に研修の場として開

放しています。参加希望者が年々増加しており，地元法曹界への貢献にもつながっていま

す。 

・司法政策研究センターにおける無料法律相談：地元での地域貢献の取組み 

 鹿児島大学法科大学院では，授業科目として毎年 11 月の学園祭と合わせて，附設施設

である司法政策研究センターでの法律相談を実施しているほか，毎月 2 回定期的に無料法

律相談を実施しています。これは，大学周辺地域への貢献を想定していますが，県内隅々

から相談者が来訪されています。毎月５件～６件，これまで 200 件程度の相談対応をし

てきています。 

・中・高等学校のキャリア教育への協力：地域の法教育ニーズへの貢献 

 鹿児島大学法科大学院は，平成 20 年度から，鹿児島市立玉龍中高等学校の要請に対応

し，毎年 120 名程度の中学生を対象に，法曹の仕事や裁判の仕組みについてのセミナー

を開催しています。将来法曹を目指すというキャリア教育と司法制度の役割と意義を理解

する取組として，これまで延べ 500 名ほどの受講生がいます。 

 

■地方の法科大学院の合格率改善の取組例 

－鹿児島大学法科大学院の場合 
 
 地方の法科大学院は，その多くが合格率の確保に苦しんでいます。 

この状況を踏まえ，各法科大学院は，法科大学院の設置の理念を堅持しつつ，授業の改善

や地域事情に合わせたサポートを充実させています。鹿児島大学の例を紹介します。 

 
（１）司法試験の合格率確保の基本方針 

 鹿児島大学法科大学院では，合格者確保の課題に対応するにあたり，「地域に学び，地

域に貢献する」という法科大学院の設置の理念とカリキュラムの特色を堅持した取組みを

行っています。すなわち，合格率の確保は法科大学院として十分に「司法試験」を意識し

つつ，法曹として備えるべき資質，素養をより充実させるという，日頃の教育の充実，個々

の授業の改善を通じてそれを実現しようとしています。そのことにより，法科大学院全体
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の教育の質の改善に取組むことを基本方針として取り組んでいます。 

（２）合格率改善に向けての取組 

平成 21 年度以降，司法試験でも求められる法曹としての基礎的素養の教育についての

点検と授業改革を推進し，平成 23 年度より「授業と学修の協働改善」をＦＤ活動のスロ

ーガンとして，学生の学修方法に踏み込んだＦＤ活動を展開しています。同時に，修了後

のサポートにも努めており，平成 23 年度，平成 24 年度の司法試験の合格者は，こうし

た改革全体の成果であり，今後もこの徹底に努め，考え得る限りあらゆる手段を講じます。 

①授業改善（ＦＤ）を通じた取組み 

1, 法的素養の涵養に焦点を置いた授業アンケートの活用など 

 平成 22 年度以降，授業アンケートを

大幅に改革し，法曹に必要な基礎的素養

を涵養することに向けての授業改善を

目的として，客観的な視点から，法曹と

して身につけるべき基礎的素養，マイン

ドとスキルを涵養する授業が実施され

ているかどうかを問うものとしました。 

たとえば，法律基本科目については，

（a）基本的な法的知識の習得，（b）法的思考能力，（c）事実の把握・分析する能力，（d）

法的議論をする能力，（e）先例のない事案への創造的思考力の涵養，（f）法的文章作成能

力の涵養といった事柄について，「授業での配慮や工夫がなされているか」についての設

問を中心に据えました。これらの設問は，司法試験の出題及び出題の趣旨や採点実感等の

記載内容に照らして作成されており，教員が授業で念頭に置くべき項目であるとともに，

学生の日々の学修でも意識すべき事柄です。このように，質問項目を法曹として身につけ

るべき基礎的素養を授業で取り扱っているかを中心的な項目として，学生とともに授業の

改善と学修成果を上げられるような取組みを可能なものにしています。 

 アンケートの結果については学生に公開し，匿名化するもののニューズレターにも掲載

しています。このアンケートの結果に対して，

教員からアンケートへの「所感と対応」を示す

ことで，授業のやり方の調整や学生への学修方

法の助言を行い，学生の勉強の内容や方法の改

善も促しています。このサイクルの中心に，「法曹として身につけるべき基礎的素養」を

おくことで，法科大学院全体としての司法試験の合格率を高めることに繋がる教育の質の

改善に取組んでいます。さらにこうした取組を「授業と学修の協働改善」というスローガ

ンの元で実施することで，教員・学生一体となって法曹養成機関としての成果を確保する

ことに組織を挙げて取り組んでいます。 

2, 文書作成能力の涵養 

これまでの合格者と不合格者それぞれからの聴き取り，司法試験の結果や再現答案の分

析から，不合格となる者は，法律文書の作成能力（特に，事例の分析力，表現力）が不足

していることが判明しています。 

それに対応するため，平成２２年度より，学年進行を意識しつつ，全学年を通じて適切

な文書作成指導（事実の分析力，論理的思考力，表現力の涵養）を徹底実施しています。

すなわち，各科目のシラバスの内容を確認するとともに，毎月のＦＤ懇談会での報告を求

めるとともに，上記アンケートを通じて，この趣旨が学生レベルにまで徹底しているかを
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確認しています。 

また，実務家教員を加えたクラス担任制度を充実させるとともに，リーガルクリニック

などの臨床系実務基礎科目においても，本学の専任教員に加えて，地元弁護士会の若手弁

護士の参加を得るなどしながら，実務家による法律文書作成指導や学修指導の機会を充実

させています。 

3, その他 

 授業改善の取組については，月に 1 回の教授会後のＦＤ懇談会をはじめ，授業参観やネ

ットを活用した授業映像（教員カメラと学生カメラの 2 画面構成）の配信による授業分析

をおこなうなど，徹底した取組を行っています。 

② 授業外の学修支援を通じた取組み 

1, 司法試験の問題分析検討会 

 司法試験の２週間程度のちに，受験生や在校生に加え，研究者教員，実務家教員，非常

勤教員，学部の教員や地元弁護士会の若手弁護士で，受験者の再現答案や教員による模擬

答案などを素材に，10 日間程度にわたり，科目ごとの問題分析検討会を実施しています。 

ここでは，出題された論点について，それが採り上げられた授業から司法試験の問題に

解答するまでを架橋する学修方法を意識して取り上げることとしており，同時に，受験生

の次年度への再スタートとしています。この成果を，教員がニューズレターに寄稿するな

ど，学生の学修方法に影響を及ぼし，学修方法を適切に改善できるよう努めています。 

2, 実務家による指導機会の充実 

 地元弁護士会の若手弁護士によるチューター制度の充実を図り，週 2 回程度の文書作成

指導や受験までの学修計画の指導を継続的に受けることを可能にしたほか，ベテランの実

務家教員も学生が組織した自主ゼミに参加するなど，実務家による指導機会の充実を図っ

ています。 

 また，九州弁護士会連合会が九州・沖縄地区で司法試験の合格を目指す受験生を対象に

実施している，先端実務についての「サマーセミナー」への参加や司法試験を意識した「模

擬試験」の受験を推奨しています。 

3, 競争的環境への緊張感の創出 

受験生からの聴き取りでは，地理的事情と少人数教育の弊害として，司法試験の競争環

境に対する緊張感を生み出しにくいことが認識されていました。これに対応するため，九

州沖縄４大学法科大学院教育連携での他大学学生との同時受講による交流や，九州大学と

の間での特別聴講学生制度（単位互換制度を活用した留学制度）の導入，既修者コースの

導入，競争的な性質を持つ奨学金/授業料減免制度の活用により，競争的環境の充実に努

めています。 

特に，３年次に九州大学法科大学院に留学できる「特別聴講学生制度」により九州大学

で学修している学生から伝えられる情報に，多くの学生が刺激を受けており，今後の成果

につながることが期待されます。 

4, 帰省するなど鹿児島を離れた修了生への学修支援 

 修了後，司法試験の受験を継続しているが，経済的な事情で本学を離れて学修を継続す

る修了生に対して，メーリング・リストを活用した情報提供やニューズレターを配信する

など，司法試験の合格に向けての情報提供を継続しています。また，インターネットを活

用し，ゼミへのライブ参加や，ライブ配信，収録映像の配信，メールを活用した答案作成

訓練の通信教育を行うなど，遠隔地にいる学生に対する学修支援を充実させています。 
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山 陰 法 科 大 学 院 の 取 組 

2013 年 1 月 20 日 シンポジウム資料 

 

 

 山陰法科大学院（島根大学大学院法務研究科）では、発足以来、地域に根差した法曹養

成機関としてより一層充実・発展すべく、様々な取組を行ってきました。以下に、その主

要なものを紹介します。 

 

１．入試制度の改善 

 2004 年に法科大学院制度が発足するに際し、当初の想定では、合格率は 7～8 割になる

はずでしたが、現在に至るもそれは実現されていません。そのことが法曹志望への魅力の

低下を招き、全国的に法科大学院への志願者が激減しています。そのしわ寄せは特に地方

の法科大学院に顕著に表れていますが、山陰法科大学院においても例外ではありません。

山陰法科大学院を志願する人にとって入試を受験しやすくし、ひいては受験者数を増やす

べく、下記のような取り組みを行っています。 

 

（１）２年コース（法学既修者コース）入試の新設 

 山陰法科大学院は、発足以来、法学未修者や社会人に対する教育を重視してきています

が、その方針のもと、３年コース（法学未修者コース）の入試のみを実施してきました（そ

の上で入学時に「履修免除試験」に合格した者は１年次の履修を免除し２年次からの履修

を認める。）。ところが、近年の全国的な状況を見ると、志願者の激減の影響もあって、受

験者が既修者コースに流れる傾向が顕著に現れています。そこで、山陰法科大学院も、2013

年度から２年コース（法学既修者コース）を導入し、入学者選抜試験において法学既修者

試験を実施することとしました。 

 

（２）２次・３次募集入試の実施、地方入試会場の設置、入試の複数回化 

 山陰法科大学院を志願する人に対して受験機会を増やすため、2009 年度入学者選抜から

第２次募集入試を導入しました。また、2010 年度入学者選抜からは、本学以外に東京と大

阪にも地方試験会場を設けています。さらに、2012 年度からは、入試を前期日程・後期日

程と複数回化（第２次募集についてはＡ日程・Ｂ日程）するとともに、第３次募集入試を

実施しています。 

 

 

２．受験者数の増加・確保に向けた取組 

 近年法科大学院への志望者が激減するなかで、山陰法科大学院への受験者を確保し、増
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加させるため、下記のような取組を行っています。 

 

（１）入試説明会の充実 

 2005 年以降、本学松江キャンパスをはじめとして、島根県立大学（浜田市）、山口大学（山

口市）、鳥取大学（鳥取市）で入試説明会を開催しています。特に山口大学では、2011 年か

ら、同大学の卒業生で山陰法科大学院を修了した弁護士による講演会も併せて開催してい

ます。本学松江キャンパスでの説明会はもちろんですが、鳥取大学および山口大学での説

明会の参加者からも、山陰法科大学院への入学者が出ています。 

 また、2005 年以降、東京、大阪、名古屋、福岡等で開催される大手予備校や新聞社主催

の法科大学院進学説明会にブースを設け、教員を派遣しています。 

 

（２）法律学習雑誌への広告掲載 

 2012 年度入学者選抜から、法律学習雑誌に入学者選抜試験の広告を掲載しています。 

 

（３）学部教育への協力、法科大学院進学を目指す学部学生への学習支援 

 島根大学法文学部法経学科からは、毎年一定数の法科大学院進学者が出ています。そこ

で、2011 年度から、学部の専門科目として「法律実務入門」を開設し、本研究科の実務家

教員が授業を担当しています。また、法科大学院進学を目指す学部学生を主たる対象とし

て、2011 年度から、本研究科の教員による自主ゼミを実施しています。 

 

 

３．教育制度・学生支援の改善 

 認証評価等での指摘や年々の様々な状況の変化に即応するため、山陰法科大学院では、

下記のような教育制度・学生支援の改善を行ってきました。 

 

（１）カリキュラムの改定、入門科目の新設 

 山陰法科大学院では、当初、法学未修者や社会人に対する教育を重視する見地から、教

育の積み上げ効果をねらって、春学期・夏学期・秋学期・冬学期の４学期制（クオーター

制）をとっていましたが、2008 年度に受けた認証評価における指摘をも契機として再検討

を行い、法学未修者の学習負担等を考慮した結果、前期・後期の２学期制に移行すること

としました。それに伴ってカリキュラムの改定を行い、2010 年度から新カリキュラムを実

施しています。 

 また、設置基準の改定により、2010 年度より入門科目を設定することが認められました

が、山陰法科大学院では、法学未修者・社会人に対する教育を重視する立場から、上記の

カリキュラム改訂にあわせ、１年次前期に「公法入門」「民事法入門」「刑事法入門」各２

単位の必修科目、後期に選択自由科目として２単位の「民事法の基礎」を新設しました。 
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 なお、上記のカリキュラム改定は、４学期制を２学期制にするという複雑かつ困難な改

訂だったため、必ずしも十分なものだったとはいえません。そのため、再度の改定が課題

となっています。 

 

（２）特徴的で魅力のある授業科目の設定・充実 

 山陰法科大学院では、地域に根ざした法曹養成教育の実践として「地域と法」の授業を

展開するなど特徴的な法曹養成教育を積極的に実施してきており、学生にもおおむね好評

です。山陰法科大学院の看板授業科目といってもよい「地域と法」をより一層充実させる

ため、山陰法科大学院でなければ学べない、しかも山陰地域で法曹活動を行う上ですぐ役

に立つ授業科目をめざし、現在、その内容を改善する作業を行っています。 

 

（３）学生指導体制の改善・充実 

 山陰法科大学院では、各教科の担当教員による学習指導と併せ、指導教員による日常の

指導という二本立ての学生指導体制をとっています。すなわち、学生の各教科の学習につ

いては科目担当教員が指導しますが、指導教員は、それをも踏まえて、指導生の日常の包

括的な指導を担当します。したがって、学生（および法務研修生）に対する指導は、指導

教員によるのが基本線となっています。指導教員は、必ず毎学期の初めに個別に指導生を

指導し、指導報告書を提出することとなっています。もちろん、それ以外にも、必要があ

る限り随時指導を行っています。なお、各学生の指導教員は入学時に決定し、修了するま

で（後述のように法務研修生は終了後も）原則として同一の教員が同一の学生の指導教員

を務めます。この学生指導体制を改善・充実させるため、山陰法科大学院では、以下のよ

うな取組を行っています。 

 

①指導教員体制の改善 

  当初は、入学してくる学生に対し、全教員が平等に指導教員を担当するように割り振

っていました。しかし、例えば、実務家教員は研究室に常駐しているわけではないので

学生指導を行う時間が限定され、ややもすれば研究者教員と比べて学生指導が不十分に

なるおそれがあります。そこで、入学者数が減少したことを逆に活かし、学生の指導教

員は研究者教員が務めることとして、実質的に指導できる教員による指導教員体制を構

築しました。 

  一方、当初、法務研修生（修了生のうち法務研修生となっている者）に対しては指導

教員を置いていませんでしたが、法務研修生に対する指導を充実・強化する方針を決定

し、それに伴い、法務研修生にも指導教員を配置しました。法務研修生の指導には実務

家教員がふさわしいと考え、実務家教員が指導教員についていますが、指導の実質化を

考え、修了以前の研究者教員の指導教員も引き続き指導を担当するという、２人指導教

員体制をとっています。 
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  上記のように、学生・法務研修生に対する指導は指導教員が基本的に責任を負ってい

ます。そこで、学生・法務研修生の指導を徹底するため、適宜指導教員会議を開催し、

指導の充実を図っています。 

 

②「学生カルテ」および「科目別学習記録簿」「学習進捗状況資料」による学生指導の実質

化  

  山陰法科大学院では、各学生が履修した科目の単位取得状況、成績評価、ＧＰＡ、素

点評価の総合点、平常点、小テスト、リポートの評価素点、再試験の結果等に関する成

績データベースである「学生カルテ」を学期末ごとの成績評価後に作成し、個々の学生

の学習状況のきめ細かな把握をしています。この「学生カルテ」は、2010 年度から過去

のデータを含めて作成を開始し、現在では、2007 年度以後の入学生につきすべて完成し

ています。 

また、2011 年度からは、個々の学生が法曹としての能力を修得するためにどのような

部分を伸ばす必要があるかを把握するため、各科目担当教員は、各学期の成績評価後、

受講生全員について、法的知識があるかどうか、事案分析能力があるかどうか、そして

文書作成能力があるかどうか等の観点から診た学習到達度および学習状況に関する記録

としての「科目別学習記録簿」を作成しています。「科目別学習記録簿」は、各科目担当

教員によって作成された後、保管用以外に１部がコピーされ指導教員に渡されます。そ

して、指導教員は、学生の個別指導に際し、それを踏まえて踏み込んだ指導をすること

が可能となります。 

さらに、各指導教員は「学生カルテ」および各科目担当教員から送られてきた「科目

別学習記録簿」を基礎に、指導生ごとの「学習進捗状況資料」を作成して手持ち資料と

し、今後の当該学生の指導に活かしています。 

 

③ＦＤ会議および指導教員会議における各学生の個別分析 

  山陰法科大学院では、上記のように、個々の学生の状況に応じたきめ細かな指導がで

きる体制を構築してきましたが、指導教員だけでなく、すべての教員が個々の学生を正

確に把握して、共通した効果的な指導に当たることができるように、毎月のＦＤ会議に

おいて個別の学生を順次に分析しています。また、ＦＤ会議における分析の順番にかか

わらず、必要な場合には、適宜指導教員会議を開催し、そこでも学生の個別分析を行っ

ています。 

 

（４）島根・鳥取両県弁護士会との連携の強化 

 山陰法科大学院は、山陰地域に根差した法科大学院として、地域の期待のもとに設立さ

れました。そこで、日常的に島根・鳥取両県弁護士会との連携の強化を図っています。な

お、連携の内容は教育制度・学生支援の改善に限らず、広範にわたっています。 
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①三者協議会の定期開催 

  設立当初から、定期的に（ほぼ年４回）、島根・鳥取両県弁護士会と山陰法科大学院と

の間で、テレビ電話を利用した三者協議会を開催しています。 

 

②法曹養成教育研究会の充実 

  山陰法科大学院における法曹養成教育をより効果的、体系的に推進することを目的に、

2010 年 1 月 8 日に「法曹養成教育研究会」が設立されました（なお、2009 年 12 月に研

究会設立に向けた準備会を開催しています。）。当研究会は、島根・鳥取両県弁護士会に

所属する有志の弁護士と本研究科のスタッフとで構成されています。研究会は、年３～

４回の割合で、これまでに 11 回開催され、着実に実績をあげてきました。特に、次項で

述べるアカデミック・アドバイザーの弁護士が多く出席されるため、学生等の実態に即

した実践的な議論が多くなされ、毎回たいへん有意義な研究会となっています。 

 

③アカデミック・アドバイザー（若手弁護士）による教育支援の充実強化 

  山陰法科大学院では、2006 年度から、島根・鳥取両県弁護士会に所属する若手弁護士

の協力を得て、法務研修生・学生の法律文章作成能力の向上を目指した「リーガルライ

ティング共同研究授業」を実施してきました。さらに、2009 年度からは、より広く若手

弁護士の協力をいただくため、アカデミック・アドバイザー制度を創設し、①自主ゼミ

のチューターとしての支援、②本研究科における実務科目授業の補助、③学生・法務研

修生の学習・進路相談の仕事を担っていただくこととしました。 

  そして、2010 年度には、正式な称号として「法務アカデミック・アドバイザー」の称

号を創設し、当初のリーガルライティングと併せ４つ（４つのうちのいずれか）を法務

アカデミック・アドバイザーの業務として依頼しており、現在 34 名の法務アカデミック・

アドバイザー（以下ＡＡ）に協力いただいています。 

  なお、各業務についての詳細は、下記のとおりです。 

 

 ⅰ）リーガルライティング共同研究授業 

  上述したように、山陰法科大学院では、法律文書を作成する能力を向上させることを

目的とし、ＡＡと共同してリーガルライティングを実施しています。ＡＡの方々には、

学生が起案した文書を踏まえて、事案分析や法律文書の起案にあたってのポイントや留

意点などを解説していただいています。 

 

 ⅱ）自主ゼミのチューターとしての支援 

  2010 年度から本格的に、学生・法務研修生の自主ゼミのチューターとしてＡＡに協力

をいただいています。2010 年度は、学生・法務研修生の間に積極的にＡＡを自主ゼミの
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チューターとして活用しようという機運があまりありませんでしたが、2011 年度からは

たいへん活発に実施されており、大きな成果を上げています。現在修了生・３年生を対

象とした自主ゼミが６名のＡＡによって７つ、２年生を対象とした自主ゼミが３名のＡ

Ａにより３つ実施されています。なお、ＡＡからは、自主ゼミ実施の都度、その内容の

報告をいただいています。 

  このようにＡＡが多くの学生・法務研修生の自主ゼミにかかわっていますので、ＡＡ

として学生等の状況について気づくことを教員も聞き、共同して個々の学生等の教育・

指導に活かしていくよう努めています。個々の学生等についてのＡＡの所見を指導教員

に伝えたり、ＦＤ会議で紹介したりしています。また、前記の指導教員会議を自主ゼミ

担当のＡＡと共同で開催して個別の学生等に関する情報を交換したり、法曹養成教育研

究会の場で個別の学生等に対する指導方法を検討したりしています。 

 

 ⅲ）実務科目授業の補助 

  本研究科の実務家教員の担当する「法律実務総合演習」「模擬裁判」等の実務科目授業

の補助をしていただいています。 

 

 ⅳ）学習・進路相談 

  ＡＡ制度が本格的に機能し始めた 2010 年度には、7 月に全学生を対象にしたＡＡによ

る学習相談会を開催しましたが、残念ながら、思うような効果を上げることができませ

んでした。そこで、現在では、学生の方から相談の要望があるときは随時ＡＡに相談に

応じていただくものの、主として自主ゼミ等の業務の機会に相談に応じていただくこと

としています。 

 

（５）学生に対する経済的支援 

 山陰法科大学院では、独自の制度として、「成績優秀者の入学料及び授業料特別免除」（特

別免除）という制度を設けています。この制度により、各学年５名程度が、入学料、授業料の免

除を受けることができます。入学年度には、入学金と授業料全額が免除されます。２年次以降は、

授業料全額が免除されます（ただし、継続して授業料の免除を受けるためには、前年度において

所定の学業成績を修めていることが必要です）。 

 また、山陰合同銀行では、「島根大学大学院法務研究科奨学ローン」を設けています。 

 

（６）長期履修制度の活用 

 長期履修制度を活用した法科大学院教育は、在職期間中の長期研修制度が完備された事

業所がほとんどない山陰のような地域では、地元からの社会人入学（志願）者確保等につ

ながるとともに、山陰法科大学院の理念にも適うものと思われます。これまでにもすでに

この制度を利用した例がありますが、現に、島根県内の社会人から長期履修制度を利用し
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て法科大学院へ入学したいとの複数の希望があり、長期履修制度を活用しながら効果的な

教育を実施する方法の検討を行っています。 

 

 

４．地域への貢献の強化・拡大 

（１）地域法律相談センター 

 山陰法科大学院では、2005 年 4 月に、山陰両県の住民を対象にした「地域法律相談セン

ター」を開設し、無料法律相談を実施するとともに、本研究科院生をそれに参加させるこ

とにより臨床法学教育の場として活用しています。 

 

（２）消費者セミナーと無料法律相談、消費生活専門相談員養成講座 

 山陰法科大学院では、島根県の委託事業として、従来から県内各地において消費者セミ

ナーと無料法律相談を実施してきました。2012 年度には、それに加えてさらに、消費生活

専門相談員養成講座を実施しました。また、2011 年度からは、鳥取県米子市でも、市民・

消費者向けの講演と無料法律相談を実施しています。 

 

（３）島根県立隠岐高等学校における法教育への協力 

 島根県立隠岐高等学校は、法教育において全国的に先進的な実践を行っていることで有

名ですが、2012 年度の同校の法教育授業に対し、東大法科大学院の院生とともに、本研究

科の院生が、教材作成と授業で協力を行っています。 

 

 

５．山陰法科大学院に対する地域・弁護士会等の支援等 

（１）島根・鳥取両県弁護士会との連携の強化 

 上の３（４）で述べたように、山陰法科大学院は、山陰地域に根差した法科大学院とし

て、日常的に島根・鳥取両県弁護士会との連携の強化を図っています。そこで、設立当初

から、定期的に（ほぼ年４回）、両県弁護士会と山陰法科大学院との間で、テレビ電話を利

用した三者協議会を開催しています。 

 

（２）島根大学ＯＢ法曹懇談会 

 2011 年から、島根大学の行事であるホームカミングデイの日に、島根大学ＯＢ法曹懇談

会を開催しています。山陰法科大学院を修了し新司法試験に合格した法曹だけでなく、島

根大学の卒業生で新旧の司法試験に合格して法曹となった方々にも呼びかけてお集まりい

ただき、山陰法科大学院の現状を説明するとともに、協力をお願いしています。 

 

（３）山陰法科大学院を支援する動き 
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 地方の法科大学院を取り巻く情勢が厳しくなってきているなか、山陰法科大学院を支援

する動きが強くなってきています。 

 島根県弁護士会では、2012 年 10 月 19 日、「地方法科大学院に対する支援を求める会長

声明」が発表されました。 

 2013 年 1 月 10 日には、地元の山陰合同銀行特別顧問、同銀行会長、島根県知事、山陰

両県弁護士会長ら 25 人が呼びかけ人となり、山陰法科大学院の存続と発展を求める訴えが

発表されました。（☞後掲資料参照） 

 

（４）マスコミの報道 

 法科大学院をめぐる情勢の変化を受けて、マスコミもこの問題を報道するようになって

いますが、そのなかで、山陰法科大学院の取組を肯定的に紹介する報道も目立ってきてい

ます。 

 中国新聞は、2010 年 9 月 26 日、「岐路に立つ地方の法科大学院」と題し、広島大学法科

大学院と並べて、山陰法科大学院の研究科長のインタビュー記事を掲載しました。 

 山陰中央新報は、2012 年 7 月 16 日、「山陰法科大学院―法曹養成の拠点を守れ」という

社説を掲載しています。（☞後掲資料参照） 

 2012 年 10 月には、ＮＨＫ松江放送局がローカルニュース「おはよう島根」と「しまね

っと６１０」「しまねっと８４５」で「岐路に立つ山陰法科大学院」と題し、山陰法科大学

院の現状と取組を報道しました。また、12 月には、ＮＨＫの全国放送「ニュースウォッチ

９」において法曹養成制度検討会議の動向に関する報道をする中で、山陰法科大学院につ

いて同様の放送がなされました。 
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  静岡大学法科大学院関係資料 1 

 

入試説明会資料から（１） 

 

 

育成したい人材像

国際化する都市型地域社会特有の法律問題にも
対応しうる普遍的で高度の能力を有し、

「善と正義」を担うという自覚をもった法律実務家

①地域企業の法務、とりわけ国際化する地域企業の特性に
対応した中国関連法務にも通じた法律専門家

②地域住民の生活に関する法務はもとより、とりわけ国際化
する地域社会の特性に対応した在住外国人の経済生活や
家族関係などにも通じた法律専門家

カリキュラム

国際化する地域社会・経済
地域と連携し、地域の特色を活かした授業展開

法律基本科目

法律実務基礎科
目

基礎法学・隣接科目

展開・先端科目

リーガル・クリニック
エクスターンシップ

銀行法務研究
著作権法
特許法

在住外国人と法

中国法務事情

中国民法
中国企業取引法

弁護士実践入門

特色ある科目例

弁護士事務所
地域企業との連携

地域の第一線実
務家との連携

「地域の国際化」
対応科目

科目群

弁護士も法曹継続
教育の一環として
受講しています
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  静岡大学法科大学院関係資料 2 

 

入試説明会資料から（２） 

 

 

静岡大学
法科
大学院
支援協会

エクスターンシップ

地域と連携し、地域から学び
地域に貢献する

静岡大学
法科大学院

静岡県弁護士会

県内企業

ヤマハ・スズキ
等

静岡県・静岡市
等地方自治体
各種団体

エクスターンシップ
講義担当
学習支援

法曹継続教育

エクスターンシップ

エクスターンシップ

司法過疎地域での法
律相談会共催

法科大学院等バッ
クアップ委員会

フォロー

お互いの顔が見える少人数教育＆

手厚いバックアップ
静岡大学法科大学院

専任教員１８人
兼任教員３４人
うち実務家２８人

静岡県
弁護士会

法科大学院等バッ
クアップ委員会

チューター
若手弁護士１４人

大学院生

修了生

キャリアコンサルタント

基本演習科目は１０人以下

授業・課題・試験出題・採点についての
教員間調整・検証

個人面談を通じた個別指導

チュータ－による勉強会
「岳法会」論文作成会

キャリアプランニング研修
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  静岡大学法科大学院関係資料 3 

 

入試説明会資料から（３） 

 

 

１．弁護士チューター制度
• みなさんの日頃の自学自習を手助けするために、（新）司法試験に合格し、

静岡や東京で活躍している弁護士から、指導や助言を受ける機会を
作っています。

①自主ゼミ支援チューター

– 授業外で有志の学生が集まって実施している自主ゼミに対する支
援を行っています。例えば、司法試験の過去問を実際に解いて答
案を作成し、それを弁護士チューターが添削をしたうえで解説をす
る「過去問ゼミ」が、毎月１～２回、開催されています。

②質問チューター

– 授業や自学自習の中で疑問に感じたことについて、授業以外の場
で弁護士チューターに質問をしたり、議論を行ったりすることができ
る機会を、隔週で設けています。

③授業支援チューター

– 一部の授業では、専任教員とともに実際の授業に参加して、受講
者に助言をしたり、質問に答えたり、さらに、レポートの添削を行っ
たりする弁護士チューターもいます。

２．「岳法会」による論文作成会

• 静岡県弁護士会などに所属する有志の弁護士により組織さ
れた「岳法会(がくほうかい)」が、毎年10月から3月にかけて
10回前後、司法試験に向けた実践的な論文作成会を開催し
ています。

• （新）司法試験に合格して修習を終えたばかりの弁護士が作
成したオリジナル問題について、参加者が解答時間を決め
て答案を作成した後に、弁護士から解説を受けます。また、
解説だけではなく、各自の答案の添削を受けることができま
す。
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  静岡大学法科大学院関係資料 4 

 

入試説明会資料から（４） 

 

  

３．専任教員による自主ゼミ支援・短
答式対策ゼミ支援

• 専任教員も、院生の要望があれば、自主ゼミ
に定期的に参加して、アドバイスをする機会
を積極的に作るようにしています。

• 司法試験の短答式試験で出題される法律基
本科目（憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟
法・刑法・刑事訴訟法）の厳選した短答式問
題を、実際に解答時間を決めて解答する課
外の自主ゼミも開催されており、教員も支援
しています。

４．院生に対する学修状況の確認
と個別指導

• 法科大学院に設置されている学修状況分析
専門委員会や指導教員が、半期に３回程度、
定期的に個別面談を実施して、各院生の学修
状況を把握するとともに、その学修の進捗状
況に応じたアドバイスを送るなど、徹底した個
別指導を行っています。
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  静岡大学法科大学院関係資料 5 

 

シラバス作成から成績評価に至るもまで組織的集団的にマネジメント 

 

静岡LSにおける教育マネジメント

 シラバス作成の
手引き

 教務委員・ＦＤ委
員によるチェック

 授業参観→意見
交換→報告書作
成

 授業アンケート
（中間・期末）→
応答作成

 第三者による定
期試験問題・採
点結果の検査

 研究科委員会に
よる成績判定の
検討・承認

問題水準・採点・成
績判定の適正さの

確保

 授業科目ごとに
全ての教員から
提出

シラバス作成

授業実施

成績判定

到
達
目
標

設
定

FD報告書

到
達
度
判
定

平常点

定期試験

次年度の授業改善へ

全作成
資料は
研究会
委員会
あるい
はＦＤ
会議で
回覧・
検討
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  静岡大学法科大学院関係資料 6 

 

司法試験合格率の分析と進路 

[司法試験合格率]本研究科の平成 23 年度までの修了者は合計 111 人である。このうち未修課程が 105 人

（94.6%）であり、既修課程の修了者は６人（5.4%）である。全体の未修・既修人数比率と大きな違い

があるので、司法試験の合格率をみる際には、未修・既修別に合格の状況を検討する必要がある。未修

合格率は直近合格率に改善の余地はあるが、全体の水準と同等である。既修課程修了者は全体と比較可

能ないずれの指標についても全体の累積合格率を上回っているか、ほぼそれと同水準である。 

 

[進路状況]  表に進路状況をまとめた。修習修了者 19 人中弁護士登録者は 16 人、うち 10 人が静岡

県弁護士会に登録している。沼津支部登録者の中には、過疎地への勤務を当初より希望し、一年間の事

務所勤務経験を経て、当該弁護士事務所法人の下田支所（支

店）で勤務している者がい

る。また、岩手県の法テラ

ス法律事務所に勤務して

いるものが 1 人いる。 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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入学年度
入学試験
受験者

入学試験
合格者

入学者数 在籍者 修了者
司法試験
合格者

2005H17 5 0
2006H18 16 4 4 4 3
2007H19 7 0
2008H20 10 1 1 1 1
2009H21 5 0
2010H22 16 6 4 2 1
2011H23 17 3 0
2012H24 14 2 1 1
合計 90 16 10 3 6 4
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非合格者の進路（判明分）
裁判所事務官 2
検察庁 2
県庁 5
市役所 4
企業等 9
就職活動中 8
受験準備中 33
その他・不明 22

19
10

沼津支部 5
静岡支部 3
浜松支部 2

6
1
2

静岡県庁 1
神奈川県庁 1

弁護士法5条2号ロに
よる7年後の弁護士登
録を目指している者

静岡県弁護士会

その他弁護士会
就職活動中

司法試験合格者中修習修了者
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地域からのサポートと地域への貢献 

本法科大学院は、静岡県弁護士会のみならず、静岡県議会・静岡市議会を含む県内 65 自治体議会、商

工会議所等各界 13 団体の設立推進決議や 10 万人近い県民署名が提出されるなど地域の大きな期待を受

けて設置された。静岡大学法科大学院支援協会（会長・後藤康雄はごろもフーズ会長）は、法科大学院

設置以来累計 4,674 万円の寄付金を募ってきた。 

静岡県弁護士会は「静岡大学法科大学院バックアップ委員会」を正式の委員会として設置している。

この委員会は同会内で最大規模の 70 人余りの弁護士で構成されており、弁護士教員の派遣やチューター

の派遣にとどまらず、同委員会と連携して組織されている「岳法会」が静岡大学法科大学院在学生・修

了生向けに「答案作成会」を実施している。静岡県弁護士会決議「法曹人口・法曹養成に関する決議」（2011

年 6 月 3 日）では、地方法科大学院である静岡大学法科大学院に対する継続的な支援を会として確認し、

静岡県弁護士会長声明（2012 年 12 月 27 日）では、地域適正配置と公的支援拡充の要請がされている。 

一方的な支援ばかりでなく、本研究科も地域への貢献を重ねてきている。本研究科が年４回実施して

いる出張法律相談会は、地域の団体と共催して行い、とりわけ司法過疎地で実施している相談会では地

元の自治体（松崎町等）からたいへん好意的な感想が出されている。 

本研究科が提供している中国法関連科目については、現職の弁護士が７人、科目等履修生として受講

しており、継続法曹教育にも貢献してきている。また、中国法関連では、浙江大学光華法学院の教授２

名を招き、静岡県弁護士会と共催して「日中学術シンポジウム－中国ビジネス法制の実態」（平成 24 年

12 月１日）を開催し、県内外から多くの企業関係者・弁護士の参加も得た。（参加者 90 人） 
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地域への貢献～無料法律相談会は年４回、地域団体と協力して県下各地域で実施 
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静岡県弁護士会会長声明（2012/12/27） 

 
法科大学院の地域適正配置と地方法科大学院に対する支援を求める会長声明 

 

 法科大学院制度が平成１６年４月に創設されてから約８年を経過した。しかし，現在，様々な

困難に直面している。特に，法科大学院の地域適正配置と公的支援問題は喫緊且つ重要な課題であ

る 

 そもそも，我が国の法科大学院は，平成１３年の司法制度改革審議会意見書にあるとおり，「司

法試験という『点』のみによる選抜ではなく，法学教育，司法試験，司法修習を有機的に連携させ

た『プロセス』としての法曹養成制度を新たに整備すべき」であり，「その中核をなすものとして，

法曹養成に特化した教育を行う『プロフェッショナル・スクール』として」創設されたものである。 

 そして，法科大学院の設置については，公平性・開放性・多様性を確保するために，地域を考

慮した全国的な適正配置となるように配慮するとともに，人的・物的諸条件の整備など設立・運営

に要する費用については，司法の人的基盤を整備する上での重要な一翼を担うという法科大学院の

意義や役割に配慮して適正な公的支援が行われる必要があるとされたはずであった。 

 しかるに，実際には，関係者の自発的創意を基本としたため，各地域の定員限度数を設けるこ

とや，地方法科大学院を支援してその創設を援助するなどの地域適性配置を制度的に担保する等の

施策が極めて不十分であった。その結果，大都市における法科大学院の乱立と大規模校の創設を許

し，法科大学院の当初の全国総定員は６０００名近くに及ぶこととなってしまった。そして，この

ことが，司法試験の合格率の低迷，法科大学院入学志願者の減少，地方法科大学院を中心とした入

学定員割れなどの，今日における混乱を招く大きな一因となった。 

 当会管内に所在する静岡大学大学院法務研究科(静岡大学法科大学院)は，司法制度改革の理念

のもと，当時の県内のほとんどの市町の６５議会と当会を含む１４団体の設立推進決議，及び県民

１０万人署名を背景に設立された。設立後は，伊豆半島とその他の過疎地において，院生も参加す

る法律相談会を実施し，あるいは県内弁護士に対する中国法の講義などの継続教育を実施するなど，

地域司法の充実・発展に寄与してきた。合格者数も，当会の協力のもと，２名・４名・６名・７名・

７名と徐々に増加し，合格後は地元弁護士会に登録した者も多い。また，法テラス事務所やその養

成事務所，地元県庁などに就職した者など，地元や過疎地の司法を担う人材として貢献している。

そして，地元に法科大学院があったからこそ法曹になれたという者も少なくない。しかし，現在，

静岡大学法科大学院も，全国的な法科大学院入学志願者の減少のあおりを受けて，受験者の減少や

入学定員充足率の低下に苦しんでいる。 

 ところが，文部科学省は，司法試験合格率の低迷と法科大学院入学志願者の減少が顕著である

として，従前の公的支援を見直し，本年，入学者選抜における競争倍率と司法試験の合格率を指標

とする国立大学運営費交付金及び私立大学等経常費補助金の削減に踏み切った。 

 このような中，政府の法曹養成制度検討会議は，法科大学院の統廃合や定員削減に向けた具体

的な基準案を検討することを決定し，来年１月３０日にこれを議論することとしている。 

 しかしながら，同会議の前身である法曹の養成に関するフォーラムや，総務省による「法曹人
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口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価」等，政府の従前の検討経過においては，法科

大学院の地域適正配置の理念が十分に配慮されてきたとは言い難い。そのため，上記基準案の策定

に当たって同配慮がなされない可能性が憂慮される。 

 検討会議は，今一度，法科大学院が構想された当時の原点に立ち帰り，何よりも地域適正配置

に配慮した基準案を策定することに努めるべきである。地方在住者に対してその地域の法科大学院

で教育を受けて法曹になる機会を実質的に保障することは，公平性・開放性・多様性の確保を目途

として地域適正配置を求めた司法制度改革審議会の理念に直結するものであることを想起すべきで

ある。そして，このことこそが，地方の法科大学院志願者の経済的負担を大きく軽減し，地方の法

曹志願者数を維持するだけでなく，司法過疎の解消，地域司法の充実・発展に貢献し，地方自治・

地方分権を支える人材を育成することに繋がるのである。さらに，地域適正配置を制度的に担保す

るために，地方法科大学院に対する一層の公的支援が極めて重要である。 

 そこで，当会は，今後も静岡大学法科大学院を支援していくことを表明するとともに，関係各

位・関係各機関に対し，以下のことを強く求めるものである。 

 

記 

 

１ 法曹養成制度関係閣僚会議及び法曹養成制度検討会議は，法曹養成制度の在り方を検討するに

当たり，我が国の隅々まで法の精神・法の支配を及ぼすべく法科大学院の全国適正配置を重視す

ること。 

２ 政府は,我が国の隅々まで法の精神・法の支配が及ぼすべく，法科大学院の全国適正配置を担保

し地方法科大学院がその使命を実現できるよう，国立大学法人運営交付金又は私立大学等経常費

補助金を減額せず，地方法科大学院への公的支援を一層強化すること。 

３ 日本弁護士連合会は，単なる競争原理に基づく地方法科大学院の廃止統合に反対し，政府その

他関係諸機関に対しては，法科大学院の全国適正配置のための施策の実施と地方法科大学院に対

する公的支援を求めるとともに，自らも適切な支援を行うこと。 

 

       平成２４年１２月２７日 

 

                          静岡県弁護士会 

                          会 長  渥  美  利  之 
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地域に根差し、地域に貢献できる法科大学院を目指して 
―琉球大学法科大学院の特色ある取り組み― 

                            琉球大学大学院法務研究科 

はじめに 

 琉球大学法科大学院は、2004（平 16）年に法曹養成のための高等専門職大学院として設5 

立されて以来、「地域にこだわりつつ、世界を観る法曹人」の養成をスローガンとして、沖

縄弁護士会や地元の自治体・企業など地域社会にも支えられて、法曹養成教育に尽力して

きました。ところが、法科大学院を取り巻く厳しい環境の下で、本学も、一時期、司法試

験の合格者数が思うように伸びず、あるいは志願者数等も減少するという苦しい時期を経

てきました。 10 

 本法科大学院は、このような厳しい局面を打開すべき、2012（平 24）年より既修者コー

ス（2 年課程）を導入し、県内紙への意見広告の掲載や県内各大学への法科大学院説明会の

開催を含めた積極的な広報活動を行ったところ、かねてより取り組んできた教育改善や学

修支援における沖縄弁護士会との連携強化等の試みが奏功してでしょうか、2011（平 23）

年および 2012（平 24）年の司法試験において各 7 名の合格者を輩出することが出来、また15 

志願者・受験者ともにこの間安定的に増加し、優秀な入学者を迎えることが出来ました。 

 2013（平 25）年度は、「地域にこだわりつつ、世界を観る法曹人」の養成という原点に

改めて立ち返り、入試制度および教育実践の改善をさらに推し進めるとともに、無料法律

相談活動や講義の一般公開を含め社会貢献活動にも積極的に取り組み、沖縄の地域社会に

根差した法科大学院として、少しでも多く地域にも貢献できる法科大学院を目指して発展20 

していく所存です。 

 

１．入試制度の改善 

 （１）飛び級選抜の積極的活用 

 琉大法科大学院は、受験生から見て魅力のある法科大学院とするために様々な取り組みを行25 

ってきていますが、そのうちの一つに、大学に 3 年以上在学し、所定の単位を優れた成績を

もって修得していると認めた受験生の方には、合格すれば大学 3 年次終了後に法科大学院

に入学できる飛び級選抜制度を積極的に活用し、県内外の各大学で学んでいる原石を広く

発掘するように努めています。 

 （２）長期履修制度 30 

長期履修制度も整備しました。長期履修制度とは、標準修業年限が 3 年の未修者コース（3 年

課程）に属する学生について、事情に応じて、3 年の授業料で標準修業年限を超えて計画的に教

育課程を履修することにより学位を取得することができる制度をいいます。出願資格は、①職業

を有する者、②育児、出産、長期介護等により、標準修業年限で修了することが困難な者、③そ

の他やむを得ない事情により標準修業年限で修了することが困難であると認められた者です。35 

仕事・育児等をしながら、予め 4 年ないし 6 年の履修計画を立て、長期的・計画的に学修

して法曹の途を目指す社会人の皆さんに活用して頂きたい、と思います。 

（３）転入学制度の導入 

本法科大学院では、転入学制度も採用しています。他の法科大学院に在学している方でも、本

法科大学院での学修により力を伸ばしたい方のために、本法科大学院への転入学を希望する方を40 
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受け入れるこの制度を導入し、沖縄県内の学修でこそ輝く原石の加入を歓迎します。沖縄県は、

ご存知の通り、気候も温暖で、学修環境としてはすこぶる優れた学修環境の下にあります。 

 

２．教育制度の特色と授業実践の改善 

 （１）教育制度の特色 5 

琉大法科大学院ならではの特色として、カリキュラムの面では、地域にこだわり沖縄の

状況に根ざした特色ある科目として、米軍基地法、自治体法学、中小企業法、日米関係な

どの科目を配しています。他方で、インターナショナルロイヤーを目指せるように、アメ

リカ法、アメリカ憲法、法律英語などのように充実したグローカル科目を開設しています。

国際性の涵養に配慮した取り組みは、ハワイ大学での「英米法研修プログラム」としても10 

具体化されています。約 1 週間の研修旅行中は、ハワイ大学ロースクール講師による特別

講座の受講のほか、実際のロースクールの講義の特別聴講、さらに課外行事としてハワイ

州巡回裁判所、ハワイ州最高裁判所等の参観（いずれも琉大ロー生のためだけの特別プロ

グラムです）、法律事務所訪問、刑務所参観等が実施され、このプログラムに参加した学生

からも高い評価を受けてきました。 15 

近い将来には、ハワイ大学との連携強化を通じて、米国の法曹資格を取得することがで

きるような学修課程の創設についても、本学にしかできない重要な課題として位置づけ、

検討を始めています。 

（２）授業改善 

 本法科大学院では、授業の方法についての FD 活動を活発に行っています。ここでは、授20 

業アンケートの実施、授業参観等を通じた授業改善の取組みについてご紹介します。まず、

毎学期、講義を 5 回ほど終了した時点で、全ての開講科目について授業アンケートを実施

し、寄せられた学生の授業評価に対して担当教員のコメントを付し、これを「教育支援シ

ステム」を通して学生に開示しています。 

学生に告知した後は、公法、民事法、刑事法の系列毎に同僚教員による授業傍聴・参観25 

を行っています。この授業参観の前後にミーティングを開催し、授業参観に向けた、ある

いは参考後に感想や意見を率直に述べることにより、相互間で今後の授業改善に繋げてい

くことができるに努めています。そして、毎学期終了後には、「講義」の自己評価、定期試

験の自己評価、自己評価を踏まえた改善計画を骨子とする「授業改善計画報告書」を教授

会に報告することとしてします。こうした一連の取り組みを通して授業改善を組織的・継30 

続的に行ってきています。 

 また、学生のニーズに応じて、学生との協働 FD「意見交換会」を開催し、学生の側から

の授業改善の声を直接に聞く機会を設けています。 

 （３）沖縄弁護士会による強力な学修支援プログラム 

 沖縄弁護士会による学修支援プログラムとして、①学生が自主的に企画するゼミに若手35 

弁護士をチューターとして派遣し学生のゼミ活動を支援するオーダーメイド・ゼミが通年

で実施され、②主に 1・2 年生を対象としたサマースクールが夏休みの期間中に実施され、

③主に修了生及び 3 年次を対象として、新司法試験の答案練習会が後学期に実施されてい

ます。また、当該年度の司法試験合格者による司法試験問題の解説講座や選択科目ガイダ

ンスも随時開催されています。沖縄弁護士会によるこうした強力な学修支援プログラムは、40 
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 3

もとより学生からも大変好評で、司法試験の合格にも役立つ具体的な支援となっています。 

 沖縄弁護士会の学修支援としてはそのほかにも、若手弁護士がアカデミック・アドバイ

ザーとして法科大学院の開講科目（講義・演習）に学修支援に入る AA 制度があります。そ

れぞれの学期に 7 科目前後の科目について学修支援に入り、とくに「未修者教育の充実」

に向けた運用が日々目指されています。 5 

 

３．経済的な支援体制の強化 

 本法科大学院は、学生ができるだけ経済的負担を軽減して学修に集中できるよう、一般

の授業料免除制度や奨学金制度のほかにも次のような経済的支援体制を設けています。 

（１）授業料の全額免除 10 

成績の優秀な新入生（5 人）について、当該年度の授業料を全額免除しています。次年度

以降についても、当該年次の成績に即して、全額免除または半額免除の対象になる途が開

かれています。モチベーションを高めて、日々学修に打つ込むことができます。 

（２）授業料の細目化設定 

法科大学院の場合、厳しい修了判定が採られているため、一（または数）科目の単位が15 

不足しただけで修了できない場合もあります。本法科大学院では、不足している単位（科

目）数に応じて授業料の細目化設定を実施しています。 

（３）沖縄弁護士会による寄付金の活用 

沖縄弁護士会からは上述の様々な学修支援プログラムのほかにも、所属弁護士から寄付

金が寄せられるなど経済的にも多大な支援が寄せられています。各学年を通じて適正で有20 

効な活用を図るべく、運用に努めています。 

（４）鎌倉フェローシップ奨学金 

本法務研究科の創設以来、鎌倉フェローシップ理事長の鎌倉国年様（静岡県在住）のご

厚意により、本件研究科学生に対する奨学金制度が運用されています。書類審査のほか理

事長のテレビ面談により決定されますが、ちなみに本年の 1 年生は 2 人が受給しています。 25 

（５）沖縄銀行によるリーガル・アシスタント 

この制度は、沖縄県内有力な金融機関である沖縄銀行の人材育成を通した社会貢献活動

の一環として取り組まれている、本法科大学院の修了生で司法試験受験者を対象にした経

済的支援制度です。嘱託として採用された者に対し、経済的支援を行いながら、学習に専

念できるような勉学環境が提供されています。このリーガル・アシスタントから一昨年は 230 

名、昨年は 1 名の司法試験合格者が出ました。 

 

４．修了生の進路 

本法科大学院は、設立以来この 6 年間で 33 名の司法試験合格者を輩出してきましたが、特に

大都市圏で弁護士の就職難が大きく報じられている中で、本学は、合格者の全員が合格・司法修35 

習後の就職先ないし事務紹介業基盤を確保できています。これは、学生と教員の距離が近く、終

了後・合格後のアフターケア―が可能な本法科大学院の長所といえましょう。なお、33 名

のうち 11 名はいわゆる完全未修者・法学部以外の他学部出身者で占められています。琉球

大学はこの間、他学部の卒業者・卒業予定者も積極的に募集し、少人数教育の中でも多様

な学生が切磋琢磨し合う環境づくりに努めてきています。 40 
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 また、残念ながら司法試験に合格できなかった学生たちも、その多くが、沖縄県庁や県

内市役所、国税専門官、裁判所書記官、県内外金融機関を含む企業の法務担当として活躍

しています。こうした職域への就職は、法科大学院で法曹養成のための高等教育を受ける

ことが決して無駄にはならないことの証左といえます。法科大学院では、ご存知の通り、

行政法が必修とされ、本法科大学院ではユニークな先端科目に属する米軍基地法や自治体5 

法学を履修している学生も多く、県内外の自治体にもより広く人材を供給できる素地は十

分にあると自負しています。 

  

５．地域への貢献の強化・拡大 

 本法科大学院が 2006（平 18）年より実施してきた無料法律相談は、4 月から 7 月という10 

限定的な期間ではありましたが、学生の教育ばかりでなく、土曜日の午後の相談を希望す

る地元の皆さんのニーズに応え、それなりの社会貢献を積み重ねてきました。一昨年の 9

月には渡名喜島（人口 500 人弱）で、昨年の 5 月には粟国島（人口 900 人弱）で、それぞ

れ無料法律相談を実施し、離島での法律相談による地域貢献の試みをスタートさせました

（添付の地元紙参照）。次年度以降もこの試みを継続していきたいと考えています。 15 

 さらに、家族法など法科大学院開講の一部の科目については、講義を県民の皆様に公開

することにより、あるいは、県内初企業や自治体職員の法務能力の向上に資するため、「企

業法制の見直し」などをテーマとした「先端法セミナー」を開催したり、行政法や自治体

法学などの科目の聴講を認めることにより、県民の皆様の法教育にも貢献していきたいと

考えています。 20 

 

おわりに 

琉大法科大学院は、もとより、法曹に必要とされる能力を十分に身につけることができ

るよう必要不可欠な理論系科目・実務系科目をバランスよく配置し、充実した教育課程を

編成し、研究者教員と実務家教員が協働で授業を実施することで、学修効果を高めるよう25 

に努めてきました。本学の学生定員は 22 人ですが、これに対して教員の数は 16 人で、徹

底した少人数教育が行われています。教員スタッフは、沖縄をこよなく愛する、優れた研

究者教員ととともに、司法研修所教官を務めた経験もある実務家教員、アメリカの法曹資

格も有する実務家教員など、親身になって学生諸君に手ほどきを惜しまない教員スタッフ

を擁していることも、本法科大学院の大きな特徴といえます。 30 

本学は、地方国立大学法人の一つですが、私達は、島嶼県である本県で生活する人々の

法曹教育を受ける機会を保障し、歴史的にも文化的にも政治的にも、そして経済的にも様々

な地域特性をもつこの地に安定したリーガル・サービスを提供していく点でも、本法科大

学院には独自の果たすべき役割があると自負しています。こうした独自の役割をもってい

るが故に、沖縄弁護士会の様々な学修支援や沖縄銀行の経済的支援など地域社会に大きく35 

支えられ、歩んできました。この地に法曹養成のための高等専門職大学院としての法科大

学院を灯し続け、「琉大法科大学院卒の法曹」を県内外に送り出していくためことができる

よう、スタッフ一同これからも努力を続けていく所存です。 

 なお、末尾に、地元紙（琉球新報・沖縄タイムス）に掲載された本法科大学院の無料法

律相談の記事や広告記事を添付しました。ご参照いただければ幸いです。  40 
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夜間・地方法科大学院に関するアンケート 

実 施 概 要 
 

夜間・地方法科大学院シンポジウム実行委員会 

 

１．実施方法 下記の法科大学院に依頼して実施。 

【夜間コースを持つ法科大学院】 

桐蔭横浜大学 成蹊大学 大東文化大学 名城大学 

【地方の法科大学院】 

琉球大学 熊本大学 香川大学 鹿児島大学 信州大学  

新潟大学 静岡大学 島根大学 

 

２．実施方法 

  依頼状（別添）の通り。 

 

３．回収状況等 

  ※平成 25年 1月 18日現在。ただし，大東文化大学は平成 24年 5月 1日現在。 

 

 

４．その他 

 集計にあたり，平成 25年 1月 18日までに，鹿児島大学法科大学院に提出のあったものを

有効として集計した。 

 

 

  

  在校生実数※ 在校生回答数 在校生回答率 修了生回答数 うち合格者回答数

全 体 702 356 50.7% 68 41 

夜 間 366 178 48.6% 28 22 

地 方 336 178 53.0% 40 17 
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平成２４年１２月１７日 

 

地方夜間法科大学院シンポジウム 

協力法科大学院 

研究科長／院長 殿 

 

鹿児島大学大学院司法政策研究科（法科大学院） 

研究科長 米 田 憲 市 

地方・夜間法科大学院シンポジウム実行委員会 

 

アンケートへの実施協力のお願い（依 頼） 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて，平成１６年４月にスタートした新しい法曹養成制度は変革期に直面して

おり，司法制度改革の理念の下，多様な人材を法曹界へ送り込むために開設され

た，地方の法科大学院，夜間土日開講の法科大学院にも，その波が押し寄せてき

ております。 

この状況の下，鹿児島，熊本，山陰，成蹊，桐蔭，愛媛=香川，静岡などの各法

科大学院及び地方・夜間法科大学院出身の法曹・関係教員有志を中心に，「地方

で目指す、夜間で学ぶ―法科大学院の成果と展望」と題し，シンポジウムを開催

することになりましたことはご案内の通りです。 

 

日時 平成２５年１月２０日（日）１２：３０～１７：００（予定） 

会場 筑波大学東京キャンパス文京校舎 １階 １３４号教室 

 

このシンポジウムに先立ち，ご内諾いただきました各法科大学院において在学

生及び修了弁護士を対象とするアンケートを実施いただき，基調報告にてその結

果を報告したいと存じます。 

つきましては，別紙の実施要項に沿ってアンケートを実施していただければ幸

いです。 

年の瀬のお忙しいところ大変恐れ入りますが，本シンポジウム開催の趣旨をご

理解いただき，何とぞご協力のほど，よろしくお願い申し上げます。なお，詳細

のご連絡等につきましても，別添資料記載の連絡先にいただきたくお願いいたし

ます。 

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

敬 具 
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【別紙１】 

「夜間・地方の法科大学院に関するアンケート」実施要項 

 

夜間地方法科大学院シンポジウム実行委員会 

 

１，アンケート用紙の印刷 

 大変恐縮ですが，アンケート用紙の印刷から各大学にお願いしたく存じます。

原稿を付します。 

  別添アンケートを印刷するとページ数は４ページになりますが，１ページに

左右割り振りで２ページとしていただき，印刷されたものがＡ４両面１枚になる

ように印刷して下さい。 
 電子データがお手元に届いていない場合，お問い合わせいただければすぐ提供致しま
す。 
 電子データ（ワード版）ですとページ数は４ページになりますが，印刷形式は紙版同様
Ａ４両面１枚になるように印刷して下さい。 
 ＰＤＦ版をご利用の場合，単にＡ４版両面印刷でお願い致します。 
 修了生の方などには，電子版（ワード版）をそのままメールなどで飛ばしていただいて，
そちらに直接書き込んだものを提出いただいても結構です。 

２，配布・回収方法 

（１）在学生および大学で学修されている修了生の方 

在校生および大学で学修されている修了生の方については，紙媒体での配布回

収を基本として，可能な限り悉皆調査（全員に配布し，全員分が回収される調査）

となるようご協力をお願い致します。 

※ だいたい 5分から 10分で解答できるよう，質問を設計しています。教室な

どで配布して，目の前で解答してもらい，その場で回収するという方法が

確実かと思います。 

※ 学生や修了生の側の対応からやむを得ない場合もあると思いますが，最大

限のご協力をいただければと思います。 

（２）大学を離れられた修了生の方 

修了生の方につきましては，電子媒体やＦＡＸでの配布・提出となってもかま

いません。可能な限りでご協力をお願い致します。紙媒体をはじめ電子メールな

どの手段で配布していただいて，大学で回収いただくことを原則としますが，各

人からアンケート用紙記載先にご提出いただいてもかまいません。 

特に，合格者の方には，可能な限り回答をいただき，各法科大学院への支援と

なるようにしたいと考えております。 

３，提出方法 

 基本的に，12月 25日までを回答者からの提出期限としつつ，【別紙２】と合

わせて，年内の仕事納めを期日として，下記宛てに解答用紙をご送付いただきた

くお願いします。発送に間に合う限り，受付けていただいて結構です。 

 送付は，郵送・電子メール・ＦＡＸどの手段でもかまいません。 

 集計作業は，年明けすぐに始めます。 

【送付先・問い合わせ先】〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-30  

鹿児島大学法科大学院司法政策研究センター 担当：牟田部・久木野 

TEL 099-285-7569 ／ FAX 099-285-7600 

ls_support@leh.kagoshima-u.ac.jp
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【別紙２】 

  

アンケート用紙の発送時に，この用紙をご記入の上，同封か同時送信を願いま

す。 

 

 

 

大学名： 

 

担当者の所属・お名前： 

 

連絡先電話番号： 

 

連絡先電子メールアドレス： 

 

配布先・回収数データ 

 実 数 配布数 回収数 

回収率 

（回収数/配布

数） 

在校生     

修了生     

 

 

 

 

【解答用紙 送付先】 

〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-30  

鹿児島大学法科大学院司法政策研究センター 担当：牟田部・久木野 

TEL 099-285-7569 ／ FAX 099-285-7600 

ls_support@leh.kagoshima-u.ac.jp 
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〔
３

〕
 
夜
間

や
地
方

の
法
科

大
学
院

が
な
か

っ
た
ら

，
法
曹

を
目
指

し
て
勉

強
す
る

こ
と
が

で
き

ま
し
た

か
。
 

 
 

 
1（

 
）

①
で
き

た
 
 

 
 
 

 
2(
 

）
②
で

き
な
か

っ
た
 

 
→

〔
３

－
１

〕
 

〔
３

〕
で

②
と

回
答

さ
れ

た
方

は
そ

の
理

由
を

答
え

て
下

さ
い

（
複

数
回

答
可

）
。
 

 
 

 
1(
 

)経
済
的
事

情
 
 

 
2（

 
）

仕
事
の

事
情
 

 
 

3（
 

）
家
庭

や
家
族

の
事
情

 

 
 

 
4(
 

)そ
の
他
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【
入

学
前
の

キ
ャ
リ

ア
】
 

〔
４

〕
 
大

学
の
出

身
学
部

・
学
科

は
ど
の

系
統
で

す
か
。

 

 
1
( 

)法
学
系

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2
( 

)
政
治
学

系
 

 
3
( 

)経
済

/経
営

学
系
 

 
 
 

 
 
 

 
4
( 

)1
～

3
以
外
の

文
系
 

 
 
 

 
 
 

学
系
 

 
5
( 

)理
系

 
  
 
  
 
  
 

 
 学

系
 

 
 

6
( 

)
そ
の
他

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

こ
の
ア
ン

ケ
ー

ト
は

，「
地

方
で

目
指

す
 

夜
間

で
学

ぶ
 

法
科

大
学

院
の

成
果

と
展

望
」
シ

ン
ポ
ジ

ウ
ム

で
，

夜
間

コ
ー

ス
と

地
方
の

法
科

大
学
院

の
現

状
と
成

果
を

検
討
す

る
た

め
，
み

な
さ

ん
が

在
学
さ

れ
て

い
る
，

ま
た

は
，

修
了

し
た
各

法
科

大
学
院

の
協

力
の
下

に
実

施
す
る

も
の

で
す
。

 
回

答
は

，【
１

２
月

２
５

日
（

火
）
】

ま
で

に
，
各
法

科
大

学
院
ま

た
は

下
記
宛

て
に

ご
提
出

下
さ

い
。

 
M

ai
l：

ls
_s

u
pp

or
t@

le
h

.k
ag

os
h

im
a-

u
.a

c.
jp
 

FA
X

 0
99

-2
85

-7
60

0 
 

〒
89

0-
00

65
 

鹿
児
島

市
郡
元

1-
21

-3
0
鹿
児

島
大
学

法
科

大
学
院

 
司

法
政
策

研
究

セ
ン
タ

ー
宛

〔
５

〕
 
法

科
大
学

院
に
進

学
す
る

前
の
履

歴
は
下

記
の
い

ず
れ
に

あ
た
り

ま
す
か

。
 

 
1(
 

)大
学
生

・
大
学

院
生
 

 
  

 
 

 
 
 

2
( 

)法
科

大
学
院

浪
人
 

3(
 

)司
法

試
験
受

験
の
た

め
の
浪

人
 
 

 
 

 
4(
 

)そ
の
他
の

浪
人
 

 
5
( 

)ア
ル
バ

イ
ト
・

契
約
社

員
な
ど

 

 
6
( 

)法
務
部

所
属
の

会
社
員

 

 
7
( 

)金
融

機
関

（
法
務
部
を
除
く
）
の
会
社

員
 

 
 

8
(
 

)6
,
7
以
外

の
会
社

員
 

 
9
( 

)法
律
系

専
門
職

（
外
国
法
曹
，
司
法
書
士
，
行
政
書
士
，
弁
理
士
，
税
理
士
，
公
認
会
計
士
等
）
 

 
1
0(
 

)医
療
系
専

門
職

（
医
師
，
看
護
師
，
薬
剤
師
等
）
 

 
1
1(
 

)国
家
公
務

員
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

12
(
 

)自
治
体

職
員
 

 

 
1
3(
 

)司
法
関
係

機
関
職

員
（
裁
判
所
，
検
察
庁
）
 
1
4
(
 

)
法
律
事

務
所
職

員
 

 
1
5(
 

)そ
の
他
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

〔
６

〕
 
法

科
大
学

院
進
学

前
に
持

っ
て
い

た
資
格

や
語
学

の
能
力

に
つ
き

ご
回
答

く
だ
さ

い
。
 

 
1
( 

)外
国
法

曹
資
格

 
2(
 

)司
法
書
士

 
3(
 

)行
政
書
士

 
4(
 

)弁
理
士
 

5
( 

)税
理

士
 

 
6
( 

)公
認
会

計
士
 

 
7(
 

)医
師
 
 

 
8(
 

)看
護
師
 

 
9(
 

)薬
剤
師
 

 

1
0
( 

)該
当

無
し

 

1
1
( 

)語
学
系
（

言
語
 

 
 
 

 
資
格

の
種
類

 
 
 

 
 
 

級
／
得

点
な
ど

 
 
 

 
）
 

【
経

済
基
盤

の
確
保

】
 

〔
７

〕
 
学

費
や
生

活
費
は

ど
の
よ

う
に
確

保
し
て

い
ま
す

か
。
（
複
数
回
答
可
）
 

1
(
 

)
自
己
収

入
（
給

料
や
ア

ル
バ
イ

ト
，
資

産
運
用

な
ど
）

 

2
(
 

)
家
族
の

支
援
（

同
居
家

族
の
収

入
や
仕

送
り
な

ど
）
 

 
3
( 

)そ
れ
ま

で
の
蓄

え
 

 
4
( 

)日
本
学

生
支
援

機
構
な

ど
の
奨

学
金
（

①
( 

)給
付
 

②
( 

)貸
与
）

 

 
5
( 

)そ
の
他

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〔
８

〕
 
法

科
大
学

院
か
ら

，
特
別

の
支
援

を
受
け

て
い
ま

す
か

（
複
数
回
答
可
）
。

 

1
(
 

)
法
科
大

学
院
独

自
の
奨

学
金
を

受
け
て

い
る
。

 

 
2
( 

)法
科
大

学
院
独

自
の
授

業
料
減

免
（
全

免
・
半

免
）
を

受
け
て

い
る
。

 

 
3
( 

)長
期
履

修
制
度

を
活
用

し
て
い

る
。
 

 
4
( 

)そ
の
他

の
支
援

を
受
け

て
い
る

。
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
5
( 

)何
も
受

け
て
い

な
い
。

 

【
法

曹
や
法

曹
養
成

制
度
を

取
り
巻

く
事
情

に
つ
い

て
】
 

〔
９

〕
 

現
在
の

法
曹
や

法
曹
養

成
制
度

の
状
況

に
つ
い

て
ど
の

よ
う
に

思
い
ま

す
か
（
複
数
回
答
可
）
。 

1(
 

)現
在

の
ま
ま

で
よ
い

。
 

2(
 

)適
性

試
験
の

工
夫
な

ど
入
学

ま
で
の

負
担
を

軽
減
し

，
機

会
を
増

や
す
こ

と
が
望

ま
し
い

。 

3
(
 

)
法
科
大

学
院
の

授
業
料

を
他
の

学
部
レ

ベ
ル
に

安
く
す

る
こ
と

が
望
ま

し
い
。

 

 
4
( 

)司
法
修

習
に
経

済
的
な

支
援
を

手
厚
く

す
る
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

 
5
( 

)法
科
大

学
院
の

教
育
体

制
を
一

層
充
実

さ
せ
る

こ
と
が

望
ま
し

い
。
 

 
6
( 

)法
曹
や

修
了
生

の
職
域

が
企
業

や
公
務

員
な
ど

に
さ
ら

に
広
が

る
こ
と

が
望
ま

し
い
。

 

 
7
( 

)司
法
過

疎
地
な

ど
で
活

動
す
る

法
曹
を

手
厚
く

支
援
す

る
こ
と

が
望
ま

し
い
。

 

 
8
( 

)法
科
大

学
院
は

，
司
法

修
習
や

法
曹
の

リ
カ
レ

ン
ト
の

た
め
の

研
修
プ

ロ
グ
ラ

ム
な
ど

の

実
施

に
取
り

組
む
こ

と
が
望

ま
し
い

。
 

 
9
( 

)そ
の
他

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

※
裏

面
も

あ
り
ま

す
。

よ
ろ
し

く
お

願
い

し
ま
す

。
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地
方
の

法
科
大

学
院
在

学
／
出

身
の
方

は
，
右

頁
に
お

答
え
下

さ
い
。

＝
＝
＝

＝
＞
＞

＞
＞
＞

 

【
夜

間
の

法
科

大
学

院
在

学
／

出
身

の
方

へ
の

質
問

で
す

。
】

 

〔
２

１
〕
 

法
科
大

学
院
に

通
う
に

あ
た
っ

て
、
仕

事
は
辞

め
ま
し

た
か
。

 

 
1
( 

)辞
め
て

い
な
い

 
 
 

 
 
 

 
 

2(
 
)
入
学
時

に
辞
め

た
 

 
3
( 

)在
学
中

に
辞
め

た
（
何
年

目
で
す

か
⇒
 

 
 
年

目
：
理

由
は
？

 
 
 

 
 
 

 
 
 

）
 

 
4
( 

)仕
事
は

し
て
い

な
か
っ

た
 

5(
 

)そ
の

他
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

〔
２

２
〕
 

仕
事
、

勉
強
、

家
庭
等

の
両
立

に
ど
の

よ
う
な

工
夫
を

し
ま
し

た
か

（
複
数
回
答
可
）
。

 

 
1
( 

)職
場
に

話
し
て

、
定
時

に
帰
れ

る
よ
う

理
解
を

得
た
。

 

 
2
( 

)早
朝
に

出
勤
し

て
、
定

時
で
帰

れ
る
よ

う
に
し

た
。
 

3(
 

)そ
の

他
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

〔
２

３
〕
 
社

会
人
が

仕
事
と

勉
強
を

両
立
す

る
た
め

の
法
科

大
学
院

側
の
サ

ポ
ー
ト

で
、
あ

な
た

は
ど
の

よ
う
な

仕
組
み

を
利
用

し
ま
し

た
か

（
複

数
回
答

可
）
。

 

 
1
( 

)長
期
履

修
制
度

（
 
 

年
）
 

2(
 

)サ
テ

ラ
イ
ト

・
キ
ャ

ン
パ
ス

 

 
3
( 

)講
義
の

ビ
デ
オ

録
画
 

 
 
 

4
( 

)そ
の

他
（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

〔
２

４
〕
 

就
職
の

希
望
（

合
格
者

の
方
は

就
職
し

た
職
場

）
に
つ

い
て
お

答
え
下

さ
い
。

 

 
1
( 

)法
律
事

務
所
 

 
2(
 

)即
独
 
 

3
( 

)
以
前

の
職
場

 

 
4
( 

)以
前
の

職
場
以

外
の
企

業
 

 
5
( 

)そ
の
他

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

〔
２

５
〕
 
法

曹
に
な

っ
た
と

き
，
法

科
大
学

院
進
学

以
前
の

職
能
や

専
門
分

野
を
踏

ま
え
た

活
動

（
仕

事
）
を

す
る
見

込
み
で

す
か
（

／
し
て

い
ま
す

か
）
。
 

 
 

 
1(
 

) 
①
は
い

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2
( 

) 
②

い
い
え

 

 
〔

２
５
－

１
〕
 
「
①

は
い
」
を
選

ん
だ
方

は
，
具

体
的
に

は
ど
の

よ
う
な

活
動
（
仕
事

）
で

す

か
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

〔
２

６
〕

 
夜

間
の

法
科

大
学

院
で

学
ん

で
よ

か
っ

た
と

思
う

こ
と

は
な

ん
で

す
か

（
複

数
回

答
可

）
。
 

 
 

 
1(
 

)仕
事
を
辞

め
ず
に

す
む
こ

と
。
 

 

2(
 

)勤
務
先
や

家
族
に

大
き
な

負
担
を

か
け
ず

に
す
む

こ
と
。

 

 
 

 
3(
 

)他
の
社
会

人
の
学

生
と
い

っ
し
ょ

に
勉
強

で
き
る

こ
と
。

 

 
 

 
4(
 

)社
会
人
経

験
の
な

い
学
生

と
い
っ

し
ょ
に

勉
強
で

き
る
こ

と
。
 

 
 

 
5(
 

)仕
事
と
勉

強
が
補

完
し
合

っ
て
，

仕
事
や

勉
強
そ

れ
ぞ
れ

の
理
解

が
深
ま

る
こ
と

。
 

 
 

 
6(
 

)仕
事
が
継

続
で
き

る
の
で

，
合
格
し

な
か
っ

た
と
き

の
リ
ス

ク
を
回

避
で
き

る
こ
と

。 

 
 

 
7(
 

)そ
の
他
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〔
２

７
〕
 

あ
な
た

の
考
え

る
，
夜

間
法
科

大
学
院

の
存
在

意
義
は

な
ん
で

す
か
。

 

    

ご
協
力

あ
り

が
と
う

ご
ざ
い
ま

し
た

。
 

 
＜

＜
＜
＜

＜
＝
＝

＝
＝
夜

間
の
法

科
大
学

院
在
学

／
出
身

の
方
は

，
左
頁

に
お
答

え
下
さ

い
。
 

【
地

方
の

法
科

大
学

院
在

学
／

出
身

の
方

へ
の

質
問

で
す

。
】

 

〔
３

１
〕
 

地
方
の

法
科
大

学
院
な

ら
で
は

の
特
色

の
あ
る

取
組
み

，
講
義

な
ど
が

あ
り
ま

す
か
 

（
複

数
回

答
可

）
。
 

 
1
( 

)司
法
過

疎
地
な

ど
で
の

社
会
貢

献
を
踏

ま
え
た

法
律
相

談
活
動

を
行
っ

て
い
る

。
 

 
 

 
地
域

名
な
ど

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
  

 

 
2
( 

)遠
隔
地

に
あ
る

大
学
と

の
連
携

講
義
が

行
わ
れ

て
い
る

。
 

 
 

 
科
目

名
な
ど

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3
(
 

)そ
の

他
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
〔

３
１
－

１
〕
 

地
方
な

ら
で
は

の
取
組

み
に
つ

い
て
，

参
加
・

受
講
し

ま
し
た

か
。
 

 
 

 
 

1
( 

) 
①
し

た
 
 

2
( 

)
 
②

す
る
予

定
 
 

3
( 

) 
③

し
な
い

予
定
 

 
〔

３
１
－

２
〕
 

「
①
し

た
」
を

選
ん
だ

方
は
，

参
加
・

受
講
し

て
よ
か

っ
た
で

す
か
。

 

 
 

 
 

1
( 

) 
①
よ

か
っ
た

 
 
 

 
 

2
( 

)
 
②
そ

の
他
 

 
〔

３
１
－

３
〕
 

「
①
よ

か
っ
た

」
を
選

ん
だ
方

は
，
ど

の
よ
う

な
点
が

よ
か
っ

た
で
す

か
。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

〔
３

２
〕
 

地
元
の

弁
護
士

や
弁
護

士
会
か

ら
ど
の

よ
う
な

サ
ポ
ー

ト
が
あ

り
ま
す

か
。
 

 
1
( 

)教
員
と

し
て
授

業
を
担

当
し
て

い
る
。

 

2
(
 

)チ
ュ
ー

タ
ー
（

ｱ
ｶﾃ
ﾞﾐ
ｯ
ｸｱ
ﾄ
ﾞﾊ
ﾞ
ｲｻ
ﾞ
ｰや

ﾃ
ｨ
ｰ
ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｱ
ｼ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ﾄ
な

ど
）

と
し

て
支

援
し

て
い

る
。
 

 
3
( 

)課
外
で

答
案
作

成
指
導

（
起
案

指
導
・

答
案
練

習
会
）

を
し
て

い
る
。

 

 
4
( 

)エ
ク
ス

タ
ー
ン

シ
ッ
プ

を
受
け

入
れ
指

導
し
て

い
る
。

 

 
5
( 

)リ
ー
ガ

ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

（
法
律

相
談
）

で
指
導

を
し
て

い
る
。

 

 
6
( 

)そ
の
他

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
〔

３
２
－

１
〕
 

地
元
の

弁
護
士

や
弁
護

士
会
の

サ
ポ
ー

ト
を
活

用
し
て

い
ま
す

か
。
 

 
 

 
 

1
( 

) 
①
し

た
 
 

 
2(
 

) 
②
す
る

予
定
 

 
3
( 

) 
③
し
な

い
予
定

 

〔
３

３
〕

 
地

方
の

法
科

大
学

院
で

学
ん

で
よ

か
っ

た
と

思
う

こ
と

は
な

ん
で

す
か

（
複

数
回

答
可

）
。
 

 
 

 
1(
 

)地
元
を
離

れ
ず
に

勉
強
で

き
る
こ

と
。
 

 
 

 
2(
 

)地
元
の
実

務
家
の

指
導
を

受
け
る

こ
と
が

で
き
る

こ
と
。

 

 
 

 
3(
 

)地
域
事
情

を
感
じ

な
が
ら

勉
強
で

き
る
こ

と
。
 

 
 

 
4(
 

)地
方
な
ら

で
は
の

科
目
な

ど
を
履

修
で
き

る
こ
と

。
 

 
 

 
5(
 

)地
域
貢
献

を
し
な

が
ら
勉

強
で
き

る
こ
と

。
 

 
 

 
6(
 

)そ
の
他
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

〔
３

４
〕
 

就
職
希

望
や
現

在
の
活

動
地
域

に
つ
い

て
お
応

え
下
さ

い
（
複
数
回
答
可
）
。
 

 
1
( 

)出
身
地

や
実
家

な
ど
家

族
的
地

縁
の
あ

る
地
域

 

2
(
 

)
出
身
法

科
大
学

院
の
あ

る
地
域

 
 

3
(
 

)司
法
修

習
地
 

4
(
 

)司
法

過
疎
地

域
 

5
(
 

)
勤
務
先

に
命
じ

ら
れ
た

地
域
 

 
 

6
(
 

)東
京
、

大
阪
、

名
古
屋

等
の
大

都
市
圏

 

7(
 

)そ
の

他
の
地

域
 
 

 
 
 

 
 
 

8
( 

)裁
判

官
任
官

 
9(
 

)検
察
官
任

官
 

10
(
 

)そ
の
他

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〔
３

５
〕
 

あ
な
た

の
考
え

る
，

地
方

に
法

科
大

学
院

が
存

在
す

る
こ

と
の

意
義

は
な

ん
で

す
か

。
 

   

ご
協
力

あ
り

が
と
う

ご
ざ
い
ま

し
た

。
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平成２５年１月２０日 

夜間・地方法科大学院シンポジウム アンケート集計結果概要 

シンポジウム「地方で目指す 夜間で学ぶ 法科大学院制度の成果と展望」 

 

夜間・地方法科大学院シンポジウム実行委員会 

 

１．はじめに 

本シンポジウム実行委員会では，夜間法科大学院，地方法科大学院の存在意義をいま一度

再確認するため，夜間・地方の法科大学院の在校生，修了生に対し，アンケートを実施した。 

本シンポジウムの開催に間に合わせるため，平成２４年１２月から急ピッチで作業を行い，

各法科大学院の関係の皆様には，アンケートの回収に多大なご尽力をいただき，夜間法科大

学院４校，地方法科大学院８校より，合計４２４通の回答があった。 

夜間法科大学院関係 ２０６通，うち，在校生 １７８通，修了生 ２８通。 

地方法科大学院関係 ２１８通，うち，在校生 １７８通，修了生 ４０通。 

 

２．夜間，地方，双方に実施したアンケートについて【番号】は質問番号。 

【１】法曹を目指した一般的な理由について，（１）「法律の専門家としての仕事がしたかっ

た」というのが最も多いのは当然として，夜間では，（２）「それまでの仕事上でニーズを

感じたから」という回答，（４）「キャリアアップを図る」という回答が，それぞれ２７％

程度を占めており，夜間の法科大学院が，社会経験のある方のキャリアアップの受け皿と

して，一定程度機能していることがわかった。また，地方では，（３）「地域や人の役に立

ちたい」という回答が，半数近くを占め，地域での活躍を企図する方が多いこともわかっ

た。 

【２】次に，自身の法科大学院を選んだ理由として，夜間では，やはり（２）「仕事を継続す

ることができた」という回答が全体の６割を占めた。一方地方では，（１）「入学前の生活

圏が近い」が３９％，（４）「出身地であるかそれに近い」が４７％を占めた。地方のその

他回答として，「地域密着型の法曹になりたい。」「地元で開業したいから。」「地元の弁護

士会とのつながり。」などを挙げる回答があり，中には「生まれ育ちが東京なので地方の

ことについて仕事をする前に理解を深めておきたかった。」という回答もあった。 

【３】また，夜間，地方法科大学院がないと，法曹を目指して勉強できなかった，とする方

も，それぞれ半数以上だった。夜間では仕事の事情で，地方では家庭の事情で，という方

が多かった。 

【４】多様な人材という観点から，他学部出身者の割合について，やはり夜間法科大学院に

は，それなりの割合の方が他学部出身者であった。法学部以外の文系が２３％，理系の方

も１６％を占めた。 

【５】夜間法科大学院出身者のうち，法科大学院入学前の経歴として，職歴のある方は，ア

ルバイト等，その他と回答された方を除いても，実に６４％おられ，夜間法科大学院が，

有職者に対し，法曹になる途を確保するのに，重要な役割を果たしていることがわかった。 

【９】現行制度の状況に関する問いでは，（３）授業料，（４）修習中の経済的負担といった，
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経済的支援について，もっと充実させるべきとの意見が最も多く，次いで，（６）職域の

拡大，（５）教育体制の充実，の順であった。また，法科大学院制度自体への反対の意見

が７件，受験回数制限撤廃の意見も７件あった。 

 

３．夜間の法科大学院の方へのアンケートについて 

【２１】夜間法科大学院の方の中で，仕事をしていなかったという方は２１．７％だった。

「その他」の方を除き，仕事をしていた方は７６．５％になる。 

６０．４％が仕事を辞めていないと回答しているので，仕事をしていた方を母数とする

と，実に７９％の方が現在も仕事を辞めていないという回答だった。在学中に辞めた９．

７％を合わせると，実に仕事を持っていた方の９割以上が仕事を辞めないまま法科大学院

に通っているということがわかった。 

不合格のリスクを軽減しつつ仕事をしながら法科大学院に通うという需要を，夜間法科

大学院が吸収していることが浮き彫りになった形といえる。 

【２２】どんな工夫をしたか，という問いは，職場や家族の理解が必要との回答が多く寄せ

られた一方，職場には隠し通した，という方もいた。また，時間管理の重要性も指摘され

ている。自営業の方では，クライアントの理解を挙げる方もいた。 

【２３】長期履修制度も２割程度の方が活用しておられ，その他，サテライト教室やビデオ

録画も利用されている実態がわかった。 

【２４】【２５】法曹になった後の仕事について，法律事務所で働きたいという方が最も多か

ったが，以前の職場で働きたいという方も１２．９％おられ，以前の職場以外の企業と回

答された７．４％も合わせると，夜間法科大学院が法曹の活躍の場の広がりに寄与してい

るものと思われた。 

税務や知財関係など，以前の士業を生かそうという方や，海外に目を向けておられる方

も多くおられ，実際にそういう仕事をしている方もおられた。 

【２６】夜間法科大学院で学んで良かった理由は，１，「仕事をやめずに済んだ」が最も多く

６２％，３，「他の社会人の学生と一緒に勉強できたこと」を挙げた方も４７％おられた。 

【２７】夜間法科大学院の存在意義については，実に様々な意見があった。 

詳しくはアンケート結果を参照されたい。 

「自分の夢をかなえるために必要不可欠なものである。仕事をつづけながら，自らの収

入の確保をしつつ，確実に法曹になるために必要不可欠。」 

「様々な職業経験を活かして専門的，あるいは特定分野に強みを持った特色のある法曹

を育成するために必要。」 

「仕事を知るから法曹になれる。」 

「予備試験は現実的でない中で社会人が活用できるほぼ唯一の法曹への道が開かれて

いること。」 

「「予備試験制度があるから」という理由で、これを閉ざすことは、法律家への職業選

択の自由を制限することに等しい。」 

「社会人になって分かることがある。その時に選択肢があることが大きい。」 

「人生の選択を２０代前半でしなくてはならない現状を打破する手段。」 

「社会経験のない学生にとっても，社会人経験のある学生の方と一緒に勉強できること
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は刺激になる。フルタイムで勤めた後，夜遅くまで勉強している姿を見ると，「時間が

ない」という言い訳はできない。」 

「学生や浪人生であっても，積極的に夜間クラスのある法科大学院に進学し，社会人経

験のある者と一緒に学び，自分に足りない物を見つける努力をすべきである。そのよ

うな仕組みが，さまざまな法科大学院で確立されていくことで，本来は「多様な人材」

でなかった者も，一定の「多様性」を持つことができるようになるであろうし，それ

が法曹全体の役にも立つものと思う。」 

「知る楽しみ、学ぶ喜びを通して、イキイキワクワク生きる機会が、それを望むすべて

の国民に保証されること、それが社会を覆う閉塞感に風穴を開ける手段の一つだと感

じます。夜間大学院の否定はこのような可能性を閉ざすことになると危惧します。」 

 

４．地方の法科大学院の方へのアンケートについて 

【３１】地方法科大学院ならではの取組みとして，司法過疎地での法律相談が多く紹介され

た。静岡県伊豆市，愛媛県愛南町，島根県，鳥取県過疎地域，熊本県人吉市，阿蘇市，

天草諸島，鹿児島県では屋久島，種子島，徳之島，沖縄県の渡名喜島，粟国島などでの

法律相談が紹介された。 

また，九州地方の法科大学院の連携授業についても紹介された他，琉球大学法科大学

院では，ハワイ大学との連携授業，米軍基地に関する授業があることも紹介された。ま

た，地元有力企業代表者の講演会，外国人労働者の多い地域での外国人の法律問題に関

する講義など，地元ならではの授業が紹介された 

これらの，地元ならではの取組みに積極的に参加しようとする学生も，（１）「した。」

（２）「する予定」を合わせ，全体の５４％に及んだ。 

受講した方では，地元の特性が学べて良かった，勉強へのモチベーションが上がった，

地元の企業の法科大学院への期待がわかった，など，積極的な感想を持つ方が多かった。 

【３２】地元弁護士会のフォローについても，教員派遣はもちろん，チューターやティーチ

ングアシスタントとしての活動，課外起案指導等の声が多く，積極的に関わっている状

況がわかった。 

【３３】地方の法科大学院で学べて良かったこととして，やはり最も多かったのは，（１）「地

元を離れずに勉強できること。」で，全体の５２．５％がそのように感じていたが，（２）

「地元の実務家の指導が受けられたこと。」も４５．４％にのぼり，地元の法科大学院

が地元から密接な指導を受ける機会に恵まれていることが感じられる結果だった。 

その他，「経済的負担，家庭の負担が最小限で済むこと。」，「都会に出るより安く勉強

できたこと。」「都会と異なり、遊ぶところが、まったくないので集中して勉強できる環

境がある。」といった回答もあった。 

【３４】複数回答可ではあったが，就職希望について，やはり出身地へのこだわりを持つ方

が多く，（１）「出身地や実家など家族的地縁のある地域」が４９．２％，（２）「出身法

科大学院のある地域」が３２．８％という結果だった。また，（４）「司法過疎地域」と

いう回答も，１２．６％あった。 

【３５】地方に法科大学院の存在意義についても，たくさんの意見があった。 

詳しくはアンケート結果を参照されたい。 
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「地元を離れずに勉強でき，法曹になれるチャンスを平等に与えてくれる。」 

「経済的，家庭的事情で都市部へ行けない者へ機会が与えられること。」 

「東京などの大都市では家賃も高いので、生活ができなかった。」 

「何でも中央集権化してしまうのはよくないと思う。」 

「法曹育成環境の地域格差を是正すること。」 

「地域の抱える問題を身近に感じながら学習でき，モチベーションを下げることなく勉強

できる。」 

「地域特有の問題は、その地で学びつつ身に染みている者の方が円滑に解決できる。」 

「法曹になるまでが「法曹養成」ではない。法曹になってからも「法曹養成」の意義はあ

るはず。弁護士として数年活動した後，実務から離れて，研究することもできる。地元

に法科大学院があれば，地元を活動の場にできる。」 

「地域に根ざした法曹の育成のため。」 

「学生，実務家双方に地域貢献の意識が生まれること。」 

「その地域独自の法的問題を知ることにより，その地域で，法曹として貢献したいと思え

ること。」 

「将来その地方で活動する法曹を作る拠点となっているところに意義があると思う。」 

「地方に法科大学院があることで，法律をあまり知らない地域の方にも法科大学院の存在

を知ってもらえ，法を身近に感じてもらうことができること。」 

「東京，大阪等大都市圏で学び，似たような背景，考え方の法律家ばかりが増えることは

司法制度全体を考えたときに好ましくないと思います。そもそも法科大学院制度を立ち

上げた趣旨に立ち返るべき。」 

「日常の中の法律トラブルはどんな場所でもあるが、地域によりそのカラーは異なる。都

市部では経済活動、金融などのトラブルが多いのだろうが、地方では，農作物の種が発

生しなかった等の事例もある。そうした事件を見ながら勉強することにも価値があるの

ではないか。」 

 

以上，アンケート結果のまとめを報告する。なお，詳細は資料を参照されたい。 

 

以  上 
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%
3
9
.1

%
4
2
.0

%
4
6
.7

%
3
8
.8

%
4
4
.2

%
〔
２

〕
２

　
2
(　

)入
学

前
の

仕
事

を
継

続
す

る
こ

と
が

で
き

る
か

ら
。

3
0
.1

%
5
9
.9

%
2
.5

%
6
0
.2

%
5
6
.7

%
3
.2

%
0
.0

%
〔
２

〕
３

　
3
(　

)出
身

大
学

で
あ

る
か

，
そ

れ
に

比
較

的
近

い
地

域
で

あ
る

か
ら

。
1
5
.9

%
5
.5

%
2
5
.6

%
6
.3

%
3
.3

%
2
7
.1

%
2
0
.9

%
〔
２

〕
４

　
4
(　

)出
身

地
で

あ
る

か
，

そ
れ

に
比

較
的

近
い

地
域

で
あ

る
か

ら
。

2
8
.0

%
7
.8

%
4
7
.1

%
7
.4

%
1
3
.3

%
4
7
.9

%
4
4
.2

%
〔
２

〕
５

　
5
(　

)そ
の

地
域

に
以

前
住

ん
で

い
た

，
あ

る
い

は
親

戚
が

住
ん

で
い

る
か

ら
。

4
.2

%
0
.5

%
8
.0

%
0
.6

%
0
.0

%
8
.0

%
9
.3

%
〔
２

〕
６

　
6
(　

)そ
の

法
科

大
学

院
の

理
念

・
特

色
に

共
感

し
た

か
ら

。
1
7
.4

%
1
6
.6

%
1
7
.6

%
1
6
.5

%
2
3
.3

%
1
8
.6

%
1
6
.3

%
〔
２

〕
７

　
7
(　

)司
法

試
験

の
合

格
率

が
高

い
か

ら
。

0
.4

%
0
.5

%
0
.4

%
0
.6

%
0
.0

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
２

〕
８

　
8
(　

)そ
れ

ま
で

の
縁

を
切

っ
て

勉
強

に
集

中
し

た
い

か
ら

。
7
.8

%
2
.3

%
1
2
.6

%
2
.3

%
3
.3

%
1
2
.8

%
1
1
.6

%
〔
２

〕
９

　
9
(　

)そ
の

他
9
.3

%
8
.3

%
9
.7

%
8
.5

%
3
.3

%
9
.6

%
9
.3

%
〔
２

〕
９

そ
の

他
7
.8

%
6
.5

%
8
.4

%
6
.8

%
3
.3

%
7
.4

%
1
1
.6

%
〔
３
〕
　
夜
間
や
地
方
の
法
科
大
学
院
が
な
か
っ
た
ら
，
法
曹
を
目
指

し
て
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

〕
１

で
き

た
3
6
.9

%
3
0
.4

%
4
1
.6

%
3
0
.7

%
3
0
.0

%
4
1
.0

%
4
8
.8

%
〔
３

〕
２

で
き

な
か

っ
た

6
1
.0

%
6
8
.2

%
5
5
.5

%
6
7
.6

%
7
0
.0

%
5
6
.4

%
4
8
.8

%
〔
３

－
１

〕
１

経
済

的
事

情
3
1
.1

%
2
4
.4

%
3
8
.2

%
2
3
.9

%
3
0
.0

%
3
6
.7

%
4
1
.9

%
〔
３

－
１

〕
２

仕
事

の
事

情
2
4
.8

%
4
8
.8

%
3
.4

%
4
8
.3

%
4
6
.7

%
3
.2

%
4
.7

%
〔
３

－
１

〕
３

家
庭

や
家

族
の

事
情

1
6
.5

%
1
2
.0

%
2
1
.0

%
1
0
.8

%
2
0
.0

%
2
1
.8

%
1
8
.6

%
〔
３

－
１

〕
４

そ
の

他
4
.4

%
4
.6

%
4
.2

%
4
.0

%
1
0
.0

%
4
.3

%
0
.0

%
〔
３

－
１

〕
４

そ
の

他
3
.4

%
3
.7

%
2
.9

%
2
.8

%
1
0
.0

%
3
.2

%
0
.0

%

〔
４
〕
　
大
学
の
出
身
学
部
・
学
科
は
ど
の
系
統
で
す
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
４

〕
１

法
学

系
6
3
.6

%
5
4
.4

%
7
3
.1

%
5
5
.7

%
5
3
.3

%
7
6
.1

%
6
9
.8

%
〔
４

〕
２

政
治

学
系

4
.4

%
5
.5

%
3
.8

%
4
.5

%
1
0
.0

%
4
.3

%
2
.3

%
〔
４

〕
３

経
済

/
経

営
学

系
9
.3

%
1
1
.5

%
6
.3

%
1
2
.5

%
6
.7

%
7
.4

%
2
.3

%
〔
４

〕
４

1
～

３
以

外
の

文
系

1
0
.8

%
1
1
.5

%
9
.7

%
1
0
.2

%
1
6
.7

%
9
.0

%
7
.0

%
〔
４

〕
５

理
系

1
0
.8

%
1
6
.1

%
6
.3

%
1
5
.9

%
1
3
.3

%
4
.3

%
1
4
.0

%
〔
４

〕
６

そ
の

他
1
.3

%
1
.8

%
0
.4

%
2
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
2
.3

%
〔
５
〕
　
法
科
大
学
院
に
進
学
す
る
前
の
履
歴
は
下
記
の
い
ず
れ
に
あ

た
り
ま
す
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
５

〕
１

1
(　

)大
学

生
・
大

学
院

生
3
7
.1

%
1
8
.4

%
5
5
.0

%
1
9
.3

%
1
3
.3

%
5
8
.5

%
4
4
.2

%
〔
５

〕
２

2
(　

)法
科

大
学

院
浪

人
6
.1

%
2
.8

%
8
.8

%
2
.8

%
3
.3

%
9
.0

%
7
.0

%
〔
５

〕
３

3
(　

)司
法

試
験

受
験

の
た

め
の

浪
人

4
.4

%
3
.7

%
5
.5

%
2
.3

%
1
0
.0

%
4
.3

%
9
.3

%
〔
５

〕
４

4
(　

)そ
の

他
の

浪
人

1
.1

%
0
.0

%
2
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
1
.6

%
2
.3

%
〔
５

〕
５

5
(　

)ア
ル

バ
イ

ト
・
契

約
社

員
な

ど
7
.6

%
6
.0

%
8
.0

%
6
.8

%
3
.3

%
8
.0

%
9
.3

%
〔
５

〕
６

6
(　

)法
務

部
所

属
の

会
社

員
2
.8

%
5
.5

%
0
.4

%
6
.3

%
3
.3

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
５

〕
７

7
(　

)金
融

機
関

（
法

務
部

を
除

く
）
の

会
社

員
5
.5

%
9
.7

%
1
.7

%
8
.0

%
1
6
.7

%
1
.1

%
4
.7

%
〔
５

〕
８

8
(　

)6
,7

以
外

の
会

社
員

1
2
.7

%
1
8
.4

%
7
.6

%
1
8
.2

%
2
0
.0

%
6
.9

%
9
.3

%

〔
５

〕
９

9
(　

)法
律

系
専

門
職

（
外

国
法

曹
，

司
法

書
士

，
行

政
書

士
，

弁
理

士
，

税
理

士
，

公
認

会
計

士
等

）
5
.7

%
1
0
.1

%
2
.1

%
1
0
.2

%
1
0
.0

%
2
.1

%
2
.3

%

〔
５

〕
１

０
1
0
(　

)医
療

系
専

門
職

（
医

師
，

看
護

師
，

薬
剤

師
等

）
1
.7

%
2
.8

%
0
.8

%
3
.4

%
0
.0

%
0
.5

%
2
.3

%
〔
５

〕
１

１
1
1
(　

)国
家

公
務

員
5
.5

%
8
.8

%
2
.1

%
7
.4

%
1
3
.3

%
2
.1

%
2
.3

%
〔
５

〕
１

２
1
2
(　

)自
治

体
職

員
4
.4

%
6
.0

%
2
.9

%
7
.4

%
0
.0

%
2
.7

%
4
.7

%
〔
５

〕
１

３
1
3
(　

)司
法

関
係

機
関

職
員

（
裁

判
所

，
検

察
庁

）
0
.2

%
0
.5

%
0
.0

%
0
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
５

〕
１

４
1
4
(　

)法
律

事
務

所
職

員
1
.7

%
2
.3

%
1
.3

%
2
.8

%
0
.0

%
1
.6

%
0
.0

%
〔
５

〕
１

５
1
5
(　

)そ
の

他
5
.9

%
8
.3

%
3
.8

%
8
.5

%
6
.7

%
3
.7

%
4
.7

%
〔
６
〕
　
法
科
大
学
院
進
学
前
に
持
っ
て
い
た
資
格
や
語
学
の
能
力
に

つ
き
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
６

〕
１

1
(　

)外
国

法
曹

資
格

0
.6

%
0
.9

%
0
.4

%
0
.6

%
3
.3

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
６

〕
２

2
(　

)司
法

書
士

2
.5

%
2
.8

%
2
.5

%
2
.8

%
3
.3

%
2
.7

%
2
.3

%
〔
６

〕
３

3
(　

)行
政

書
士

8
.3

%
1
0
.6

%
6
.3

%
1
0
.2

%
3
.3

%
6
.9

%
4
.7

%
〔
６

〕
４

4
(　

)弁
理

士
1
.1

%
2
.3

%
0
.0

%
1
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
６

〕
５

5
(　

)税
理

士
1
.3

%
2
.8

%
0
.0

%
2
.3

%
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
６

〕
６

6
(　

)公
認

会
計

士
1
.3

%
2
.3

%
0
.0

%
2
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
６

〕
７

7
(　

)医
師

0
.8

%
1
.4

%
0
.4

%
1
.7

%
0
.0

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
６

〕
８

8
(　

)看
護

師
0
.6

%
0
.5

%
0
.8

%
0
.6

%
0
.0

%
0
.5

%
2
.3

%
〔
６

〕
９

9
(　

)薬
剤

師
0
.2

%
0
.5

%
0
.0

%
0
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
６

〕
１

０
1
0
(　

)該
当

無
し

6
0
.6

%
5
2
.5

%
6
9
.3

%
5
2
.3

%
6
3
.3

%
6
8
.6

%
6
9
.8

%
〔
６

〕
１

１
1
1
(　

)語
学

系
1
5
.9

%
1
8
.0

%
1
3
.4

%
1
8
.8

%
2
0
.0

%
1
3
.8

%
1
4
.0

%

〔
７
〕
　
学
費
や
生
活
費
は
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
い
ま
す
か
。
（
複

数
回
答
可
）

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
７

〕
１

1
(　

)自
己

収
入

（
給

料
や

ア
ル

バ
イ

ト
，

資
産

運
用

な
ど

）
4
2
.8

%
6
7
.7

%
1
9
.3

%
6
8
.2

%
6
0
.0

%
1
6
.5

%
3
0
.2

%
〔
７

〕
２

2
(　

)家
族

の
支

援
（
同

居
家

族
の

収
入

や
仕

送
り

な
ど

）
4
6
.6

%
2
5
.3

%
6
7
.6

%
2
3
.9

%
3
3
.3

%
6
8
.1

%
6
9
.8

%
〔
７

〕
３

3
(　

)そ
れ

ま
で

の
蓄

え
2
2
.9

%
2
0
.3

%
2
5
.6

%
2
1
.0

%
2
3
.3

%
2
3
.4

%
3
4
.9

%
〔
７

〕
４

①
4
(　

)日
本

学
生

支
援

機
構

な
ど

の
奨

学
金

（
①

(　
)給

付
）

7
.4

%
2
.8

%
1
0
.9

%
2
.8

%
0
.0

%
1
0
.6

%
1
1
.6

%
〔
７

〕
４

②
4
(　

)日
本

学
生

支
援

機
構

な
ど

の
奨

学
金

（
②

(　
)貸

与
）

2
9
.7

%
1
3
.8

%
4
3
.7

%
1
4
.8

%
1
0
.0

%
4
4
.7

%
4
6
.5

%
〔
７

〕
５

5
(　

)そ
の

他
1
.7

%
2
.3

%
1
.3

%
2
.8

%
0
.0

%
1
.1

%
2
.3

%

夜
間

・
地

方
法

科
大

学
院

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
　

回
答

集
計

一
覧

表
〔
８
〕
　
法
科
大
学
院
か
ら
，
特
別
の
支
援
を
受
け
て
い
ま
す
か
（
複

数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
８

〕
１

1
(　

)法
科

大
学

院
独

自
の

奨
学

金
を

受
け

て
い

る
。

1
6
.9

%
1
6
.6

%
1
7
.2

%
1
7
.6

%
6
.7

%
1
7
.6

%
1
4
.0

%
〔
８

〕
２

2
(　

)法
科

大
学

院
独

自
の

授
業

料
減

免
（
全

免
・
半

免
）
を

受
け

て
い

る
。

3
0
.3

%
2
9
.5

%
3
1
.1

%
2
3
.3

%
6
6
.7

%
3
4
.6

%
2
0
.9

%
〔
８

〕
３

3
(　

)長
期

履
修

制
度

を
活

用
し

て
い

る
。

3
.6

%
6
.5

%
0
.8

%
6
.3

%
3
.3

%
1
.1

%
0
.0

%
〔
８

〕
４

4
(　

)そ
の

他
の

支
援

を
受

け
て

い
る

。
3
.0

%
2
.3

%
2
.9

%
2
.3

%
0
.0

%
1
.6

%
9
.3

%
〔
８

〕
５

5
(　

)何
も

受
け

て
い

な
い

。
5
0
.4

%
5
0
.2

%
5
0
.4

%
5
3
.4

%
3
0
.0

%
4
8
.9

%
5
5
.8

%
〔
９
〕
　
現
在
の
法
曹
や
法
曹
養
成
制
度
の
状
況
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
思
い
ま
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
９

〕
１

1
(　

)現
在

の
ま

ま
で

よ
い

。
6
.6

%
8
.3

%
4
.2

%
8
.0

%
6
.7

%
5
.3

%
0
.0

%

〔
９

〕
２

2
(　

)適
性

試
験

の
工

夫
な

ど
入

学
ま

で
の

負
担

を
軽

減
し

，
機

会
を

増
や

す
こ

と
が

望
ま

し
い

。
1
6
.7

%
2
1
.7

%
1
1
.8

%
2
6
.1

%
3
.3

%
1
2
.2

%
1
1
.6

%

〔
９

〕
３

3
(　

)法
科

大
学

院
の

授
業

料
を

他
の

学
部

レ
ベ

ル
に

安
く
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
4
9
.4

%
4
4
.7

%
5
4
.2

%
4
9
.4

%
2
0
.0

%
5
9
.0

%
3
7
.2

%
〔
９

〕
４

4
(　

)司
法

修
習

に
経

済
的

な
支

援
を

手
厚

く
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
5
7
.6

%
5
3
.0

%
6
1
.8

%
5
4
.0

%
5
0
.0

%
6
4
.4

%
5
3
.5

%
〔
９

〕
５

5
(　

)法
科

大
学

院
の

教
育

体
制

を
一

層
充

実
さ

せ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

3
7
.5

%
3
5
.5

%
4
0
.8

%
3
5
.2

%
4
3
.3

%
3
8
.3

%
5
1
.2

%

〔
９

〕
６

6
(　

)法
曹

や
修

了
生

の
職

域
が

企
業

や
公

務
員

な
ど

に
さ

ら
に

広
が

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
4
0
.7

%
3
7
.8

%
4
2
.0

%
3
4
.7

%
5
6
.7

%
3
9
.4

%
5
8
.1

%

〔
９

〕
７

7
(　

)司
法

過
疎

地
な

ど
で

活
動

す
る

法
曹

を
手

厚
く
支

援
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
2
1
.2

%
1
8
.0

%
2
4
.4

%
1
9
.9

%
1
0
.0

%
2
5
.5

%
2
3
.3

%

〔
９

〕
８

8
(　

)法
科

大
学

院
は

，
司

法
修

習
や

法
曹

の
リ

カ
レ

ン
ト

の
た

め
の

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
な

ど
の

実
施

に
取

り
組

む
こ

と
が

望
ま

し
い

。
1
0
.2

%
1
1
.5

%
9
.2

%
1
1
.9

%
1
3
.3

%
7
.4

%
1
4
.0

%

〔
９

〕
９

9
(　

)そ
の

他
1
1
.2

%
1
4
.7

%
8
.8

%
1
3
.1

%
2
3
.3

%
5
.9

%
1
6
.3

%
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【
夜

間
法

科
大

学
院

の
み

へ
の

質
問

】
〔
２
１
〕
　
法
科
大
学
院
に
通
う
に
あ
た
っ
て
、
仕
事
は
辞
め
ま
し
た

か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
２

１
〕
１

1
(　

)辞
め

て
い

な
い

2
7
.8

%
6
0
.4

%
0
.0

%
6
1
.9

%
4
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

１
〕
２

2
(　

)入
学

時
に

辞
め

た
3
.0

%
6
.5

%
0
.0

%
5
.7

%
1
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

１
〕
３

3
(　

)在
学

中
に

辞
め

た
（
何

年
目

で
す

か
⇒

　
　

　
年

目
：
理

由
は

？
4
.4

%
9
.7

%
0
.0

%
9
.7

%
1
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

１
〕
３

年
目

4
.0

%
8
.8

%
0
.0

%
8
.5

%
1
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

１
〕
３

理
由

3
.4

%
7
.4

%
0
.0

%
7
.4

%
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

１
〕
４

4
(　

)仕
事

は
し

て
い

な
か

っ
た

1
0
.0

%
2
1
.7

%
0
.0

%
2
0
.5

%
3
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

１
〕
５

5
(　

)そ
の

他
1
.1

%
1
.8

%
0
.4

%
1
.7

%
3
.3

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
２
２
〕
　
仕
事
、
勉
強
、
家
庭
等
の
両
立
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し

ま
し
た
か
（
複
数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
２

２
〕
１

1
(　

)職
場

に
話

し
て

、
定

時
に

帰
れ

る
よ

う
理

解
を

得
た

。
1
3
.8

%
2
9
.5

%
0
.4

%
2
9
.5

%
2
6
.7

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
２

２
〕
２

2
(　

)早
朝

に
出

勤
し

て
、

定
時

で
帰

れ
る

よ
う

に
し

た
。

8
.3

%
1
8
.0

%
0
.0

%
1
7
.0

%
2
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

２
〕
３

3
(　

)そ
の

他
1
6
.5

%
3
5
.9

%
0
.0

%
3
5
.8

%
3
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%

〔
２
３
〕
　
社
会
人
が
仕
事
と
勉
強
を
両
立
す
る
た
め
の
法
科
大
学
院

側
の
サ
ポ
ー
ト
で
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
を
利
用
し
ま
し
た

か
（
複
数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
２

３
〕
１

1
(　

)長
期

履
修

制
度

（
　

　
年

）
8
.7

%
1
8
.9

%
0
.0

%
1
9
.9

%
1
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

３
〕
１

「
年

」
 年

6
.4

%
1
3
.8

%
0
.0

%
1
4
.8

%
1
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

３
〕
２

2
(　

)サ
テ

ラ
イ

ト
・
キ

ャ
ン

パ
ス

7
.0

%
1
5
.2

%
0
.0

%
1
5
.9

%
1
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

３
〕
３

3
(　

)講
義

の
ビ

デ
オ

録
画

9
.1

%
1
9
.8

%
0
.0

%
1
9
.3

%
2
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

３
〕
４

4
(　

)そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
5
.9

%
1
2
.9

%
0
.0

%
1
3
.6

%
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２
４
〕
　
就
職
の
希
望
（
合
格
者
の
方
は
就
職
し
た
職
場
）
に
つ
い

て
お
答
え
下
さ
い
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
２

４
〕
１

1
(　

)法
律

事
務

所
2
5
.2

%
5
4
.4

%
0
.4

%
5
2
.3

%
6
6
.7

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
２

４
〕
２

2
(　

)即
独

4
.9

%
1
0
.6

%
0
.0

%
1
1
.4

%
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

４
〕
３

3
(　

)以
前

の
職

場
5
.9

%
1
2
.9

%
0
.0

%
1
4
.2

%
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

４
〕
４

4
(　

)以
前

の
職

場
以

外
の

企
業

3
.4

%
7
.4

%
0
.0

%
7
.4

%
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

４
〕
５

5
(　

)そ
の

他
4
.0

%
8
.8

%
0
.0

%
9
.7

%
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%

〔
２
５
〕
　
法
曹
に
な
っ
た
と
き
，
法
科
大
学
院
進
学
以
前
の
職
能
や

専
門
分
野
を
踏
ま
え
た
活
動
（
仕
事
）
を
す
る
見
込
み
で
す
か
（
／
し

て
い
ま
す
か
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
２

５
〕
１

は
い

2
5
.6

%
5
5
.3

%
0
.4

%
5
6
.3

%
5
0
.0

%
0
.5

%
0
.0

%
〔
２

５
〕
２

い
い

え
1
7
.6

%
3
7
.8

%
0
.4

%
3
5
.8

%
4
6
.7

%
0
.5

%
0
.0

%

〔
２

５
－

１
〕
１

　
〔
２
５
－
１
〕
　
「
①
は
い
」
を
選
ん
だ
方
は
，
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
活
動
（
仕
事
）
で
す
か
。

1
7
.6

%
3
7
.8

%
0
.4

%
3
7
.5

%
4
3
.3

%
0
.5

%
0
.0

%

〔
２
６
〕
　
夜
間
の
法
科
大
学
院
で
学
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は

な
ん
で
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
２

６
〕
１

1
(　

)仕
事

を
辞

め
ず

に
す

む
こ

と
。

2
8
.6

%
6
2
.2

%
0
.0

%
6
1
.9

%
5
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

６
〕
２

2
(　

)勤
務

先
や

家
族

に
大

き
な

負
担

を
か

け
ず

に
す

む
こ

と
。

1
1
.0

%
2
4
.0

%
0
.0

%
2
2
.7

%
3
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

６
〕
３

3
(　

)他
の

社
会

人
の

学
生

と
い

っ
し

ょ
に

勉
強

で
き

る
こ

と
。

2
1
.6

%
4
7
.0

%
0
.0

%
4
6
.6

%
5
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

６
〕
４

4
(　

)社
会

人
経

験
の

な
い

学
生

と
い

っ
し

ょ
に

勉
強

で
き

る
こ

と
。

6
.6

%
1
4
.3

%
0
.0

%
1
4
.8

%
1
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

６
〕
５

5
(　

)仕
事

と
勉

強
が

補
完

し
合

っ
て

，
仕

事
や

勉
強

そ
れ

ぞ
れ

の
理

解
が

深
ま

る
1
0
.8

%
2
3
.5

%
0
.0

%
2
1
.6

%
2
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

６
〕
６

6
(　

)仕
事

が
継

続
で

き
る

の
で

，
合

格
し

な
か

っ
た

と
き

の
リ

ス
ク

を
回

避
で

き
る

こ
1
2
.1

%
2
6
.3

%
0
.0

%
2
5
.6

%
2
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２

６
〕
７

7
(　

)そ
の

他
2
.5

%
5
.5

%
0
.0

%
5
.7

%
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
〔
２
７
〕
　
あ
な
た
の
考
え
る
，
夜
間
法
科
大
学
院
の
存
在
意
義
は
な

ん
で
す
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
２

７
〕

2
7
.8

%
5
9
.9

%
0
.0

%
5
6
.8

%
7
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%

【
地

方
法

科
大

学
院

の
み

へ
の

質
問

】
〔
３
１
〕
　
地
方
の
法
科
大
学
院
な
ら
で
は
の
特
色
の
あ
る
取
組
み
，

講
義
な
ど
が
あ
り
ま
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

１
〕
１

1
(

)司
法

過
疎

地
な

ど
で

の
社

会
貢

献
を

踏
ま

え
た

法
律

相
談

活
動

を
行

っ
て

い
る

。
2
7
.1

%
0
.5

%
5
2
.9

%
0
.6

%
0
.0

%
4
8
.4

%
6
9
.8

%

〔
３

１
〕
１

記
述

　
　

　
地

域
名

な
ど

1
5
.7

%
0
.0

%
3
1
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
2
7
.1

%
5
1
.2

%
〔
３

１
〕
２

2
(　

)遠
隔

地
に

あ
る

大
学

と
の

連
携

講
義

が
行

わ
れ

て
い

る
。

1
6
.1

%
0
.0

%
3
1
.9

%
0
.0

%
0
.0

%
3
1
.4

%
3
2
.6

%
〔
３

１
〕
２

記
述

　
　

　
科

目
名

な
ど

8
.9

%
0
.0

%
1
7
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
1
6
.0

%
2
5
.6

%
〔
３

１
〕
３

3
(　

)そ
の

他
5
.5

%
0
.5

%
9
.7

%
0
.6

%
0
.0

%
1
0
.6

%
7
.0

%
〔
３

１
〕
３

8
.3

%
0
.0

%
1
6
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
1
6
.5

%
1
8
.6

%
〔
３
１
－
１
〕

地
方
な
ら
で
は
の
取
組
み
に
つ
い
て
，
参
加
・
受

講
し
ま
し
た
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

１
－

１
〕
１

①
し

た
1
7
.4

%
0
.0

%
3
3
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
2
9
.3

%
4
8
.8

%
〔
３

１
－

１
〕
２

②
す

る
予

定
1
1
.4

%
1
.4

%
2
1
.0

%
1
.7

%
0
.0

%
2
5
.0

%
4
.7

%
〔
３

１
－

１
〕
３

③
し

な
い

予
定

1
0
.8

%
0
.0

%
2
1
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
0
.2

%
2
3
.3

%
〔
３
１
－
２
〕

「
①
し
た
」
を
選
ん
だ
方
は
，
参
加
・
受
講
し
て

よ
か
っ
た
で
す
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

１
－

２
〕
１

①
よ

か
っ

た
1
3
.3

%
0
.0

%
2
6
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
2
4
.5

%
3
4
.9

%
〔
３

１
－

２
〕
２

②
そ

の
他

5
.3

%
0
.0

%
1
0
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
8
.0

%
2
0
.9

%

〔
３

１
－

３
〕

〔
３
１
－
３
〕

「
①
よ
か
っ
た
」
を
選
ん
だ
方
は
，
ど
の
よ
う
な

点
が
よ
か
っ
た
で
す
か
。

1
9
.1

%
2
.3

%
3
4
.0

%
2
.3

%
0
.0

%
3
1
.9

%
4
4
.2

%

〔
３
２
〕

地
元
の
弁
護
士
や
弁
護
士
会
か
ら
ど
の
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト

が
あ
り
ま
す
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

２
〕
１

1
(　

)教
員

と
し

て
授

業
を

担
当

し
て

い
る

。
4
5
.3

%
2
.3

%
8
6
.1

%
2
.3

%
0
.0

%
8
5
.6

%
8
8
.4

%

〔
３

２
〕
２

2
(　

)チ
ュ

ー
タ

ー
（
ｱ

ｶ
ﾃ
ﾞﾐ

ｯ
ｸ
ｱ

ﾄﾞ
ﾊ

ﾞｲ
ｻ

ﾞｰ
や

ﾃ
ｨｰ

ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞｱ

ｼ
ｽ

ﾀ
ﾝ
ﾄな

ど
）
と

し
て

支
援

し
て

い
る

。
3
7
.3

%
0
.9

%
7
2
.7

%
1
.1

%
0
.0

%
7
3
.4

%
6
7
.4

%

〔
３

２
〕
３

3
(　

)課
外

で
答

案
作

成
指

導
（
起

案
指

導
・
答

案
練

習
会

）
を

し
て

い
る

。
3
6
.0

%
1
.4

%
6
9
.3

%
1
.7

%
0
.0

%
6
4
.9

%
9
0
.7

%
〔
３

２
〕
４

4
(　

)エ
ク

ス
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
を

受
け

入
れ

指
導

し
て

い
る

。
2
9
.7

%
0
.5

%
5
8
.0

%
0
.6

%
0
.0

%
5
5
.3

%
6
7
.4

%
〔
３

２
〕
５

5
(　

)リ
ー

ガ
ル

ク
リ

ニ
ッ

ク
（
法

律
相

談
）
で

指
導

を
し

て
い

る
。

2
0
.1

%
0
.0

%
3
9
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
3
7
.8

%
4
1
.9

%
〔
３

２
〕
６

そ
の

他
6
(　

)そ
の

他
8
.9

%
0
.9

%
1
5
.5

%
1
.1

%
0
.0

%
1
5
.4

%
1
8
.6

%
　
〔
３
２
－
１
〕
　
地
元
の
弁
護
士
や
弁
護
士
会
の
サ
ポ
ー
ト
を
活
用

し
て
い
ま
す
か
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

２
－

１
〕
１

①
し

た
2
6
.3

%
0
.5

%
5
1
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
5
0
.5

%
5
5
.8

%
〔
３

２
－

１
〕
２

②
す

る
予

定
9
.7

%
0
.9

%
1
8
.1

%
1
.1

%
0
.0

%
2
0
.2

%
7
.0

%
〔
３

２
－

１
〕
３

③
し

な
い

予
定

8
.5

%
2
.3

%
1
3
.4

%
2
.3

%
0
.0

%
1
3
.3

%
1
4
.0

%
〔
３
３
〕
　
地
方
の
法
科
大
学
院
で
学
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は

な
ん
で
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

３
〕
１

1
(　

)地
元

を
離

れ
ず

に
勉

強
で

き
る

こ
と

。
2
7
.8

%
1
.4

%
5
2
.5

%
1
.1

%
0
.0

%
5
4
.3

%
5
1
.2

%
〔
３

３
〕
２

2
(　

)地
元

の
実

務
家

の
指

導
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

2
3
.1

%
0
.5

%
4
5
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
4
4
.7

%
5
3
.5

%
〔
３

３
〕
３

3
(　

)地
域

事
情

を
感

じ
な

が
ら

勉
強

で
き

る
こ

と
。

1
7
.2

%
0
.0

%
3
4
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
3
4
.6

%
3
0
.2

%
〔
３

３
〕
４

4
(　

)地
方

な
ら

で
は

の
科

目
な

ど
を

履
修

で
き

る
こ

と
。

6
.8

%
0
.0

%
1
3
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
1
4
.4

%
1
1
.6

%
〔
３

３
〕
５

5
(　

)地
域

貢
献

を
し

な
が

ら
勉

強
で

き
る

こ
と

。
6
.6

%
0
.5

%
1
2
.6

%
0
.6

%
0
.0

%
1
2
.2

%
1
4
.0

%
〔
３

３
〕
６

そ
の

他
6
(　

)そ
の

他
1
1
.7

%
0
.9

%
2
0
.6

%
0
.6

%
0
.0

%
1
6
.5

%
3
9
.5

%
〔
３
４
〕
　
就
職
希
望
や
現
在
の
活
動
地
域
に
つ
い
て
お
応
え
下
さ
い

（
複
数
回
答
可
）
。

全
体

夜
間

地
方

夜
間

在
校

生
夜

間
修

了
生

地
方

在
校

生
地

方
修

了
生

〔
３

４
〕
１

1
(　

)出
身

地
や

実
家

な
ど

家
族

的
地

縁
の

あ
る

地
域

2
5
.0

%
0
.0

%
4
9
.2

%
0
.0

%
0
.0

%
4
6
.8

%
6
2
.8

%
〔
３

４
〕
２

2
(　

)出
身

法
科

大
学

院
の

あ
る

地
域

1
6
.7

%
0
.5

%
3
2
.8

%
0
.6

%
0
.0

%
3
0
.3

%
4
1
.9

%
〔
３

４
〕
３

3
(　

)司
法

修
習

地
5
.1

%
0
.0

%
9
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
8
.0

%
1
4
.0

%
〔
３

４
〕
４

4
(　

)司
法

過
疎

地
域

6
.6

%
0
.0

%
1
2
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
1
2
.2

%
1
4
.0

%
〔
３

４
〕
５

5
(　

)勤
務

先
に

命
じ

ら
れ

た
地

域
5
.5

%
0
.9

%
9
.7

%
0
.6

%
0
.0

%
9
.6

%
7
.0

%
〔
３

４
〕
６

6
(　

)東
京

、
大

阪
、

名
古

屋
等

の
大

都
市

圏
4
.7

%
0
.0

%
8
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
8
.5

%
4
.7

%
〔
３

４
〕
７

7
(　

)そ
の

他
の

地
域

1
.9

%
0
.5

%
3
.4

%
0
.6

%
0
.0

%
3
.7

%
0
.0

%
〔
３

４
〕
８

8
(　

)裁
判

官
任

官
1
.7

%
0
.0

%
3
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
3
.7

%
0
.0

%
〔
３

４
〕
９

9
(　

)検
察

官
任

官
2
.8

%
0
.0

%
5
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
5
.9

%
2
.3

%
〔
３

４
〕
１

０
そ

の
他

1
0
(　

)そ
の

他
7
.0

%
1
.4

%
1
1
.8

%
1
.7

%
0
.0

%
1
1
.2

%
1
6
.3

%

〔
３

５
〕

〔
３
５
〕
　
あ
な
た
の
考
え
る
，
地
方
に
法
科
大
学
院
が
存
在
す
る
こ

と
の
意
義
は
な
ん
で
す
か
。

1
6
.1

%
0
.0

%
3
1
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
2
7
.1

%
4
8
.8

%
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地
方
/
夜
間
在
学
/
修
了
　
〔
２
５
－
１
〕
　
法
曹
に
な
っ
た
と
き
，
法
科
大
学
院
進
学
以
前
の
職
能
や
専
門
分
野
を
踏
ま
え
た

活
動
（
仕
事
）
を
す
る
予
定
で
す
か
に
「
①
は
い
」
を
選
ん
だ
方
は
，
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
活
動

（
仕
事
）
で
す
か
。

夜
間

在
学
生

中
国
と
の
渉
外
ビ
ジ
ネ
ス

夜
間

在
学
生

法
曹
関
係

夜
間

在
学
生

知
財
関
連
の
仕
事

夜
間

在
学
生

登
記
，
簡
裁
代
理
，
成
年
後
見
等
に
関
す
る
業
務
を
一
層
発
展
さ
せ
る
。

夜
間

在
学
生

企
業
法
務

夜
間

在
学
生

イ
ン
ハ
ウ
ス
ロ
イ
ヤ
ー

夜
間

在
学
生

行
政
処
分
に
対
す
る
救
済
を
求
め
る
活
動
を
支
援
し
て
い
き
た
い
。

夜
間

在
学
生

外
国
語
を
使
い
、
多
国
籍
な
社
員
と
と
も
に
就
業
し
て
い
る
現
在
の
経
験
を
生
か
し
た
い
。

夜
間

在
学
生

知
財
を
中
心
と
し
た
技
術
法
務

夜
間

在
学
生

企
業
法
務
専
門
の
事
務
所
に
入
る
。

夜
間

在
学
生

金
融
関
係
(資
金
調
達
，
金
融
商
品
開
発
)

夜
間

在
学
生

進
学
以
前
も
法
律
事
務
所
に
勤
務

夜
間

在
学
生

企
業
法
務

夜
間

在
学
生

農
業
，
生
物
，
特
許
会
社
設
立

夜
間

在
学
生

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

夜
間

在
学
生

金
融

夜
間

在
学
生

医
療
系
の
仕
事

夜
間

在
学
生

自
治
体
法
務

夜
間

在
学
生

金
融
関
係
の
知
識
を
生
か
す

夜
間

在
学
生

公
務
員
関
係
の
仕
事

夜
間

在
学
生

企
業
法
務

夜
間

在
学
生

消
費
者
運
動
等

夜
間

在
学
生

相
談
業
務
・
契
約
業
務

夜
間

在
学
生

企
業
法
務
専
門
弁
護
士

夜
間

在
学
生

医
療
過
誤
訴
訟

夜
間

在
学
生

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

夜
間

在
学
生

出
版
関
係

夜
間

在
学
生

顧
問
弁
護
士

夜
間

在
学
生

税
理
士
と
の
共
同
業
務
　
e
tc
.

夜
間

在
学
生

自
身
の
専
門
分
野
（
国
際
協
力
）
関
係

夜
間

在
学
生

企
業
法
務

夜
間

在
学
生

会
計
（
金
融
）
と
関
連
し
た
も
の

夜
間

在
学
生

労
務
分
野

夜
間

在
学
生

ア
ジ
ア
法
関
連

夜
間

在
学
生

金
融
専
門
の
弁
護
士
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す

夜
間

在
学
生

現
在
の
勤
務
先
で
よ
り
高
度
な
仕
事
を
し
た
い

夜
間

在
学
生

医
師

夜
間

在
学
生

母
校
の
た
め
に
、
い
か
に
貢
献
す
る
か

夜
間

在
学
生

登
記
関
係

夜
間

在
学
生

福
祉
、
健
康

夜
間

在
学
生

組
合
折
衝
等
の
サ
ポ
ー
ト
、
技
術
分
野

夜
間

在
学
生

消
費
者
救
済

夜
間

在
学
生

税
務
、
会
計

夜
間

在
学
生

司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
弁
護
士
の
職
域
が
で
き
る
ト
ー
タ
ル
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス

夜
間

在
学
生

労
働
問
題

夜
間

在
学
生

医
療
分
野
、
行
政
分
野
で
の
法
的
知
識
の
活
用

夜
間

在
学
生

弁
理
士
業

夜
間

在
学
生

重
な
る
領
域
に
つ
い
て
職
域
を
広
げ
る

夜
間

在
学
生

自
分
が
理
系
で
あ
る
こ
と
を
活
か
し
た
仕
事

夜
間

在
学
生

企
業
法
務

夜
間

在
学
生

特
許
弁
護
士

夜
間

在
学
生

プ
ロ
ア
ス
リ
ー
ト
の
代
理
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

夜
間

在
学
生

企
業
年
金
の
法
的
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

夜
間

在
学
生

会
計
士
と
の
共
同
に
よ
る
法
務
サ
ー
ビ
ス

夜
間

在
学
生

金
融
機
関
で
の
仕
事
を
希
望

夜
間

在
学
生

法
務
関
連

夜
間

在
学
生

金
融
、
企
業
法
務

夜
間

在
学
生

社
内
法
務

夜
間

在
学
生

現
在
と
同
じ

夜
間

在
学
生

特
許
関
係

夜
間

在
学
生

知
的
財
産
分
野
に
進
め
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

夜
間

在
学
生

弁
護
士

夜
間

在
学
生

自
治
体
内
の
訴
訟
予
防
法
務
事
務

夜
間

在
学
生

金
融
（
銀
行
・
証
券
取
引
）

夜
間

修
了
生

中
小
企
業
と
密
着
し
た
法
曹

夜
間

修
了
生

会
計
・
税
務
の
素
養
を
生
か
す

夜
間

修
了
生

特
許
関
係

夜
間

修
了
生

以
前
の
仕
事
が
好
き
だ
か
ら

夜
間

修
了
生

金
融
機
関
を
中
心
と
し
た
企
業
法
務

夜
間

修
了
生

金
融
系
の
業
務
を
中
心
と
し
た
仕
事

夜
間

修
了
生

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
契
約
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
、
N
P
O
支
援
そ
の
他

夜
間

修
了
生

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
労
使
関
係
に
つ
い
て
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

夜
間

修
了
生

事
業
経
営
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

夜
間

修
了
生

企
業
法
務
、
渉
外
事
件

夜
間

修
了
生

所
管
業
種
に
お
け
る
企
業
法
務
、
予
防
法
務

企
業
法
務
を
担
当
す
る

夜
間

法
律
事
務

夜
間

知
財
系
を
専
門
（
得
意
分
野
）
と
す
る
弁
護
士
と
し
て
活
動
し
た
い

地
方
/
夜
間
在
学
/
修
了
〔
２
７
〕
　
あ
な
た
の
考
え
る
，
夜
間
法
科
大
学
院
の
存
在
意
義
は
な
ん
で
す
か
。

夜
間

在
学
生

既
に
専
門
性
を
有
す
る
人
材
が
、
更
に
法
曹
資
格
を
得
ら
れ
る
と
い
う
場
所
。

夜
間

在
学
生

多
様
な
人
材
を
法
曹
に
、
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
合
致
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
両
立
は
大
変
で
す
が
、
今
後

も
是
非
継
続
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
が
活
用
で
き
る
ほ
ぼ
唯
一
の
法
曹
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
。
(予
備
試
験
は
現
実
的
で
な

夜
間

在
学
生

現
在
の
司
法
試
験
制
度
で
不
可
欠
。
な
ぜ
な
ら
社
会
人
に
法
曹
の
途
を
開
く
た
め
。

夜
間

在
学
生

夜
間
・
昼
間
と
い
う
区
切
り
よ
り
も
、
講
義
の
質
を
よ
く
し
て
ほ
し
い
。
特
に
自
分
の
大
学
院
の
民
事
実
務
基

礎
の
授
業
は
ひ
ど
い
。
一
度
見
学
し
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
単
に
雑
誌
を
話
し
続
け
て
い
る
。
大

学
院
の
授
業
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
主
張
し
た
が
、
何
ら
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿
っ
て

講
義
し
て
い
る
先
生
方
は
少
な
く
、
一
人
で
勉
強
し
て
い
た
旧
司
法
試
験
の
時
の
方
が
充
実
し
て
い
た
。
高

額
な
お
金
を
払
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
費
用
対
効
果
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
す
ぎ
る
。
学
生
に
経
済
的

負
担
を
強
い
る
。
勉
強
上
で
余
計
な
気
を
使
う
こ
と
に
な
る
。
司
法
試
験
に
合
格
す
る
た
め
に
入
学
し
た
が
、

な
ぜ
受
験
指
導
し
て
は
い
け
な
い
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
受
験
資
格
を
得
る
た
め
に
高
額
な
お
金
と
試
験
に

直
結
し
な
い
無
意
味
な
授
業
、
合
格
者
数
の
減
少
。
法
科
大
学
院
は
廃
止
し
て
、
旧
試
験
制
度
に
戻
す
べ

き
で
あ
る
。
予
備
試
験
を
設
け
て
い
る
こ
と
自
体
、
法
科
大
学
院
の
存
在
意
義
を
否
定
し
て
い
る
と
思
う
。
中

途
半
端
。
教
師
の
質
は
、
小
中
高
の
先
生
の
方
が
は
っ
き
り
言
っ
て
上
で
あ
る
と
思
う
。
理
論
と
実
務
の
架

け
橋
も
で
き
て
い
な
い
。
合
格
後
一
年
の
修
習
で
実
践
的
な
仕
事
が
で
き
る
の
か
、
法
曹
倫
理
を
ど
れ
だ
け

意
識
し
て
行
動
で
き
る
か
、
不
安
ば
か
り
で
す
。
法
曹
人
口
の
増
加
が
目
的
な
ら
、
な
ぜ
旧
試
験
の
合
格
者

の
人
数
を
増
す
と
い
う
制
度
に
し
な
い
の
か
？
結
局
ア
メ
リ
カ
の
ま
ね
で
は
い
け
な
い
の
だ
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
経
験
の
な
い
学
生
が
、
社
会
人
経
験
の
あ
る
学
生
の
方
と
一
緒
に
勉
強
で
き
る
こ
と
は
、
と
て
も
刺

激
に
な
り
ま
す
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
が
学
び
た
い
と
思
っ
た
時
の
唯
一
の
方
法

夜
間

在
学
生

仕
事
と
の
両
立
。
多
く
の
社
会
人
に
と
っ
て
、
夜
間
法
科
大
学
院
が
な
け
れ
ば
法
曹
を
目
指
す
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

夜
間

在
学
生

仕
事
を
辞
め
ず
に
通
え
る
こ
と
の
み
。

夜
間

在
学
生

自
分
の
夢
を
叶
え
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
仕
事
を
続
け
な
が
ら
、
自
ら
の
収
入
の
確
保
を

し
つ
つ
、
確
実
に
法
曹
に
な
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
教
育
機
関
で
あ
る
。

夜
間

在
学
生

現
在
の
キ
ャ
リ
ア
を
生
か
し
て
、
法
曹
を
目
指
せ
る
制
度
は
必
要
。
人
生
の
選
択
を
2
0
代
前
半
で
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
現
状
を
打
破
す
る
手
段
で
あ
る
。
経
済
的
事
情
等
に
よ
り
、
働
き
な
が
ら
で
な
く
て
は
ど
う

し
て
も
大
学
院
に
通
え
な
い
者
も
い
る
。

夜
間

在
学
生

働
き
な
が
ら
予
備
試
験
を
経
ず
に
受
験
資
格
を
取
得
で
き
る
。

夜
間

在
学
生

自
分
の
ペ
ー
ス
で
勉
強
で
き
る
。

夜
間

在
学
生

さ
ま
ざ
ま
な
職
業
経
験
を
活
か
し
て
、
専
門
的
な
、
あ
る
い
は
特
定
分
野
に
強
み
を
持
っ
た
特
色
の
あ
る
法

曹
を
育
成
す
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

多
様
な
人
材
が
法
曹
資
格
を
得
て
、
社
会
で
活
躍
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
存
在
と
考
え
ま
す
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
で
あ
っ
て
も
進
学
の
門
が
開
か
れ
て
い
る
と
思
え
た
点
。
自
分
は
退
職
し
て
し
ま
っ
た
し
、
両
立
は

本
当
に
大
変
だ
と
思
う
が
、
進
路
を
決
め
る
(法
曹
を
目
指
す
)際
に
夜
間
の
大
学
院
が
あ
る
こ
と
は
大
き
な

後
押
し
だ
っ
た
。

夜
間

在
学
生

旧
司
法
試
験
制
度
が
な
く
な
っ
た
中
、
社
会
人
が
唯
一
法
曹
を
目
指
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
場
で
あ
る
こ
と
。

し
か
し
私
の
よ
う
に
職
場
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
に
、
在
職
し
続
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
ご
く
一
部

の
恵
ま
れ
た
人
間
し
か
進
学
で
き
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
。

夜
間

在
学
生

現
在
、
司
法
試
験
の
合
格
率
が
低
迷
し
て
る
中
、
会
社
を
辞
め
ず
リ
ス
ク
を
抑
え
て
勉
強
で
き
る
点
。
社
会

人
経
験
の
な
い
学
生
の
立
場
か
ら
は
、
社
会
経
験
の
あ
る
方
々
と
学
べ
る
点
で
試
験
以
外
の
勉
強
に
も
な

る
。
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夜
間

在
学
生

広
い
機
会
の
提
供

夜
間

在
学
生

多
様
性

夜
間

在
学
生

幅
広
い
人
材
を
確
保
で
き
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

昼
の
学
生
は
、
夜
間
の
社
会
人
の
存
在
が
と
て
も
い
い
刺
激
と
な
っ
て
い
ま
す
。
フ
ル
タ
イ
ム
で
勤
め
た
後
、

夜
遅
く
ま
で
勉
強
し
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
「
時
間
が
な
い
」
と
い
う
言
い
訳
は
で
き
ま
せ
ん
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
に
も
法
曹
の
道
を
開
く
こ
と
。

夜
間

在
学
生

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
験
を
有
し
て
い
人
た
ち
が
目
標
に
向
か
っ
て
切
磋
琢
磨
す
る
場
所
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
に
と
っ
て
の
法
曹
を
目
指
す
機
会
の
確
保
の
場
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
に
対
す
る
門
戸
を
広
げ
る
場
所
と
考
え
ま
す
。

夜
間

在
学
生

自
己
決
定
で
き
る
部
分
が
残
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

夜
間

在
学
生

司
法
試
験
の
受
験
機
会
の
公
平
性
の
確
保
の
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
。

夜
間

在
学
生

短
時
間
で
の
合
理
的
学
習

夜
間

在
学
生

・
有
職
社
会
人
が
法
曹
を
目
指
す
唯
一
の
手
段
で
あ
る
。

・
法
律
の
実
務
的
専
門
知
識
を
取
得
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
。

夜
間

在
学
生

経
済
的
負
担
の
軽
減

夜
間

在
学
生

社
会
人
に
と
っ
て
重
要
な
学
習
の
場

夜
間

在
学
生

仕
事
を
継
続
し
な
が
ら
通
学
で
き
る
こ
と

夜
間

在
学
生

社
会
人
が
専
門
的
な
法
学
教
育
を
受
け
る
唯
一
と
も
言
え
る
場

夜
間

在
学
生

有
職
の
ま
ま
、
学
べ
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

仕
事
を
し
な
が
ら
勉
強
が
で
き
る
こ
と

夜
間

在
学
生

自
己
資
金
で
勉
学
出
来
る
こ
と

夜
間

在
学
生

多
様
な
法
律
家
の
確
保

夜
間

在
学
生

特
に
な
し

夜
間

在
学
生

仕
事
を
し
て
い
る
人
の
支
援

夜
間

在
学
生

社
会
人
の
為
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す

夜
間

在
学
生

有
職
者
の
利
益

夜
間

在
学
生

法
曹
の
多
様
化

夜
間

在
学
生

社
会
人
や
他
学
部
出
身
者
と
い
っ
た
多
様
な
法
曹
が
参
入
し
や
す
く
す
る
た
め

夜
間

在
学
生

社
会
経
験
を
有
す
る
世
の
中
に
迎
合
さ
れ
や
す
い
法
曹
人
の
育
成

夜
間

在
学
生

仕
事
と
の
両
立

夜
間

在
学
生

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
　
・
仕
事
を
し
な
が
ら
、
法
律
の
勉
強
が
で
き
る

夜
間

在
学
生

可
能
性
を
追
求
す
る
手
段
と
し
て
の
重
要
性

夜
間

在
学
生

社
会
人
が
法
曹
に
な
る
道
を
確
保
し
て
く
れ
る
存
在

夜
間

在
学
生

専
門
的
法
律
の
授
業

夜
間

在
学
生

1
7
:0
0
の
定
時
に
帰
れ
る
人
は
公
務
員
の
一
部
な
ど
、
社
会
人
の
ご
く
少
数
の
人
に
す
ぎ
な
い
。
普
通
に
働

い
て
い
る
人
（
残
業
も
週
数
日
あ
る
等
）
が
、
通
え
る
よ
う
な
体
制
に
す
る
こ
と
が
、
夜
間
法
科
大
学
院
の
存

在
意
義
で
あ
り
、
今
の
体
制
は
そ
れ
を
満
た
し
て
い
る
と
は
と
て
も
い
い
が
た
い
。
E
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
活
用
な

ど
、
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
な
の
に
全
く
し
て
い
な
い
。

夜
間

在
学
生

時
間
の
都
合
が
つ
き
や
す
い

夜
間

在
学
生

仕
事
を
し
な
が
ら
受
験
資
格
の
取
得

夜
間

在
学
生

便
利
、
や
む
を
え
な
い

夜
間

在
学
生

勤
労
学
生
の
受
け
皿

夜
間

在
学
生

働
き
な
が
ら
通
学
で
き
る
こ
と

夜
間

在
学
生

教
員
が
夜
間
も
講
義
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
質
問
で
き
て
、
便
利
で
あ
る
。
仕
事
を
辞
め
な
く
て
も
通
学

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

夜
間

在
学
生

仕
事
を
識
る
か
ら
法
曹
に
な
れ
る

夜
間

在
学
生

昼
夜
講
義
は
大
学
に
と
っ
て
も
大
き
な
負
担
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
い
っ
そ
の
こ
と
、
夜
間
専
門
に
す
る
案

は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
昼
間
の
学
生
で
も
、
夜
や
休
日
に
受
講
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
夜

に
一
本
化
・
充
実
さ
せ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
夜
・
休
日
の
講
義
を
受
け
や
す
く
す
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
の
学

生
が
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
社
会
人
経
験
を
し
て
い
る
人
が
法
曹
と
な
る
こ
と
は
、
大

変
有
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
社
会
人
を
多
く
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
夜
間
の
学
校
を
充
実
さ
せ

て
ほ
し
い
で
す
。

夜
間

在
学
生

様
々
の
事
情
で
、
法
科
大
学
院
に
通
え
な
い
（
昼
）
人
の
た
め
に
、
夜
間
の
道
は
残
す
必
要
が
あ
る
。
「
予
備

試
験
制
度
が
あ
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
閉
ざ
す
こ
と
は
、
法
律
家
へ
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限

す
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
、
私
の
よ
う
な
社
会
人
に
と
っ
て
も
存
在
意
義
は
あ
り
ま
す
。

夜
間

在
学
生

社
会
経
験
を
有
す
る
人
材
を
幅
広
く
受
け
入
れ
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

様
々
な
知
識
・
経
験
を
持
っ
た
法
曹
を
生
む
と
い
う
法
科
大
学
院
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
が
司
法
試
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

仕
事
を
継
続
し
な
が
ら
、
司
法
試
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

識
る
楽
し
み
、
学
ぶ
喜
び
を
通
し
て
、
イ
キ
イ
キ
ワ
ク
ワ
ク
生
き
る
機
会
が
、
そ
れ
を
望
む
す
べ
て
の
国
民
に

保
証
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
社
会
を
お
お
う
閉
塞
感
に
風
穴
を
開
け
る
手
段
の
一
つ
だ
と
感
じ
ま
す
。
夜
間
大

学
院
の
否
定
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
の
多
く
の
可
能
性
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
と
危
惧
し
ま
す
。

夜
間

在
学
生

ま
さ
に
、
夜
間
法
科
大
学
院
こ
そ
増
や
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
法
的
知
識
・
法
的

思
考
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
求
め
る
人
が
多
い
は
ず
で
す
。
法
科
大
学
院
進
学
が
減
少
し
た
り
、
日
中
の
学

生
の
減
少
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
法
科
大
学
院
の
活
路
は
、
夜
間
へ
シ
フ
ト
す
る
こ
と
で
見
出
せ
る

は
ず
で
す
。

夜
間

在
学
生

会
社
を
辞
め
ず
に
通
学
で
き
る
の
が
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
意
義
が
あ
る
。

夜
間

在
学
生

経
済
的
な
リ
ス
ク
回
避

夜
間

在
学
生

受
験
資
格
を
取
得
で
き
る
こ
と

夜
間

在
学
生

働
き
な
が
ら
で
も
勉
強
し
た
い
人
（
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
通
え
な
い
人
も
含
む
）
の
た
め
に
絶
対
的
に
必
要

夜
間

在
学
生

仕
事
を
持
ち
な
が
ら
学
べ
る
。

夜
間

在
学
生

法
曹
を
目
指
す
機
会
の
増
加

夜
間

在
学
生

そ
も
そ
も
司
法
改
革
の
目
的
の
一
つ
が
、
法
曹
の
人
材
の
偏
り
を
修
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
む
し
ろ
法
曹
以
外
の
仕
事
を
し
て
い
る
人
材
を
多
く
法
曹
界
に
入
れ
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
存
在
意

義
は
高
い
と
考
え
ま
す
。

夜
間

在
学
生

上
記
の
と
お
り
で
す
。

夜
間

在
学
生

仕
事
と
の
両
立

夜
間

在
学
生

社
会
人
に
法
曹
と
な
る
機
会
を
与
え
る
貴
重
な
存
在

夜
間

在
学
生

様
々
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
社
会
人
に
法
律
家
に
な
る
機
会
を
与
え
る
こ
と

夜
間

在
学
生

チ
ャ
ン
ス
が
増
え
る

夜
間

在
学
生

法
曹
を
目
指
す
社
会
人
は
多
数
い
る
と
思
う
。
そ
の
希
望
者
を
掘
り
起
こ
せ
ば
、
お
の
ず
と
夜
学
の
選
択
肢

し
か
進
む
道
は
無
い
の
で
、
そ
の
人
々
に
対
し
て
門
戸
を
開
放
し
て
も
ら
え
る
存
在
だ
と
思
う
。
(希
望
者
は

ま
だ
ま
だ
い
る
)

夜
間

在
学
生

会
社
で
の
キ
ャ
リ
ア
と
の
両
立

夜
間

在
学
生

無
職
に
な
る
人
を
減
ら
す

夜
間

在
学
生

社
会
人
に
な
っ
て
分
か
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
に
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
が
大
き
い
。

夜
間

在
学
生

法
曹
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（
多
様
性
）
機
会
の
平
等

夜
間

在
学
生

社
会
人
に
対
し
て
の
機
会
の
提
供

夜
間

在
学
生

仕
事
と
勉
強
の
両
立
を
図
っ
て
多
様
な
人
材
を
集
め
る
。

夜
間

在
学
生

仕
事
と
勉
強
の
両
立
が
出
来
る
環
境
に
よ
っ
て
、
司
法
試
験
の
挑
戦
が
出
来
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

社
会
人
が
仕
事
を
続
け
な
が
ら
勉
強
が
出
来
る
た
め
、
幅
広
い
法
曹
人
の
確
保
の
点
か
ら
存
在
意
義
は
大

き
い
と
思
い
ま
す
。

夜
間

在
学
生

法
曹
の
中
に
よ
り
多
く
の
社
会
経
験
の
あ
る
人
た
ち
が
増
え
る
こ
と
。

夜
間

在
学
生

司
法
制
度
改
革
が
目
的
と
す
る
法
曹
の
多
様
性
を
確
保
す
る
た
め
の
重
要
な
受
け
皿

夜
間

修
了
生

多
様
な
人
材
に
門
戸
を
開
く
と
い
う
司
法
制
度
改
革
の
理
念
に
合
致
し
た
場
で
あ
る

夜
間

修
了
生

仕
事
を
辞
め
な
い
で
勉
強
で
き
る
の
で
、
リ
ス
ク
や
経
済
的
負
担
が
軽
減
で
き
、
多
く
の
社
会
人
に
と
っ
て
勉

強
を
始
め
や
す
く
、
門
戸
が
大
き
く
広
が
る
。

夜
間

修
了
生

社
会
人
ク
ラ
ス
の
あ
る
夜
間
経
験
の
な
い
学
生
や
浪
人
生
で
あ
っ
て
も
、
積
極
的
に
夜
間
ク
ラ
ス
の
あ
る
法

科
大
学
院
に
進
学
し
、
社
会
人
経
験
の
あ
る
者
と
一
緒
に
学
ん
で
、
自
分
に
足
り
な
い
も
の
を
見
つ
け
る
努

力
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
科
大
学
院
で
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
本
来

は
「
多
様
な
人
材
」
で
な
か
っ
た
も
の
も
、
一
定
の
「
多
様
性
」
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う

し
、
そ
れ
が
法
曹
全
体
の
役
に
も
立
つ
も
の
と
思
う
。

夜
間

修
了
生

有
職
社
会
人
へ
の
司
法
試
験
受
験
資
格
取
得
の
機
会
の
確
保

夜
間

修
了
生

働
き
つ
つ
、
生
活
費
を
稼
ぎ
な
が
ら
法
科
大
学
院
で
学
べ
る
こ
と

夜
間

修
了
生

経
験
上
、
法
科
大
学
院
で
と
も
に
学
ん
だ
方
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
活
躍
中
の
方
が
多
か
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
方
々
と
知
り
合
い
、
と
も
に
学
ぶ
こ
と
自
体
が
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。
ま
た
、
司
法
試
験
合

格
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
法
曹
の
知
識
を
生
か
す
こ
と
は
、
社
会
的
に
も
有
意
義
な
こ
と
だ
と
考
え

る
。

夜
間

修
了
生

私
自
身
は
、
夜
間
法
科
大
学
院
を
受
験
し
た
当
時
は
、
仕
事
と
の
両
立
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
が
、
純
粋
法

学
未
修
者
で
あ
っ
た
た
め
、
両
立
は
不
可
能
と
考
え
て
、
入
学
前
に
仕
事
を
や
め
ま
し
た
。
入
学
時
点
で
既

修
者
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
社
会
人
に
と
っ
て
は
、
仕
事
を
継
続
し
な
が
ら
、
司
法
試
験
受
験
資
格
が
取
得

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
、
夜
間
法
科
大
学
院
の
存
在
意
義
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

夜
間

修
了
生

上
記
の
と
お
り
、
社
会
人
経
験
の
あ
る
学
生
と
い
っ
し
ょ
に
勉
強
で
き
る
こ
と
。

夜
間

修
了
生

司
法
試
験
の
受
験
資
格
が
原
則
と
し
て
法
科
大
学
院
修
了
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
予
備
試
験
合
格
者
の

人
数
が
限
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
合
格
後
に
更
に
司
法
試
験
を
受
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
い
う
現
行

の
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
意
欲
と
能
力
が
あ
る
社
会
人
が
、
こ
れ
ま
で
築
い
た
キ
ャ
リ
ア
を
放
棄
し
な
い

で
（
す
な
わ
ち
、
収
入
の
方
途
を
放
棄
し
な
い
で
）
、
法
科
大
学
院
を
目
指
し
て
司
法
試
験
を
受
験
す
る
為
に

現
実
的
に
採
り
う
る
選
択
肢
は
、
夜
間
法
科
大
学
院
し
か
な
い
。

夜
間

修
了
生

〔
2
6
〕
で
チ
ェ
ッ
ク
し
た
項
目
に
つ
い
て
の
と
お
り
。
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夜
間

修
了
生

・
過
度
な
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
い
で
法
曹
資
格
に
挑
戦
で
き
る
。
　
・
（
法
曹
界
か
ら
み
た
場
合
、
）
各
業
界
の

一
線
級
の
人
材
を
法
曹
界
に
呼
び
込
む
た
め
に
は
、
夜
間
法
科
大
学
院
が
な
け
れ
ば
不
可
能
（
放
っ
て
お

い
て
も
法
曹
界
に
人
が
集
ま
っ
て
く
る
と
言
う
幻
想
は
捨
て
る
べ
き
。
）
。
　
⇒
「
全
力
で
勉
強
す
れ
ば
受
か
る

可
能
性
が
高
い
」
こ
と
は
事
実
だ
と
思
う
が
、
向
き
不
向
き
も
あ
り
、
仕
事
を
辞
め
て
、
合
格
し
な
か
っ
た
場
合

の
リ
ス
ク
が
あ
ま
り
に
も
高
す
ぎ
る
。
　
⇒
合
格
す
る
か
否
か
の
問
題
の
前
に
、
2
年
～
3
年
（
卒
業
～
修
了
期

間
を
含
め
る
と
、
最
低
で
も
4
年
弱
～
5
年
弱
）
も
完
全
に
キ
ャ
リ
ア
を
中
断
す
る
こ
と
自
体
が
、
キ
ャ
リ
ア
形

成
上
、
大
き
な
損
失
。
せ
い
ぜ
い
、
司
法
修
習
の
1
年
が
限
度
。
こ
の
ブ
ラ
ン
ク
は
、
法
曹
資
格
の
見
合
い
と

し
て
は
、
ち
ょ
っ
と
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
⇒
当
然
、
経
済
的
な
問
題
も
あ
る
。

夜
間

修
了
生

他
の
社
会
人
学
生
や
兼
業
学
生
と
交
流
し
、
職
場
と
異
な
り
理
論
面
を
学
べ
る
実
益
は
大
き
い
。
一
方
で
、

時
間
を
ひ
ね
り
出
し
て
勉
強
に
励
む
社
会
人
学
生
が
、
合
格
に
向
け
て
効
率
的
に
集
中
し
て
勉
強
に
取
り

組
め
る
環
境
を
法
科
大
学
院
が
整
え
ら
れ
て
い
る
か
、
再
検
討
が
必
要
。
卒
業
単
位
を
夜
間
や
土
日
の
み

で
取
得
可
能
と
い
う
だ
け
で
は
全
く
足
り
な
い
。
欠
席
授
業
の
板
書
や
録
音
（
録
画
）
デ
ー
タ
の
提
供
、
メ
ー

ル
等
に
よ
る
職
場
の
休
憩
時
間
中
の
質
疑
応
答
体
制
整
備
、
合
格
に
向
け
て
必
要
な
受
験
関
係
の
諸
情

報
を
適
時
と
り
ま
と
め
て
提
供
す
る
な
ど
、
社
会
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
必
須
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
実
務
通
説
の
一
般
論
を
解
説
せ
ず
に
独
自
の
見
解
に
こ
だ
わ
る
教
員
は
、
昼
の
学
生
に
は
思

考
訓
練
の
面
も
あ
っ
て
良
い
だ
ろ
う
が
、
兼
業
学
生
に
は
時
間
の
無
駄
と
な
り
や
す
い
。
予
備
校
は
講
師
の

講
義
の
ク
オ
リ
テ
ィ
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
情
報
提
供
や
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
に
つ
い
て
は
真
摯
に
見

習
う
べ
き
点
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

夜
間

修
了
生

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
仕
事
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
人
が
、
法
曹
に
な
る
道
が
残
さ
れ
る
。
予
備
試
験
を
除

け
ば
、
法
科
大
学
院
制
度
に
よ
っ
て
、
司
法
試
験
を
受
験
す
る
チ
ャ
ン
ス
す
ら
与
え
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
仕
事
を
し
な
が
ら
、
夜
間
に
法
科
大
学
院
に
通
い
、
受
験
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

夜
間

修
了
生

キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
社
会
人
の
法
曹
へ
の
道
を
ひ
ら
く
と
い
う
、
司
法
制
度
改
革
の
意
義
を
維
持
し
て
い
く
た

め
に
は
必
須
の
制
度
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
教
員
の
負
担
も
大
き
い
た
め
体
制
の
強
化
が
必
要
か

と
思
い
ま
す
。

夜
間

修
了
生

①
生
涯
学
習
・
再
挑
戦
の
機
会
を
与
え
る
②
法
へ
の
理
解
を
深
め
る
学
習
を
働
き
な
が
ら
出
来
る
→
本
来

地
方
に
夜
間
法
科
大
学
院
を
設
置
す
べ
き
。

夜
間

修
了
生

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
法
曹

夜
間

修
了
生

仕
事
や
家
庭
の
事
情
な
ど
か
ら
仕
事
を
辞
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
人
に
と
っ
て
、
夜
間
法
科
大
学
院
は

法
曹
を
目
指
す
唯
一
の
選
択
肢
で
あ
る
た
め
、
そ
の
存
在
意
義
は
大
き
い
と
思
う
。
法
曹
の
多
様
性
は
、
法

曹
界
全
体
に
と
っ
て
も
重
要
だ
と
思
う
が
、
か
か
る
多
様
性
を
確
保
す
る
点
か
ら
も
存
在
意
義
が
あ
る
と
思

う
。

夜
間

修
了
生

仕
事
を
し
て
い
る
（
続
け
な
が
ら
）
者
が
司
法
試
験
に
挑
戦
で
き
る
唯
一
の
道
と
言
え
る
こ
と
。

夜
間

修
了
生

仕
事
を
し
な
が
ら
法
科
大
学
院
に
通
え
る
こ
と
。

夜
間

修
了
生

私
自
身
は
入
学
と
と
も
に
仕
事
を
辞
め
て
し
ま
っ
た
が
、
日
中
働
い
て
い
る
社
会
人
に
と
っ
て
は
新
司
法
試

験
の
受
験
資
格
を
得
る
た
め
に
夜
間
の
法
科
大
学
院
が
必
要
。
夜
間
の
法
科
大
学
院
が
無
い
地
域
で
は

予
備
試
験
に
合
格
す
る
し
か
道
が
な
い
た
め
司
法
試
験
を
受
験
す
る
こ
と
自
体
が
極
め
て
困
難
に
な
っ
て

い
る
。

夜
間

仕
事
を
持
っ
た
ま
ま
勉
強
で
き
る
こ
と
。
仕
事
を
持
っ
た
ま
ま
人
と
勉
強
で
き
る
こ
と
。

夜
間

社
会
人
に
門
戸
を
開
く
こ
と
で
多
様
な
法
曹
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

夜
間

企
業
で
法
律
の
素
養
の
あ
る
人
材
の
ニ
ー
ズ
、
育
成
ニ
ー
ズ
は
強
い
。
又
、
社
会
人
が
そ
う
し
た
必
要
性
を

感
じ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
絶
好
、
唯
一
の
存
在
で
あ
る
。

夜
間

仕
事
を
辞
め
な
く
て
同
志
と
学
問
で
き
る
と
こ
ろ
。

夜
間

仕
事
を
持
ち
な
が
ら
通
学
で
き
る
こ
と
。

夜
間

人
生
の
選
択
肢
が
豊
か
に
な
る
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
う
。
な
く
す
べ
き
で
な
い
。

夜
間

社
会
人
の
た
め
（
仕
事
を
辞
め
ず
に
弁
護
士
を
目
指
せ
る
こ
と
）

夜
間

既
に
仕
事
を
し
て
い
る
人
や
家
庭
を
持
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
法
曹
へ
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を

与
え
る
も
の
。

地
方
/
夜
間
在
学
/
修
了
〔
３
１
〕
　
地
方
の
法
科
大
学
院
な
ら
で
は
の
特
色
の
あ
る
取
組
み
，
講
義
な
ど
が
あ
り
ま
す
か
。
司

法
過
疎
地
な
ど
で
の
社
会
貢
献
を
踏
ま
え
た
法
律
相
談
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

地
方

在
学
生

離
島

地
方

在
学
生

徳
之
島

地
方

在
学
生

奄
美
等

地
方

在
学
生

離
島

地
方

在
学
生

徳
之
島

地
方

在
学
生

離
島
等

地
方

在
学
生

離
島
研
修

地
方

在
学
生

徳
之
島
・
奄
美
等

地
方

在
学
生

徳
之
島

地
方

在
学
生

天
竜

地
方

在
学
生

浜
北
、
阿
津
町

地
方

在
学
生

静
岡

地
方

在
学
生

静
岡
県
伊
豆
地
方
な
ど

地
方

在
学
生

伊
豆
（
松
崎
や
川
津
な
ど
）

地
方

在
学
生

静
岡
県
内
各
地

地
方

在
学
生

伊
豆
な
ど

地
方

在
学
生

伊
豆
な
ど

地
方

在
学
生

伊
豆
、
天
竜
に
お
け
る
無
料
法
律
相
談

地
方

在
学
生

伊
豆
地
方

地
方

在
学
生

静
岡

地
方

在
学
生

人
吉
や
牛
深
で
法
律
相
談
を
行
っ
て
い
る

地
方

在
学
生

牛
深
、
人
吉

地
方

在
学
生

天
草
市
、
人
吉
市
等

地
方

在
学
生

阿
蘇
、
天
草
、
人
吉
な
ど

地
方

在
学
生

南
阿
蘇
、
天
草
、
人
吉

地
方

在
学
生

阿
蘇
、
人
吉
、
天
草

地
方

在
学
生

天
草
市
、
人
吉
市

地
方

在
学
生

牛
深
・
人
吉
で
の
法
律
相
談

地
方

在
学
生

牛
深

地
方

在
学
生

人
吉
、
牛
深

地
方

在
学
生

人
吉
市
、
天
草
市
等

地
方

在
学
生

牛
深
地
区

地
方

在
学
生

人
吉
、
天
草

地
方

在
学
生

天
草

地
方

在
学
生

香
川

地
方

在
学
生

無
料
法
律
相
談

地
方

在
学
生

愛
南
町

地
方

在
学
生

愛
媛
県
愛
南
町
で
の
法
律
相
談
な
ど

地
方

在
学
生

島
根
県
松
江
市

地
方

在
学
生

離
島
で
の
法
律
相
談

地
方

在
学
生

離
島
で
の
法
律
相
談

地
方

在
学
生

離
島
で
の
リ
ー
ガ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

地
方

在
学
生

沖
縄
県
の
離
島

地
方

在
学
生

渡
名
喜
島
、
栗
国
島
な
ど

地
方

在
学
生

離
島

地
方

在
学
生

離
島
で
の
法
律
相
談

地
方

在
学
生

ク
リ
ニ
ッ
ク
（
離
島
）

地
方

在
学
生

粟
国
島

地
方

在
学
生

離
島
ク
リ
ニ
ッ
ク

地
方

在
学
生

粟
国
島

地
方

修
了
生

鹿
児
島
離
島

地
方

修
了
生

種
子
島
・
屋
久
島
な
ど
離
島

地
方

修
了
生

離
島

地
方

修
了
生

屋
久
島

地
方

修
了
生

リ
ー
ガ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

地
方

修
了
生

屋
久
島
・
種
子
島

地
方

修
了
生

種
子
島
・
屋
久
島

地
方

修
了
生

種
子
島
・
屋
久
島

地
方

修
了
生

種
子
島
・
屋
久
島
等

地
方

修
了
生

種
子
島

地
方

修
了
生

伊
豆

地
方

修
了
生

伊
豆
な
ど
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地
方

修
了
生

地
域
と
法
、
出
張
法
律
相
談

地
方

修
了
生

松
崎
e
tc
伊
豆
南
部

地
方

修
了
生

静
岡
県
内
（
伊
豆
等
）

地
方

修
了
生

山
陰
両
県
各
地

地
方

修
了
生

大
田
・
安
来
・
米
子
・
益
田
・
仁
多
、
他

地
方

修
了
生

過
疎
地
で
の
無
料
相
談
会

地
方

修
了
生

下
田
市
な
ど
（
？
）

地
方

修
了
生

伊
豆

地
方

修
了
生

種
子
島
や
屋
久
島
な
ど

地
方

修
了
生

離
島

地
方

鹿
児
島
県
屋
久
島

地
方
/
夜
間
在
学
/
修
了
〔
３
３
〕
　
地
方
の
法
科
大
学
院
で
学
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は
な
ん
で
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。

地
方

在
学
生

地
方
弁
護
士
の
苦
難
や
業
務
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
方

在
学
生

普
段
交
流
の
な
い
人
と
の
授
業
で
、
新
た
な
発
見
や
違
っ
た
視
点
に
触
れ
ら
れ
た
。

地
方

在
学
生

実
務
で
役
立
つ

地
方

在
学
生

他
大
学
生
の
受
け
応
え
を
見
ら
れ
た
。

地
方

在
学
生

普
段
で
き
な
い
経
験
を
積
め
た
。

地
方

在
学
生

実
務
家
の
考
え
方
等
を
学
べ
た
。

地
方

在
学
生

地
域
の
実
情
が
わ
か
っ
た
。
法
曹
の
仕
事
が
わ
か
っ
た
。

地
方

在
学
生

実
際
の
現
場
を
体
験
で
き
た

地
方

在
学
生

実
務
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る

地
方

在
学
生

生
の
事
案
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
点

地
方

在
学
生

生
の
法
的
な
悩
み
に
触
れ
ら
れ
た

地
方

在
学
生

純
粋
な
法
律
問
題
が
地
方
の
中
心
地
で
行
っ
た
時
よ
り
も
多
か
っ
た
。

地
方

在
学
生

勉
強
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
り
、
将
来
像
が
明
確
に
な
っ
た

地
方

在
学
生

現
場
を
体
験
す
る
こ
と
が
出
来
た

地
方

在
学
生

法
科
大
学
院
設
置
自
治
体
へ
の
地
域
貢
献
が
出
来
た
点

地
方

在
学
生

実
務
に
つ
い
て
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
て
た
点

地
方

在
学
生

実
際
の
法
律
相
談
の
現
場
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
点

地
方

在
学
生

内
容
が
面
白
か
っ
た
。
他
の
大
学
院
の
み
の
講
義
だ
っ
た

地
方

在
学
生

勉
強
に
な
っ
た

地
方

在
学
生

ニ
ー
ズ
を
探
る
こ
と
が
で
き
た

地
方

在
学
生

地
方
の
法
曹
ニ
ー
ズ
を
体
験
で
き
た
点

地
方

在
学
生

法
律
相
談
の
現
場
を
実
際
に
見
ら
れ
た
こ
と
が
よ
か
っ
た
。

地
方

在
学
生

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
る

地
方

在
学
生

地
域
の
実
情
や
他
校
生
の
実
力
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
方

在
学
生

勉
強
に
な
っ
た

地
方

在
学
生

社
会
の
中
の
法
律
を
よ
り
よ
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た

地
方

在
学
生

自
己
の
通
う
大
学
で
開
講
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
受
け
ら
れ
た
か
ら

地
方

在
学
生

米
軍
基
地
の
実
態
を
少
し
学
ぶ
こ
と
が
出
来
ま
し
た

地
方

在
学
生

実
務
で
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
地
域
の
法
律
を
学
べ
る

地
方

在
学
生

地
元
の
こ
と
な
の
に
知
ら
な
い
こ
と
が
学
べ
た
点

地
方

修
了
生

地
域
の
実
情
が
わ
か
っ
た
。
法
曹
の
仕
事
が
わ
か
っ
た
。

地
方

修
了
生

実
際
の
法
律
相
談
を
体
験
で
き
た
こ
と

地
方

修
了
生

自
己
の
学
習
に
役
立
っ
た

地
方

修
了
生

実
状
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
点

地
方

修
了
生

他
大
学
に
も
友
だ
ち
が
で
き
た

地
方

修
了
生

司
法
過
疎
地
の
現
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
た

地
方

修
了
生

司
法
過
疎
地
で
も
法
律
相
談
の
ニ
ー
ズ
が
多
い
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
。

地
方

修
了
生

法
律
相
談
は
無
料
だ
し
、
社
会
貢
献
・
学
生
の
勉
強
の
点
で
よ
か
っ
た
と
思
う
。

地
方

修
了
生

地
元
の
現
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
方

修
了
生

地
元
企
業
の
L
S
へ
の
期
待
が
感
じ
ら
れ
た
。

地
方

修
了
生

弁
護
士
の
仕
事
・
役
割
を
学
べ
た
点

地
方

修
了
生

実
際
に
現
地
の
司
法
に
関
す
る
問
題
が
わ
か
り
、
よ
り
現
地
で
実
務
家
と
し
て
貢
献
し
た
く
な
っ
た
。

地
方

実
際
に
弁
護
士
先
生
の
法
律
相
談
に
触
れ
ら
れ
た
こ
と

在
校
生
/
修

了
生

〔
３
３
〕
　
地
方
の
法
科
大
学
院
で
学
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は
な
ん
で
す
か
（
複
数
回
答
可
）
。

（
そ
の
他
の
回
答
）

地
方

在
学
生

国
立
な
の
で
学
費
が
安
く
、
自
分
の
経
済
状
態
で
も
勉
強
で
き
る

地
方

在
学
生

少
人
数
教
育

地
方

在
学
生

通
学
に
要
す
る
時
間
の
少
な
い
こ
と
（
実
家
が
首
都
圏
で
あ
る
の
で
）

地
方

在
学
生

静
か
な
環
境
の
中
で
勉
学
に
集
中
で
き
る
。
地
元
を
あ
ま
り
離
れ
な
く
て
よ
い
か
ら
経
済
的
負
担
が
軽
く
、
そ

れ
ゆ
え
に
勉
強
を
続
け
て
い
ら
れ
る
。

地
方

在
学
生

リ
ー
ガ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
の
充
実
し
た
指
導

地
方

在
学
生

都
会
と
異
な
り
、
遊
ぶ
と
こ
ろ
が
全
く
無
い
の
で
、
集
中
し
て
勉
強
で
き
る
環
境

地
方

修
了
生

経
済
的
負
担
・
家
庭
の
負
担
が
最
小
限
で
す
む
。

地
方

修
了
生

地
元
で
は
な
い
が
、
地
元
に
近
い
地
域
で
勉
強
で
き
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

都
会
に
出
る
よ
り
は
安
く
て
勉
強
で
き
た
と
思
う
（
生
活
費
の
点
で
、
経
済
的
に
都
会
で
は
無
理
だ
っ
た
と
思

う
）
そ
う
は
い
っ
て
も
、
熊
本
で
も
奨
学
金
と
ア
ル
バ
イ
ト
で
ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
で
す
が
。

地
方

修
了
生

少
人
数
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
方

修
了
生

就
職
に
有
利
に
な
り
う
る
。

在
校
生
/
修

了
生

〔
３
５
〕
　
あ
な
た
の
考
え
る
，
地
方
に
法
科
大
学
院
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
義
は
な
ん
で
す
か
。

地
方

在
学
生

法
曹
と
な
れ
る
チ
ャ
ン
ス
を
平
等
に
与
え
て
く
れ
る
も
の
。

地
方

在
学
生

地
域
の
抱
え
る
問
題
を
身
近
に
感
じ
な
が
ら
学
習
で
き
、
法
曹
を
目
指
す
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
下
げ
る
こ
と
な

く
勉
強
で
き
る
。

地
方

在
学
生

地
元
を
離
れ
ず
に
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

地
方

在
学
生

連
携
の
下
で
地
域
の
特
色
を
十
分
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

地
方

在
学
生

経
済
的
負
担
の
減
少
。
地
域
貢
献
。

地
方

在
学
生

地
方
の
法
的
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
。

地
方

在
学
生

地
方
の
人
間
に
法
曹
と
な
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
。

地
方

在
学
生

地
方
で
実
習
。
少
人
数
制
が
多
く
、
教
育
員
と
の
距
離
が
近
い
。

地
方

在
学
生

経
済
的
・
家
庭
的
事
情
で
都
市
部
へ
行
け
な
い
者
へ
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
。

地
方

在
学
生

実
務
家
や
研
究
者
と
、
実
務
を
見
す
え
て
勉
強
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

地
方

在
学
生

法
曹
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
、
地
域
貢
献
と
学
習
の
相
乗
効
果

地
方

在
学
生

何
ら
か
の
理
由
で
、
地
方
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
の
た
め

地
方

在
学
生

地
方
の
実
情
に
合
わ
せ
た
法
曹
養
成

地
方

在
学
生

こ
じ
ん
ま
り
し
て
い
て
も
、
教
員
と
学
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
十
分
取
れ
る
点
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

地
方

在
学
生

都
市
に
の
み
法
科
大
学
院
が
集
中
す
る
意
義
が
分
か
ら
な
い

地
方

在
学
生

機
会
の
提
供

地
方

在
学
生

現
行
制
度
上
、
大
都
市
に
出
る
こ
と
な
く
法
学
を
学
べ
る
こ
と
（
経
済
的
意
義
）
　
地
域
の
特
色
に
応
じ
た
講

義
・
体
験
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

地
方

在
学
生

地
方
に
住
む
人
が
法
科
大
学
院
に
通
学
し
や
す
く
な
る

地
方

在
学
生

経
済
的
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
た
ち
の
た
め
の
受
け
皿
。
都
会
の
人
た
ち
が
優
越
感
に
ひ
た
る
た
め
の
材

地
方

在
学
生

進
学
の
機
会
創
出
。
し
か
し
合
格
率
を
考
慮
す
る
と
意
義
は
低
下
す
る
。

地
方

在
学
生

地
方
に
住
む
学
生
、
社
会
人
が
法
曹
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
る

地
方

在
学
生

何
で
も
中
央
集
権
化
し
て
し
ま
う
の
は
よ
く
な
い
と
思
う

地
方

在
学
生

職
業
選
択
の
自
由
の
保
障

地
方

在
学
生

あ
ら
ゆ
る
事
情
で
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
が
多
く
在
る
都
市
部
に
行
け
な
い
者
に
も
、
等
し
く
学
修
の
機
会
を
与
え
る

と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
地
域
独
自
の
法
的
問
題
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
域
に
法
曹
と
し
て
貢
献
し
た

い
と
思
え
る
こ
と
(実
際
に
地
域
特
有
の
問
題
を
講
義
中
で
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
別
と
す
る
)。

地
方

在
学
生

地
域
に
特
有
の
問
題
を
ふ
ま
え
た
学
習
。
　
リ
ー
ガ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
等
を
通
じ
て
、
地
域
の
弁
護
士
と
の
交
流

を
持
て
る
こ
と

地
方

在
学
生

地
方
に
根
ざ
し
た
法
曹
の
養
成

地
方

在
学
生

特
に
な
い
と
思
う
。

地
方

在
学
生

少
人
数
で
先
生
と
の
距
離
が
近
く
勉
強
し
や
す
い
環
境
を
整
え
ら
れ
る
と
い
う
意
義

地
方

在
学
生

考
え
た
こ
と
が
な
い

地
方

在
学
生

地
方
在
住
者
の
進
学
を
し
や
す
く
す
る
事
で
す

地
方

在
学
生

地
域
の
特
性
を
理
解
し
た
法
曹
を
育
成
す
る
こ
と
、
少
人
数
教
育
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
格
率
を
上
げ
る
こ

地
方

在
学
生

東
京
、
大
阪
等
大
都
市
圏
で
学
び
似
た
よ
う
な
背
景
、
考
え
方
の
法
律
家
ば
か
り
が
増
え
る
こ
と
は
司
法
制

度
全
体
を
考
え
た
時
に
好
ま
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
法
科
大
学
院
制
度
を
立
ち
上
げ
た
趣
旨
に

立
ち
返
り
、
文
科
省
、
法
務
省
等
は
、
入
学
定
員
等
を
絞
る
の
な
ら
大
都
市
圏
の
法
科
大
学
院
で
行
い
、
地

方
あ
る
い
は
夜
間
の
大
学
院
は
極
力
現
状
を
維
持
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
都
市
部
の
大
学
院
の
定
員
が

制
限
さ
れ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
地
方
や
夜
間
の
大
学
院
の
学
生
の
質
も
向
上
し
、
全
体
の
合
格
率
も
上
が
る

と
思
い
ま
す

地
方

在
学
生

地
方
の
学
生
に
も
法
曹
に
な
れ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と

地
方

在
学
生

地
域
に
根
ざ
し
た
法
曹
の
育
成
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地
方

在
学
生

地
方
に
法
科
大
学
院
が
あ
る
こ
と
で
、
進
学
す
る
こ
と
が
出
来
る
者
が
い
る
こ
と
。
地
方
に
法
科
大
学
院
が

あ
る
こ
と
で
、
法
律
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
地
域
の
方
に
も
法
科
大
学
院
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
え
、
法
を
身
近

に
感
じ
て
も
ら
え
る
こ
と
。

地
方

在
学
生

地
域
に
貢
献
す
る
法
律
家
の
育
成
が
出
来
る
。

地
方

在
学
生

経
済
的
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
こ
こ
は
沖
縄
と
い
う
他
の
都
道
府
県
と
地
理
的
に
離
れ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
た
め
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

地
方

在
学
生

法
律
家
を
目
指
す
人
材
の
多
様
性
を
確
保
で
き
る
。

地
方

在
学
生

経
済
的
負
担
軽
減
、
働
き
な
が
ら
の
通
学
が
可
能
に
な
る
。

地
方

在
学
生

地
球
に
貢
献
で
き
る
法
律
家
の
育
成

地
方

在
学
生

経
済
的
事
情
、
家
庭
の
事
情
で
大
都
市
圏
で
勉
強
で
き
な
い
優
秀
な
人
材
の
受
け
皿

地
方

在
学
生

法
曹
育
成
環
境
の
地
域
格
差
を
是
正
す
る
こ
と

地
方

在
学
生

法
曹
志
望
者
の
受
け
入
れ
口
の
広
さ
を
確
保
す
る
起
点
【
都
心
ま
で
出
て
い
か
な
く
て
も
勉
強
が
可
能
と
い

う
意
味
で
】

地
方

在
学
生

公
平

地
方

在
学
生

地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
、
特
色
を
感
じ
な
が
ら
勉
強
で
き
将
来
の
実
務
に
役
立
つ
経
験
を
得
ら
れ
る
点

地
方

在
学
生

地
方
の
司
法
過
疎
状
態
の
克
服

地
方

在
学
生

地
方
で
の
法
曹
活
動
範
囲
を
広
げ
る
た
め

地
方

在
学
生

対
象
者
（
法
曹
を
目
指
そ
う
と
す
る
者
）
の
拡
大
、
掘
り
お
こ
し
、
地
方
の
法
制
度
の
活
用
の
拡
大

地
方

在
学
生

実
務
家
の
教
員
か
ら
地
元
の
話
を
聞
け
る
機
会
が
多
く
、
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
方

在
学
生

将
来
そ
の
地
方
で
活
動
す
る
法
曹
を
作
る
拠
点
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
と
思
う
。

地
方

在
学
生

地
域
特
有
の
問
題
は
、
そ
の
地
で
学
び
つ
つ
身
に
染
み
て
い
る
者
の
方
が
、
解
決
が
円
滑
に
な
る
。

地
方

在
学
生

地
方
出
身
で
地
元
の
事
情
を
理
解
し
た
法
曹
の
育
成

地
方

在
学
生

地
方
の
法
曹
の
増
加
、
当
該
地
域
で
の
法
律
に
対
す
る
理
解
の
支
援

地
方

在
学
生

都
会
で
は
な
く
、
自
分
の
生
活
を
変
え
る
こ
と
な
く
学
習
で
き
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
人
が
法
曹
と
な
る
道
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

地
方

在
学
生

地
元
で
の
弁
護
士
が
増
加
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
都
会
と
地
方
の
法
律
格
差
を
減
少
さ
せ
る
。

地
方

在
学
生

ど
の
地
域
に
も
法
曹
が
必
要
で
あ
る
な
ら
、
各
地
方
と
も
あ
る
べ
き

地
方

在
学
生

目
指
す
人
が
目
指
せ
る
環
境
を
生
み
だ
す
こ
と

地
方

在
学
生

そ
の
地
域
の
実
情
を
知
り
な
が
ら
、
比
較
的
安
い
費
用
で
学
習
で
き
る
こ
と

地
方

在
学
生

純
粋
未
修
者
の
受
け
皿

地
方

在
学
生

地
元
の
人
が
そ
の
よ
う
な
勉
強
の
機
会
を
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

地
方

在
学
生

特
に
な
い
。
設
置
コ
ス
ト
に
見
合
う
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
は
存
在
し
な
い
。

地
方

在
学
生

地
方
の
学
生
の
経
済
的
負
担
を
減
少
さ
せ
る

地
方

在
学
生

ど
の
地
域
で
も
法
律
家
を
必
要
と
し
て
お
り
、
法
科
大
学
院
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
義
に
応
え
る
も
の

で
あ
り
、
地
元
で
も
頼
ら
れ
て
い
る
。

地
方

在
学
生

選
択
肢
が
ふ
え
る

地
方

在
学
生

そ
の
地
域
に
貢
献
で
き
る
法
曹
を
育
成
で
き
る

地
方

在
学
生

経
済
面
で
も
精
神
面
で
も
、
自
宅
か
ら
通
え
る
範
囲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
都
心
で
生

ま
れ
育
っ
た
人
に
は
な
か
な
か
伝
わ
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
生
活
の
ベ
ー
ス
が
大
き
く
変
わ
っ
た
状

態
で
過
酷
な
勉
強
を
し
て
い
く
の
は
か
な
り
辛
い
も
の
で
す
。
在
住
地
に
よ
っ
て
負
う
負
担
に
当
然
差
が
で
き

る
と
い
う
の
は
、
わ
ざ
わ
ざ
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
を
設
け
た
こ
と
と
逆
行
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

地
方

在
学
生

地
方
在
住
者
に
も
一
定
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
格
差
や
都
市
集

中
が
進
む
と
、
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
。

地
方

在
学
生

教
育
の
機
会
の
均
等
を
図
れ
る

地
方

在
学
生

多
様
な
人
材
を
集
め
る
こ
と

地
方

在
学
生

地
元
（
特
に
過
疎
地
域
）
に
貢
献
で
き
る

地
方

在
学
生

地
方
に
法
曹
、
と
り
わ
け
弁
護
士
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
基
盤

地
方

修
了
生

機
会
平
等
の
確
保

地
方

修
了
生

全
国
の
ど
こ
で
も
必
要
な
法
曹
を
養
成
す
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

法
科
大
学
院
在
学
中
に
地
方
の
生
活
に
密
着
し
た
学
修
が
で
き
、
地
方
に
お
け
る
法
曹
の
意
義
に
触
れ
ら

れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

地
方

修
了
生

実
務
家
と
の
連
携
が
密
で
サ
ポ
ー
ト
体
制
が
充
実
。
経
済
的
負
担
が
少
な
い
。

地
方

修
了
生

法
曹
の
多
様
化
。

地
方

修
了
生

①
地
方
在
住
者
の
法
科
大
学
院
進
学
へ
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
。
②
地
域
の
実
情
を
反
映
し
た
授
業
を

し
、
地
域
に
法
曹
を
輩
出
す
る

地
方

修
了
生

法
曹
人
口
の
都
市
集
中
の
是
正
。

地
方

修
了
生

経
済
的
弱
者
に
比
較
的
優
し
い
こ
と
。
　
東
京
と
か
の
大
都
市
で
は
家
賃
な
ど
も
高
い
の
で
、
生
活
が
で
き

な
か
っ
た
と
思
う
か
ら
。

地
方

修
了
生

社
会
人
と
し
て
、
家
庭
を
維
持
し
な
が
ら
法
曹
を
目
指
せ
る
。

地
方

修
了
生

教
育
の
機
会
均
等

地
方

修
了
生

地
元
で
活
躍
す
る
法
曹
を
育
て
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

地
方
在
住
(予
定
)者
に
法
曹
養
成
教
育
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

経
済
的
に
、
都
会
に
行
け
な
い
人
で
も
法
曹
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

法
曹
に
な
る
ま
で
が
「
法
曹
養
成
」
で
は
な
い
と
思
う
。
法
曹
に
な
っ
て
か
ら
も
「
法
曹
養
成
」
の
意
義
は
あ
る

は
ず
。
弁
護
士
と
し
て
数
年
活
動
し
た
後
、
実
務
か
ら
離
れ
て
研
究
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
い
っ
た
、
法
曹

後
の
勉
強
・
研
究
の
現
場
と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、
地
元
（
活
動
の
場
）
に
大
学
院
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不

可
欠
。

地
方

修
了
生

そ
も
そ
も
中
央
集
権
状
態
に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
わ
け
が
な
い

地
方

修
了
生

双
方
（
学
生
・
実
務
家
）
に
地
域
貢
献
の
意
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

地
方
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
法
曹
志
望
者
の
受
け
皿
と
し
て
意
義
が
あ
る

地
方

修
了
生

現
在
の
司
法
試
験
制
度
、
法
科
大
学
院
制
度
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
一
部
の
例
外

を
除
き
、
2
年
な
い
し
は
3
年
の
法
科
大
学
院
で
の
学
習
を
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
の
期
間
は
収
入
の
機
会
を

失
い
、
卒
業
後
も
試
験
に
受
か
ら
な
け
れ
ば
、
収
入
の
道
が
か
な
り
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
多
く
の
社
会
人
院

生
や
地
方
か
ら
出
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
る
院
生
に
と
っ
て
は
、
地
元
や
近
隣
に
法
科
大
学
院
が
あ
る
こ
と

が
、
経
済
的
な
事
情
や
家
庭
の
事
情
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
大
変
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
思
い
ま
す
。

地
方

修
了
生

地
域
固
有
の
問
題
に
つ
い
て
貢
献
で
き
る
法
曹
の
養
成

地
方

修
了
生

負
担
を
最
小
限
に
抑
え
、
勉
強
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
地
域
実
情
に
明
る
い
実
務
法
曹
の
養
成
に
資

す
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

当
該
地
方
で
の
独
自
・
特
色
あ
る
法
曹
養
成
、
地
方
で
の
社
会
貢
献

地
方

修
了
生

家
庭
の
事
情
が
な
く
な
れ
ば
、
勉
強
の
た
め
、
色
々
な
土
地
で
学
び
た
い
が
、
最
終
的
に
は
地
元
に
貢
献
し

た
い
。

地
方

修
了
生

い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
都
市
圏
の
大
型
ロ
ー
に
通
え
な
い
人
の
窓
口

地
方

修
了
生

地
域
の
法
曹
を
育
成
し
て
い
く
こ
と

地
方

修
了
生

家
庭
の
事
情
や
経
済
的
事
情
か
ら
地
域
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
や
、
司
法
過
疎
地
で
法
曹
と
し
て
活

動
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
持
つ
人
な
ど
に
、
法
曹
と
な
る
た
め
の
専
門
教
育
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
。

地
方

修
了
生

経
済
的
理
由
・
家
庭
の
事
情
に
よ
り
、
地
方
に
し
か
住
め
な
い
者
が
、
法
曹
を
目
指
す
夢
を
か
な
え
る
た
め

の
も
の
。

地
方

修
了
生

法
曹
関
係
者
に
限
ら
ず
、
大
学
の
学
部
レ
ベ
ル
で
は
な
く
本
格
的
に
法
律
を
勉
強
し
た
経
験
を
も
つ
法
的
素

養
の
あ
る
社
会
人
を
、
地
方
に
定
着
さ
せ
る
基
盤
と
な
る
点
が
最
も
重
要
な
意
義
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

地
方

私
の
よ
う
な
者
で
も
法
科
大
学
院
で
学
べ
る
こ
と
。
機
会
の
増
加
、
平
等
。
地
域
(経
済
)格
差
の
緩
和
。

地
方

日
常
の
中
の
法
律
ト
ラ
ブ
ル
は
ど
ん
な
場
所
で
も
あ
る
が
、
地
域
に
よ
り
そ
の
カ
ラ
ー
は
異
な
る
。
都
市
部
だ

け
で
は
経
済
活
動
、
金
融
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
い
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
が
、
私
が
聞
い
た
の
は
農
作
物

の
種
が
発
生
し
な
か
っ
た
等
の
事
例
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
件
を
見
な
が
ら
勉
強
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
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平成２５年１月２０日 

地方法科大学院及び夜間法科大学院と法曹養成制度見直しに関する意見 

シンポジウム「地方で目指す、夜間で学ぶ 法科大学院制度の成果と展望」 

シンポジウム実行委員会 

 

１ 司法制度改革は、多様な人材が法曹界を目指すことで、様々な国民のニーズに対応する

ことを目標としており、地方に設立された法科大学院と、いわゆる夜間法科大学院は、そ

の理念に従った取組みを実践し，地域的な多様性，人材の多様性を確保することに貢献し

てきた。 

２ 地方に設立された法科大学院は、家庭の事情などから地方を離れることができない方、

地域の実情に応じた教育を受けた方が法曹になる機会を保障する役割を担っている。 

  例えば、①配偶者の仕事の関係上地元を離れられない方のように、何らかの事情がある

場合、地元に法科大学院がなければ、事実上法曹を目指すことは困難である。また、②鹿

児島における離島での法律相談、沖縄での基地問題、静岡では製造業が中国に進出してい

ることから中国法に力を入れていること等、地域の実情に応じて、その地域で教育をし、

その地域の法曹として定着してもらうことで、地域のニーズを理解した法曹を養成してい

る。このことは，地方の法科大学院の出身者が，それぞれの地域に定着する割合が高いこ

とでも，その役割を果たしていることが分かる。 

３ また、いわゆる夜間法科大学院は、社会経験のある方に、キャリアの中断というリスク

を負わせることなく法曹を目指す機会を保障する役割を担っている。 

  例えば、①夜間で長期履修により、比較的余裕のある体制で仕事と勉強を両立させるこ

とができること、②学費の負担については、ある程度給料で賄うことができること、③退

職するという重大な決断をする前に、ある程度勉強して、向き不向きを把握する機会が得

られること、④社会で専門性を身に付けた人材が法曹になることにより、国民の多様なニ

ーズに応えられる司法インフラを支えることに貢献している。 

４ ところで、合格率での苦戦、貸与制、就職難など、様々な要因によって、これら地方と

夜間の法科大学院は苦戦しているといわれている。法曹養成制度の抱える問題を解決する

ために設けられた法曹養成制度検討会議においては、法科大学院の統廃合を進める方向で

の議論もなされており、また、文部科学省では、既に合格率、定員充足率、競争倍率によ

って、公的支援削減を決め、事実上撤退を促すような方策が採られている。 

  しかし、これらの数字のみによって事実上の撤退を促す方策をとるのではなく，いかな

る法曹を育て，いかなる司法制度を実現しようとするのかという視点をより重視して，議

論を重ねていただきたい。 

  本日のシンポジウムでも示されているとおり，各法科大学院では、設立当初に比べて，

相当の努力をして教育内容の改善を実現してきているし，今後もますますこの取組みを充

実させ，継続していく熱意を持っている。合格率などの数字を判断基準とするのであれば，

これまでの改善の成果が現れるまで，時間的猶予を与える必要があるはずである。 

そして，地方と夜間の法科大学院が果たしてきた意義、役割を十分に考慮し，単純な統

廃合ではなく，多様な人材を確保し，さまざまな環境におかれた法曹志望者が目指しやす

い制度を追求すべきである。 

以上 
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